
 

改正案 現行 

第３章 環境要素ごとの調査、予測及び評価の参考手法 

第１ 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持 

１ 大気質 

(１) 調査の手法 

ア 調査すべき情報 

調査すべき情報は、対象事業の実施が大気質に

及ぼす影響を適切に把握し得るよう配慮して、次

に掲げる項目の中から予測及び評価を行うために

必要なものを選定する。 

（ア） 大気質の状況 

a 「環境基本法」（平成５年法律第91号）第

16条第１項の規定に基づく大気汚染に係る

環境基準の項目 

b 「大気汚染防止法」（昭和43年法律第97号）

第２条第１項第１号及び第２号の物質並び

に同条第４項の物質 

c 「大気汚染防止法施行令」（昭和43年政令

第329号）第１条の物質及び同令附則第３項

の物質 

d その他の物質 

（イ） 気象の状況 

（ウ） その他（地形及び工作物の状況、土地利用

の状況、発生源の状況、対象事業の計画の

状況 等） 

 

 

 

 

イ 調査の基本的な手法 

調査は、国、県等が設置する大気汚染常時監視

測定局、気象台、特別地域気象観測所等における

１年以上の測定資料及び文献の収集により行うこ

とを基本とし、必要に応じて現地調査を行う。 

なお、現地調査を行う場合は、次に掲げるとこ

ろによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 環境要素ごとの調査等の標準的手法 

第１ 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持 

１ 大気質 

(１) 調査の手法 

ア 調査すべき情報 

調査すべき情報は、対象事業の実施が大気質に

及ぼす影響を適切に把握し得るよう配慮して、次

に掲げる項目の中から予測及び評価を行うために

必要なものを選定する。 

（ア） 大気質の状況 

a 環境基本法（平成５年法律第91号）第16条

第１項の規定に基づく大気汚染に係る環境

基準の項目 

b 大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）第

２条第１項第１号及び第２号の物質並びに

同条第４項の物質 

c 大気汚染防止法施行令（昭和43年政令第329

号）第１条の物質及び同令附則第３項の物質

d その他の物質 

（イ） 気象の状況 

（ウ） その他 

 

 

イ 調査地域 

調査地域は、対象事業の実施により大気質の濃

度が影響を受けるおそれのある範囲を含む地域と

し、既存の事例、簡易な拡散式による試算等によ

りその範囲を推定して定める。 

ウ 調査方法 

調査は、国、県等が設置する大気汚染常時監視

測定局、気象台、測候所等における１年以上の測

定資料及び文献の収集により行うことを基本と

し、必要に応じて現地調査を行う。 

なお、現地調査を行う場合は、次に掲げるとこ

ろによる。 

（ア） 調査地点 

現地調査を行う場合の調査地点は、対象事業

の内容、気象の状況、地形、土地利用等を勘案

し、調査地域の範囲内において大気質の変化を

的確に把握できる地点とする。 

（イ） 調査期間及び頻度 

調査期間及び頻度は、調査地域の特性を考慮

して、年間を通じた大気質及び気象の状況を把

握し得る程度とする。 
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（ア） 大気質の状況 

大気質の測定方法は、「大気の汚染に係る環

境基準について」（昭和48年環境庁告示第25

号）、「二酸化窒素に係る環境基準について」

（昭和53年環境庁告示第38号）、「微小粒子状

物質による大気の汚染に係る環境基準につい

て」（平成21年環境省告示第33号）、「ベンゼ

ン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチ

レンによる大気の汚染に係る環境基準につい

て」（平成９年環境庁告示第４号）、「ダイオ

キシン類に係る大気環境測定マニュアル」（平

成20年環境省水・大気環境局総務課ダイオキシ

ン対策室、大気環境課）その他の環境省が定め

る方法、日本工業規格に定める方法又はその他

の適切な方法によるものとする。 

（イ） 気象の状況 

気象調査は、「地上気象観測法」（平成５年

気象庁）及び「高層気象観測指針」（平成７年

気象庁）に定める方法又はその他の適切な方法

によるものとする。 

ウ 調査地域 

調査地域は、対象事業の実施により大気質の濃

度が影響を受けるおそれのある範囲を含む地域と

し、既存の事例、簡易な拡散式による試算等によ

りその範囲を推定して定める。 

エ 調査地点 

現地調査を行う場合の調査地点は、対象事業の

内容、気象の状況、地形、土地利用等を勘案し、

調査地域の範囲内において大気質の変化を的確に

把握できる地点とする。 

オ 調査期間等 

現地調査を行う場合の調査期間等は、調査すべ

き情報の内容を踏まえ、調査地域の特性を考慮し

て、年間を通じた大気質及び気象の状況を把握す

るのに適切かつ効果的であると認められる期間、

時期又は時間帯とする。 

 

（ウ） 調査方法 

測定方法は、大気の汚染に係る環境基準につ

いて（昭和48年環境庁告示第25号）、二酸化窒

素に係る環境基準について（昭和53年環境庁告

示第38号）、ベンゼン、トリクロロエチレン及

びテトラクロロエチレンによる大気の汚染に

係る環境基準について（平成９年環境庁告示第

４号）その他の環境庁が定める方法、日本工業

規格に定める方法又はその他の適切な方法に

よるものとする。 

 

 

 

 

 

 

また、気象調査は、地上気象観測法（平成５

年気象庁）及び高層気象観測指針（平成７年気

象庁）に定める方法又はその他の適切な方法に

よるものとする。 
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【説 明】 

１ 調査すべき情報 

（１）大気質の状況 

大気汚染物質に関する濃度の状況について、次に掲げ

る調査項目から必要なものを選定する。 

ア 「環境基本法」第16条第１項の規定に基づく大気汚

染に係る環境基準の項目 

二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、二酸化

窒素、微小粒子状物質、光化学オキシダント、ベンゼ

ン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン      

イ 「大気汚染防止法」（昭和43年法律第97号）第２条

第１項第１号及び第２号の物質並びに同条第４項の

物質 

いおう酸化物、ばいじん、粉じん          

ウ 「大気汚染防止法施行令」（昭和43年政令第329号）

第１条の物質及び同令附則第３条に基づく指定物質

カドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、弗

素、弗化水素及び弗化珪素、鉛及びその化合物、窒素

酸化物、ダイオキシン類   

エ その他の物質 

有害大気汚染物質のうち分析方法が示されている物

質 

（２）気象状況 

大気の移流、拡散等に影響を及ぼす風向、風速、気温、

日照、日射量、放射収支量、雲量等について調査する。

（３）その他 

ア 地形及び工作物の状況 

大気の移流、拡散等に影響を及ぼす地形及び工作物

の位置、規模等について調査する。 

イ 土地利用の状況 

学校、病院、住宅等の分布や土地利用の状況につい

て調査する。 

ウ 発生源の状況 

主要な工場等の固定発生源の分布、排出量、船舶、

航空機等の運行経路の状況、主要な道路の位置、交通

量の状況等について調査する。 

エ 対象事業の計画の状況 

対象事業の計画の状況について調査する。具体的に

は、以下のような内容が考えられる。 

（ア） 大気汚染物質を排出する施設の名称、種類、形

式、台数、規模、能力、構造、用途、配置、使用方

法、使用時間、排出ガスの種類、排出ガスの排出の

方法等 

（イ） 大気汚染物質を排出する施設において使用する

原材料及び燃料の種類、使用量、取扱量及び大気汚

【説 明】 

１ 調査すべき情報 

（１）大気質の状況 

大気汚染物質に関する濃度の状況について、次に掲げ

る調査項目から必要なものを選定する。 

ア 環境基本法第16条第１項の規定に基づく大気汚染に

係る環境基準の項目 

二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、二酸化

窒素、光化学オキシダント、ベンゼン、トリクロロエ

チレン、テトラクロロエチレン 

イ 大気汚染防止法第２条第１項第１号及び第２号の物

質並びに同条第４項の物質 

いおう酸化物、ばいじん、粉じん 

          

ウ 大気汚染防止法施行令第１条の物質及び同令附則第

３条に基づく指定物質 

カドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、弗

素、弗化水素及び弗化珪素、鉛及びその化合物、窒素

酸化物、ダイオキシン類  

エ その他の物質 

有害大気汚染物質のうち分析方法が示されている物

質 

（２）気象状況 

大気の移流、拡散等に影響を及ぼす風向、風速、気温、

日照、日射量、放射量収支等について調査する。 

 

（３）地形及び工作物の状況 

大気の移流、拡散等に影響を及ぼす地形及び工作物の

位置、規模等について調査する。 

（４）土地利用の状況 

学校、病院、住宅等の分布や土地利用の状況について

調査する。 

（５）主要な道路網の状況 

道路の位置、規模、構造及び供用の方法について調査

する。 

 

（６）対象事業の計画の状況 

次に掲げる対象事業の計画の状況について調査する。

 

ア 大気汚染物質を排出する施設の名称、種類、形式、

台数、規模、能力、構造、用途、配置、使用方法、使

用時間、排出ガスの種類、排出ガスの排出の方法等 

 

イ 大気汚染物質を排出する施設において使用する原材

料及び燃料の種類、使用量、取扱量及び大気汚染物質
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染物質の排出量 

（ウ） 道路、飛行場等の交通施設の状況及び発生集中

交通量 

(a) 道路 

・自動車交通量（日交通量、昼間12時間交通量等）

・車種構成 

・走行速度 

・道路構造 

(b) 飛行場 

・滑走路の位置、規模及び方向 

・航空機の種類毎の離発着回数、飛行経路 

（エ） 工事中における工事車両及び建設機械の台数、

工事の施工方法、工事車両の運行経路及び運行回数

並びに飛行機の運航経路及び離発着回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 調査の基本的な手法 

調査地域内に、特別地域気象観測所、大気常時監視測定局等

公的な機関が実施した１年以上の連続観測結果が存在する場

合は、これらを利用する。これらの結果が無い場合又は不足す

る場合は、現地調査を実施するか、又は隣接地域の結果を収集

し、調査地域内の気象や大気汚染状況を代表しうることを確認

する。 

 

 

試料採取位置は、原則として人が呼吸する高さ（地上1.5メ

ートル)とするが、人の生活状況に応じて選定する。ただし、

浮遊粒子状物質及び微小粒子状物質にあっては、地上からの土

砂の巻き上げの影響を考慮する。 

３ 調査地域 

調査地域は、対象事業の種類、規模及び周辺の土地利用状況

等を勘案して設定する。 

の排出量 

ウ 道路、飛行場等の交通施設の状況及び発生集中交通

量 

（ア）道路 

・自動車交通量（日交通量、昼間12時間交通量等）

・車種構成 

・走行速度 

・道路構造 

（イ）飛行場 

・滑走路の位置、規模及び方向 

・航空機の種類毎の離発着回数、飛行経路 

エ 工事中における工事車両及び建設機械の台数、工事

の施工方法、工事車両の運行経路及び運行回数並びに

飛行機の運航経路及び離発着回数 

２ 調査地域 

調査地域は、対象事業の種類、規模及び周辺の土地利用状況

等を勘案して設定する。 

なお、発生源の発生形態別の調査地域の考え方は、次のとお

りである。 

ア 点煙源 

煙突を有する工場、事業場については、対象事業か

ら排出される大気汚染物質の最大着地濃度等を勘案

し、その出現するまでの地点距離を十分に含む距離を

半径とする範囲とする。 

イ 線煙源 

道路等の事業について、構造が平面、掘り割りにあ

っては、対象事業実施区域の両側約200メートルの範囲

とし、高架にあっては、地上高を考慮した最大着地濃

度が出現する地点を含む範囲とする。 

３ 調査方法 

調査地域内に、地域気象観測所、大気常時監視測定局等公的

な機関が実施した１年以上の連続観測結果が存在する場合は、

これらを利用する。これらの結果が無い場合又は不足する場合

は、現地調査を実施するか、又は隣接地域の結果を収集し、調

査地域内の気象や大気汚染状況を代表しうることを確認する。

 

調査地点は、地形、土地利用の状況及び既存の大気汚染物質

の発生源の分布を考慮して設定する。 

試料採取位置は、原則として人が呼吸する高さ（地上1.5メ

ートル)とするが、人の生活状況に応じて選定する。ただし、

浮遊粒子状物質にあっては、地上からの土砂の巻き上げの影響

を考慮する。 
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なお、発生源の発生形態別の調査地域の考え方は、次のとお

りである。 

ア 点煙源 

煙突を有する工場、事業場等については、対象事業

から排出される大気汚染物質の最大着地濃度等を勘案

し、その出現するまでの地点距離を十分に含む距離を

半径とする範囲とする。 

イ 線煙源 

道路等の事業について、構造が平面、掘割にあって

は、対象事業実施区域の両側約200メートルの範囲と

し、高架にあっては、地上高を考慮した最大着地濃度

が出現する地点を含む範囲とする。 

４ 調査地点 

調査地点は、地形、土地利用の状況及び既存の大気汚染物質

の発生源の分布を考慮して設定する。 

 

 

(２) 予測の手法 

ア 予測項目 

予測項目は、対象事業の実施により変化する大

気汚染物質の濃度又は飛散若しくは降下する量と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 予測の基本的な手法 

予測の基本的な手法は、事業特性及び地域特性

を考慮して、次に掲げる方法又はこれらと同等以

上の信頼性を有する方法の中から適切なものを選

択し、又は組み合わせる。 

（ア） 大気拡散モデル 

（イ） 風洞実験 

（ウ） 類似事例による推定 

 

なお、予測に当たっては、予測式に用いる係数

や適用条件についてあらかじめ整理しておく。 

ウ 予測地域 

予測地域の範囲は、対象事業の実施が大気質に

影響を及ぼすおそれのある地域とする。 

エ 予測地点 

予測地点は、地域を代表する地点、特に環境影

響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象へ

(２) 予測の手法 

ア 予測項目 

予測項目は、対象事業の実施により変化する大

気汚染物質の濃度又は飛散若しくは降下する量と

する。 

イ 予測時期 

予測を行う時期は、工事の施工中の代表的な時

期及び工事の施工後における事業活動が定常に達

した時期とする。 

ウ 予測地域 

予測地域の範囲は、対象事業の実施が大気質に

影響を及ぼすおそれのある地域とする。 

エ 予測方法 

予測方法は、事業特性及び地域特性を考慮し

て、次に掲げる方法又はこれらと同等以上の信頼

性を有する方法の中から適切なものを選択し、又

は組み合わせる。 

（ア） プルームモテル 

（イ） パフモデル 

（ウ） JEAモデル 

（エ） 風洞模型実験 

なお、予測に当たっては、予測式に用いる係数

や適用条件についてあらかじめ整理しておく。 
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の環境影響を的確に把握できる地点、その他予測

に適切かつ効果的な地点を選定する。 

オ 予測対象時期等 

予測を行う時期は、工事の施工中の代表的な時

期、工事の施工後における事業活動が定常に達し

た時期及び大気質の影響が最大になる時期（最大

になる時期を設定することができる場合に限る。）

とする。また、工事の施工後においては、必要に

応じて中間的な時期も対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【説 明】 

１ 予測項目 

（１）工事の実施 

対象事業の工事に土石等の運搬、土地の造成等が伴う

場合には、粉じん等を予測物質とする。 

また、工事車両の走行、建設機械の稼働については、

必要に応じて排出ガスに係る二酸化窒素及び浮遊粒子状

物質を予測物質とする。 

（２）道路建設 

道路建設事業については、供用による二酸化窒素及び

浮遊粒子状物質を予測物質とする。ただし、浮遊粒子状

物質については、一次生成物質のみを予測の対象とする。

（３）工場、事業場の建設 

工場、事業場の建設等の事業については、供用による

燃料その他の物質の燃焼、製造、研究・開発、荷物等の

入荷・保管・出荷、廃棄物の処理等事業活動に伴い発生

する大気汚染物質を予測対象とする。 

（４）土石の採取 

土石の採取事業については、粉じんを予測物質とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【説 明】 

１ 予測項目 

（１）工事の実施 

対象事業の工事に土石等の運搬、土地の造成等が伴う

場合には、粉じん等を予測物質とする。 

また、工事車両の走行、建設機械の稼働については、

排出ガスに係る二酸化窒素等を予測物質とする。 

 

（２）道路建設 

道路建設事業については、供用による硫黄酸化物、二

酸化窒素、一酸化炭素及び浮遊粒子状物質を予測物質と

する。 

（３）工場、事業場の建設 

工場、事業場の建設等の事業については、供用による

燃料その他の物質の燃焼、製造、研究・開発、荷物等の

入荷・保管・出荷、廃棄物の処理等事業活動に伴い発生

する大気汚染物質を予測対象とする。 

（４）土石の採取 

土石の採取事業については、粉じんを予測物質とする。

２ 予測時期 

予測時期は、次に掲げる時期のうち必要な時期とする。 

（１）対象事業に係る工事の実施中の予測は、工事に伴う影響

が最大になると予測される時期等影響を適切に予測し得る

時期とする。 

（２）対象事業に係る土地又は工作物の存在及び供用後の予測

は、工事完了後、事業活動が定常状態に達した時期とする。

（３）対象事業に係る自動車の走行の予測は、計画交通量等の

発生が見込まれるか、又は定常状態になる時期とする。 

３ 予測地域及び予測地点 

（１）予測地域は、原則として調査地域の考え方に準ずるもの

とする。 

（２）予測地点の高さは、現地調査時の試料採取位置に準ずる

ものとし、原則として地上1.5メートルとするが、必要に応

じて対象事業の種類や構造、周囲の高さに応じたものとす

る。 
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２ 予測の基本的な手法 

予測は、事業特性や予測物質の種類等を勘案し、以下及び３

に示す内容を踏まえて適切な手法を選定するものとする。 

（１）濃度の予測は、原則として長期平均濃度（１時間値の年

平均値）とするが、次に掲げる場合にあっては短時間高濃度

（高濃度となる気象条件下の１時間値）についても実施す

る。 

・ 逆転層等の特別な気象条件の下でフューミゲーションが予

測される場合 

・ 地形が複雑な場合 

・ 建物等の近接によりダウンドラフト、ダウンウオッシュが

予測される場合 

・ その他高濃度汚染が予想される場合 

（２）ガス状物質の長期平均濃度の予測にあっては、原則とし

て正規型拡散式（プルームモデル（有風時）又はパフモデル

（無風時、弱風時））を用い、移動発生源からの拡散につい

ては、必要に応じてJEAモデル（無風時、弱風時、有風時）

等の非正規型拡散式を用いる。 

（３）短時間高濃度の予測にあっては、数値解析モデル、風洞

実験等の手法を用いる。この場合、現況調査による解析結果

を踏まえて予測条件を設定することが重要である。 

（４）風洞実験に基づく予測は、主として大気の状況が中立の

場合について行われるものであり、安定時及び不安定時には

別途考慮する。 

（５）粒子が小さい浮遊粒子状物質（10マイクロメートル以下）

については、ガス状物質と同様の予測方法を用いることもで

きる。 

３ 各種の予測式と適用条件 

 

 

 

（１）プルームモデル 

・特  徴：拡散を連続した煙流で表現し、風下方向は風速、

水平鉛直方向は拡散係数を用いて定式化してお

り、定常状態と想定した場合の風下側の濃度空

間分布を予測する。 

・適用条件：風速１m/s以上で気流が一定の安定した有風時の

風下側の予測に適しているが、風速１m/s未満の

静穏時（全方向への拡散）や排出条件が変動す

る場合には適さない。 

なお、正規型のプルームモデルを修正すること

４ 予測方法 

 

 

（１）濃度の予測は、原則として長期平均濃度（１時間値の年

平均値）とするが、次に掲げる場合にあっては短時間高濃度

（高濃度となる気象条件下の１時間値）についても実施す

る。 

・ 逆転層等の特別な気象条件の下でフューミゲーションが予

測される場合 

・ 地形が複雑な場合 

・ 建物等の近接によりダウンドラフト、ダウンウオッシュが

予測される場合 

・ その他高濃度汚染が予想される場合 

（２）長期平均濃度の予測にあっては、原則として正規型拡散

式（プルームモデル（有風時）又はパフモデル（無風時、弱

風時））を用い、移動発生源からの拡散については、必要に

応じてJEAモデル（無風時、弱風時、有風時）等の非正規型

拡散式を用いる。 

 

 

 

（３）風洞実験に基づく予測は、主として大気の状況が中立の

場合について行われるものであり、安定時及び不安定時には

別途考慮する。 

（４）粒子が小さい浮遊粒子状物質（10マイクロメートル以下）

については、ガス状物質と同様の予測方法を用いることもで

きる。 

５ 各種の予測式と適用条件 

 
 

（１）プルームモデル 

・特  徴：拡散を連続した煙流で表現し、風下方向は風速、

水平鉛直方向は拡散係数を用いて定式化してお

り、定常状態と想定した場合の風下側の濃度空

間分布を予測する。 

・適用条件：風速１m/s以上で安定した有風時の風下側の予測

に適しているが、風速１m/s未満の静穏時（全方

向への拡散）や排出条件が変動する場合には適

さない。 
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で、混合層高さが無視できない気象条件、起

伏のある地形、建物の影響を受ける範囲でも

適用可能な場合がある。 

・基 本 式：プルームモデルの基本式は、次のとおりである。

Fy
u

Q
C

yzy

p
zyx ⋅⎟

⎟
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⎜
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⎛
−⋅= 2
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⎣

⎡
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⎟
⎠
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⎝

⎛ −
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2

2
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exp

2
exp

zz

HezHez
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ｘ ：計算点のｘ座標（風下方向） 

ｙ ：計算点のｙ座標（風下方向に直角な水平方向距

離） 

ｚ ：計算点のｚ座標（風下方向に直角な鉛直方向距

離） 

Ｑp ：点煙源強度(m3N/s) 

u ：風速（m/s） 

He ：有効煙突高（ｍ） 

Ｃ（x,y,z）：計算点（ｘ,ｙ,ｚ）の濃度 

年平均値の予測においては、長期的に見たときにある

風向の出現率がその風向内で一様に分布していると仮定

して、水平方向の拡散パラメータσyに無関係な長期平均

式（Holland式）が用いられる。 

F
uR

Q
C

z

p
zR ⋅=

σππ
8

2
1

),(

 

Ｒ：点煙源と計算点の水平距離（ｍ） 

○ 拡散パラメータ 

プルームモデルに利用する拡散パラメータσy、σz は、

風下距離Ｘの関数として与えられる。Pasquill-Gifford

線図が最も一般的であり、実際の拡散計算においては、

この図から読みとった近似式が用いられる。 

また、Briggsも拡散実験の結果を整理して近似関数を

提案している。田園地域用のものはPasquillが用いた実

験結果を含めて整理しているので、Pasquill-Gifford線

図との相違はそれほど無いと考えてもよい。 

 

 

 

 

・基 本 式：プルームモデルの基本式は、次のとおりである。
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ｙ ：計算点のｙ座標 

ｚ ：計算点のｚ座標 

Ｑp ：点煙源強度(m3N/s) 

He ：有効煙突高（ｍ） 

Ｃ（x,y,z）：計算点（ｘ,ｙ,ｚ）の濃度 

u ：風速（m/s） 
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年平均値の予測においては、長期的に見たときにある

風向の出現率がその風向内で一様に分布していると仮定

して、水平方向の拡散パラメータσyに無関係な長期平均

式（Holland式）が用いられる。 

F
uR

Q
C

z

p
zR ⋅=

σππ
8

2
1

),(

 

Ｒ：点煙源と計算点の水平距離（ｍ） 

○ 拡散パラメータ 

プルームモデルに利用する拡散パラメータσy、σz は、

距離の関数として与えられる。Pasquill-Gifford線図が

最も一般的であり、実際の拡散計算においては、この図

から読みとった近似式が用いられる。 

また、Briggsも拡散実験の結果を整理して近似関数を

提案している。田園地域用のものはPasquillが用いた実

験結果を含めて整理しているので、Pasquill-Gifford線

図との相違はそれほど無いと考えてもよい。 
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Pasquill-Gifford 線図の近似式 

0 . 9 0 1 0 . 4 2 6          0 ~ 1 0 0 0 1 . 1 2 2 0 . 0 8 0 0         0 ~     300
0 . 8 5 1 0 . 6 0 2 1 0 0 0 ~ 1 . 5 1 4 0 . 0 0 8 5 5     300 ~     500
0 . 9 1 4 0 . 2 8 2          0 ~ 1 0 0 0 2 . 1 0 9 0 . 0 0 0 2 1 2     500 ~
0 . 8 6 5 0 . 3 9 6 1 0 0 0 ~ 0 . 9 6 4 0 . 1 2 7 2         0 ~     300
0 . 9 2 4 0 . 1 7 7 2          0 ~ 1 0 0 0 1 . 0 9 4 0 . 0 5 7 0     500 ~
0 . 8 8 5 0 . 2 3 2 1 0 0 0 ~ C 0 . 9 1 8 0 . 1 0 6 8         0 ~
0 . 9 2 9 0 . 1 1 0 7          0 ~ 1 0 0 0 0 . 8 2 6 0 . 1 0 4 6         0 ~   1000
0 . 8 8 9 0 . 1 4 6 7 1 0 0 0 ~ 0 . 6 3 2 0 . 4 0 0   1000 ~ 10000
0 . 9 2 1 0 . 0 8 6 4          0 ~ 1 0 0 0 0 . 5 5 5 0 . 8 1 1 10000 ~
0 . 8 9 7 0 . 1 0 1 9 1 0 0 0 ~ 0 . 7 8 8 0 . 0 9 2 8         0 ~   1000
0 . 9 2 9 0 . 0 5 5 4          0 ~ 1 0 0 0 0 . 5 6 5 0 . 4 3 3   1000 ~ 10000
0 . 8 8 9 0 . 0 7 3 3 1 0 0 0 ~ 0 . 4 1 5 1 . 7 3 2 10000 ~
0 . 9 2 1 0 . 0 3 8 0          0 ~ 1 0 0 0 0 . 7 8 4 0 . 0 6 2 1         0 ~   1000
0 . 8 9 6 0 . 0 4 5 2 1 0 0 0 ~ 0 . 5 2 6 0 . 3 7 0   1000 ~ 10000

0 . 3 2 3 2 . 4 1 10000 ~
0 . 7 9 4 0 . 0 7 3 4         0 ~   1000
0 . 6 3 7 0 . 1 1 0 5   1000 ~   2000
0 . 4 3 1 0 . 5 2 9   2000 ~ 10000
0 . 2 2 2 3 . 6 2 10000 ~

σy（x）＝γy・Ｘ
 ay σｚ（X）＝γｚ・Ｘ

 ａｚ

安
定
度

αy γy

安
定
度

αｚ γz
風下距離

x(m)
風下距離

x(m)

Ｇ
Ｆ

Ｇ

Ａ
Ａ

Ｂ
Ｂ

Ｃ

Ｄ
Ｄ

Ｅ

Ｅ
Ｆ

 

（出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル」（平成７年、環境庁大気保全全局大気規制課）） 

 

Briggsの拡散パラメータ 

田園地域用 102≦x≦104 

安定度 σy(m)= σz(m)= 

A 0.22x(1+0.0001x)-0.5 0.20x 

B 0.16x(1+0.0001x)-0.5 0.12x 

C 0.11x(1+0.0001x)-0.5 0.08x(1+0.0002x)-0.5 

D 0.08x(1+0.0001x)-0.5 0.06x(1+0.0015x)-0.5 

E 0.06x(1+0.0001x)-0.5 0.03x(1+0.0003x)-1 

F 0.04x(1+0.0001x)-0.5 0.016x(1+0.0003x)-1 

 

都市域用  102≦x≦104 

安定度 σy(m)= σz(m)= 

A-B 0.32x(1+0.0004x)-0.5 0.24x(1+0.0001x)-0.5 

C 0.22x(1+0.0004x)-0.5 0.20x 

D 0.16x(1+0.0004x)-0.5 0.14x(1+0.0003x)-0.5 

E-F 0.11x(1+0.0004x)-0.5 0.08x(1+0.0015x)-0.5 

（出典：｢窒素酸化物総量規制マニュアル｣（平成７年、環境庁大気保全局大気規制課）） 
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○ 有効煙突高 

ばい煙発生源や船舶の排出ガスは、一般に環境大気よ

り高温であることから浮力を持つと同時に煙突の通風力

によってある程度の速度（運動量）をもって排出される。

排出されたブルームは、周囲の空気を取り込みながら拡

大し、気流によって風下に流されながら上昇する。この

排煙の上昇分をΔHとする。煙突の実高さ（Ho）にこのΔ

Hを加えたものは有効煙突高さHeと呼ばれる。 

He = Ho十ΔH 

△Hについて、日本国内で良く使われる式は、現在の｢窒

素酸化物総量規制マニュアル｣や｢浮遊粒子状物質汚染予

測マニュアル｣（平成11年、環境庁大気保全局大気規制課

監修）に使われているCONCAWE式、｢硫黄酸化物総量規制

マニュアル｣（昭和60年、環境庁大気保全局大気規制課編）

や改訂前の｢窒素酸化物総量規制マニュアル｣に用いられ

たMoses and Carson式、「大気汚染防止法」のK値規制

に用いられてきたBosanquet I 式がある。 

CONCAWE 式 

ΔH=0.175・Q H
1/2・u-3/4 

Q H  ：排出熱量( cal/s) 

QH =ρCpQΔT 

ρ ：0℃における排ガス密度(1.293×103 g/m3) 

C p ：定圧比熱( 0.24cal/K/g) 

Q ：単位時間当たりの排ガス量(Nm3/s) 

ΔT ：排出ガス温度(T G)と気温の温度差 

u ：煙突頭頂部における風速(m/s) 

Moses and Carson式 

ΔH=(C1・VS･D+C2・Q H
1/2)･u－１ 

VS ：排出ガスの吐出速度( m/ s) 

D ：煙突頭頂部内径( m) 

C1 ：実験定数、不安定・中立で0.35、安定で-1.04 

C2  ：実験定数、不安定・中立で0.171、安定で0.145 

Bonsanquet I 式 

ΔH =ΔHｍ +ΔHｂ 

u
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H s

s

m

⋅
−

+
=Δ

43.01

77.4

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+

⋅
Δ⋅

=Δ 22ln37.6 2
3 J

J
Tu
TQgH
a

b

 

128.0
/

43.0
2

+⎟
⎟
⎠
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⎛
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⋅⋅
=

T
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V
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T

VQ
uJ asa

s θ
 

g   ：重力加速度( 9.8m/ s 2 ) 

Tａ    ：気温( K ) 

dθ/dz ：温位傾度( K/m) 

(２) パフモデル 

○ 有効煙突高 

ばい煙発生源や船舶の排出ガスは、一般に環境大気よ

り高温であることから浮力を持つと同時に煙突の通風力

によってある程度の速度（運動量）をもって排出される。

排出されたブルームは、周囲の空気を取り込みながら拡

大し、気流によって風下に流されながら上昇する。この

排煙の上昇分をΔHとする。煙突の実高さ（Ho）にこのΔ

Hを加えたものは有効煙突高さHeと呼ばれる。 

He = Ho十ΔH 

△Hについて、日本国内で良く使われる式は、現在の｢窒

素酸化物総量規制マニュアル｣や｢浮遊粒子状物質汚染予

測マニュアル｣に使われているCONCAWE式、｢硫黄酸化物総

量規制マニュアル｣や改訂前の｢窒素酸化物総量規制マニ

ュアル｣に用いられたMoses and Carson式、大気汚染防

止法のK値規制に用いられてきたBosanquet I 式がある。

 

 

CONCAWE 式 

ΔH=0.175・Q H
1/2・u-3/4 

Q H  ：排出熱量( cal/s) 

QH =ρCpQΔT 

ρ ：0℃における排ガス密度(1.293×103 g/m3) 

C p ：定圧比熱( 0.24cal/K/g) 

Q ：単位時間当たりの排ガス量(Nm3/s) 

ΔT ：排出ガス温度(T G)と気温の温度差 

u ：煙突頭頂部における風速(m/s) 

Moses and Carson式 

ΔH=(C1・VS･D+C2・Q H
1/2)･u－１ 

VS ：排出ガスの吐出速度( m/ s) 

D ：煙突頭頂部内径( m) 

C1 ：実験定数、不安定・中立で0.35、安定で-1.04 

C2  ：実験定数、不安定・中立で0.171、安定で0.145 

Bonsanquet I 式 

ΔH =ΔHｍ +ΔHｂ 
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g    ：重力加速度( 9.8m/ s 2 ) 

Tａ     ：気温( K ) 

dθ/dz  ：温位傾度( K/m) 

(２) パフモデル 
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・特  徴：拡散を煙塊で表現し、複数の楕円形の煙として

拡散を定式化しており、非定常の場合や静穏時、

微風時の濃度の空間分布を予測する。 

・適用条件：気流が安定した状態に対応しており、1m/s未満

程度の静穏時にも、排出条件の変化にも適用で

きる。1 時間値の予測は高めになる。 

・基 本 式：パフ式の基本式は、次のとおりである。   

( ) FyutxQ
C

yxzyx

p
zyx ⋅⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

−
−⋅= 2

2

2

2

2/3),,( 22
exp

)2( σσσσσπ
 

○ 弱風パフ式 

基本式は瞬間源に対する式であるが、環境影響評価で

対象とする煙源の多くは連続発生源であることから、時

間について積分することにより連続発生源に適用する。

拡散パラメータσx、σy、σzを時間の関数として経過時

間tに比例すると考える。定数をα、γとすると、 

σx＝σy＝α・t、σz＝γ・t 

と示される。x方向に風が風速u（m/s）で吹いており、有

風時と同様、1つの風向内で濃度が一様であると考える

と、以下のようなパフ式が得られる。 

なお、弱風パフ式を利用する場合は、風向出現率の補

正を行う。 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
−⋅+⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −
−⋅⋅=

++
22

22

22
_

2

22

2
_

),( 2
)(exp1

2
)(exp1

8
2
1

ηγηηγηγππ
eep

zR
HzuHzuQ

C

( )22

2
22

eHzR −+=− γ
αη  

( )22

2
22

eHzR ++=+ γ
αη  

222 yxR +=  

○ 簡易パフ式 

弱風パフ式においてu＝0とおいて、風向出現率の補正

を行い、さらに16方位について重ね合わせたものを簡易

パフ式という。 

⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

++
+

−+
⋅=

2
2

2
22

2

2
2

2/3),(

)(

1

)(

1
)2(

ee

p
zR

HzRHzR

Q
C

γ
α

γ
αγπ

 

(３) J E A モデル 

・特  徴：環境庁が自動車排ガスの拡散式として開発した

方法で、有風時（直角風、平行風）、無風時の式

があり、拡散パラメーターは経験的な値となっ

ている。 

・適用条件：道路等の線煙源の予測に適している。 

・基 本 式：JEA(Japan Environmental Agency) 式は、風速

や拡散係数を高さzのべきで与えた拡散式を基

礎として得られたもので、式に利用する各種の

・特  徴：拡散を煙塊で表現し、複数の楕円形の煙として

拡散を定式化しており、非定常の場合や静穏時、

微風時の濃度の空間分布を予測する。 

・適用条件：各時間ごとに風向風速が変化（非定常）する場

合にも、静穏時にも、また排出条件の変化にも

適用できる。1 時間値の予測は高めになる。 

・基 本 式：パフ式の基本式は、次のとおりである。   

( ) FyutxQ
C

yxzyx

p
zyx ⋅⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

−
−⋅= 2

2

2

2

2/3),,( 22
exp

)2( σσσσσπ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) J E A モデル 

・特  徴：環境庁が自動車排ガスの拡散式として開発した

方法で、有風時（直角風、平行風）、無風時の式

があり、拡散パラメーターは経験的な値となっ

ている。 

・適用条件：道路等の線煙源の予測に適している。 

・基 本 式：JEA(Japan Environmental Agency) 式は、風速

や拡散係数を高さzのべきで与えた拡散式を基

礎として得られたもので、式に利用する各種の
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パラメータは、拡散実験結果から求めた経験的

な値である。従って、地域の特性に応じて合理

的な範囲で修正して使う。 

JEA式は、有風時と無風時の式に分けられる。

有風時とは風速１m/s程度以上を指し、風と線源

の作る角度θ（０°≦θ≦90°）により拡散式

が分けられる。 

JEA式の中のパラメータ（有風時Ｌ/ｕ、無風

時Ｌ）は、安定度に相当する放射収支量Ｌと風

速ｕで表現され、代表的な値を次に示す。 

ＪＥＡ式において使用するL / u 及びL 、u の代表値 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 有風時の直角風式( 約40°≦θ≦90°) 

風速lm/s以上で、線源と計算点の関係が直角風（約40°

≦θ≦90°）とみなせる場合に使用する。 

( )2,1|5.0),( exp
)sin( yyx

p

s
L

zx W
x
zB

x
A

u
QC ×⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅⋅=

θ
 

x ：計算点から線源までの( 垂直) 距離( m ) 

z ：計算点高さ( m ) 

QL ：線源強度 

θ ：線源と風のなす角度( 約40º≦θ≦90º) 

W(x|y1y2)：有限効果 

( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛−⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛=
x

yGerf
x

yGerfW yyx
12

2,1| 2
1  

erf(ω)：誤差関数 

( ) ηω
ω η de

x
erf ∫ −=

0

22

 

 

 

 

 

 

y1,y2：有限線源の端点座標で、計算点 R を通る風の線と

線源又はその延長との交点を原点とし、θ≠90º

のときには風上側をy2とする。また、Rを通り風

と直角の線が線源と交わる場合には、y1の代わり

にその点y1’を採用する。 

パラメータは、拡散実験結果から求めた経験的

な値である。従って、地域の特性に応じて合理

的な範囲で修正して使う。 

JEA式は、有風時と無風時の式に分けられる。

有風時とは風速１m/s程度以上を指し、風と線源

の作る角度θ（０°≦θ≦90°）により拡散式

が分けられる。 

JEA式の中のパラメータ（有風時Ｌ/ｕ、無風

時Ｌ）は、安定度に相当する放射収支量Ｌと風

速ｕで表現され、代表的な値を次に示す。 

ＪＥＡ式において使用するL / u 及びL 、u の代表値 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 有風時の直角風式( 約40°≦θ≦90°) 

風速lm/s以上で、線源と計算点の関係が直角風（約40°

≦θ≦90°）とみなせる場合に使用する。 

( )2,1|5.0),( exp
)sin( yyx

p

s
L

zx W
x
zB

x
A

u
QC ×⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅⋅=

θ
 

x ：計算点から線源までの( 垂直) 距離( m ) 

z ：計算点高さ( m ) 

QL ：線源強度 

θ ：線源と風のなす角度( 約40º≦θ≦90º) 

W(x|y1y2)：有限効果 

( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛−⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛=
x

yGerf
x

yGerfW yyx
12

2,1| 2
1  

erf(ω)：誤差関数 

( ) ηω
ω η de

x
erf ∫ −=

0

22

 

 

 

 

 

 

y1,y2：有限線源の端点座標で、計算点 R を通る風の線と

線源又はその延長との交点を原点とし、θ≠90º

のときには風上側をy2とする。また、Rを通り風

と直角の線が線源と交わる場合には、y1の代わり

にその点y1’を採用する。 

~0.3 0.3~0.15 0.15 0.075~ -0.02~ -0.035~
(0.4) (0.2) ~0.075 -0.02 -0.035 (-0.06)

(0.1) (0) (-0.03)
1~2
(1.5)
2~3
(2.5)
3~4
(3.5)
4~6
(5.0)
6~
(7.0)

-0.009-0.00400.010.030.06

0.11

-0.012-0.00600.020.040.08

-0.0200.070.140.27

0.017-0.00900.030.06
風
速

放射収支量(kW/m)

0.16 0.08 0.04 0 -0.012 -0.024

-0.04

~0.3 0.3~0.15 0.15 0.075~ -0.02~ -0.035~
(0.4) (0.2) ~0.075 -0.02 -0.035 (-0.06)

(0.1) (0) (-0.03)
1~2
(1.5)
2~3
(2.5)
3~4
(3.5)
4~6
(5.0)
6~
(7.0)

-0.009-0.00400.010.030.06

0.11

-0.012-0.00600.020.040.08

-0.0200.070.140.27

0.017-0.00900.030.06
風
速

放射収支量(kW/m)

0.16 0.08 0.04 0 -0.012 -0.024

-0.04

- 12 -



 

 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

θ
α

sin
89.0exp

u
LS

 

 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

θ
γ

sin
45.2exp

u
LG

 

 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

θsin
12.3exp

u
LfB

 

地域区分 p A α γ B 

平坦地 1.5 2.5 0.86 0.16 1.47×fB 

低層住宅散在 2.5 5.4 1.03 0.12 0.036 

低層住宅密集 2.5 1.07 0.71 0.107 0.018 

中層ビル散財 1.5 4.4 0.86 0.12 0.94×fB 

 

○ 有風時の平行風式 

風速1m/s以上で、線源と計算点の関係が平行風（０°

≦θ≦約40°）とみなせる場合に使用する。 

( ) )2,1|(2
2

25.0),( cos xxy
L

zy W
zGy

A
u

QC ×
+

⋅
⋅

=
θ

 

y  ：計算点から線源までの(垂直) 距離(m) 

W(y|x1,x2) ：有限効果 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ +
−⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ +
=

2

2
2

2

1
1

2
2

2

1)2,1|( x
zGy

Gerf
x

zGy
GerfW xxy

 

 

x1,x2：有限線源の端点座標で、計算点を通り風と直角な

線が線源又はその延長と交わる点を原点とし、風

上側をx2とする。x1が負になる場合にはx1の代わ

りに0とし、このとき、 

1
1

2
2

2

1 →⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ +

x
zGy

Gerf
 となる。 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅
−=

θcos
8.2exp29.3

u
LA

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅
−=

θ
γ

cos
61.1exp1 u

LG
 

地域区分 γ G2 

平坦地 0.063 6.49 

低層住宅散在 0.143 5.24 

低層住宅密集 0.143 1.63 

中層ビル散在 0.063 8.25 

 

○ 無風・弱風時の式 

風速1 m/ s未満の無風・弱風時に使用する。 

)2,1|(22),( )'( yyxs
L

zx W
zGx
QAC ×

+
⋅⋅

=
π  

 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

θ
α

sin
89.0exp

u
LS

 

 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

θ
γ

sin
45.2exp

u
LG

 

 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

θsin
12.3exp

u
LfB

 

地域区分 p A α γ B 

平坦地 1.5 2.5 0.86 0.16 1.47×fB
低層住宅散在 2.5 5.4 1.03 0.12 0.036 

低層住宅密集 2.5 1.07 0.71 0.107 0.018 

中層ビル散財 1.5 4.4 0.86 0.12 0.94×fB

 

○ 有風時の平行風式 

風速1m/s以下で、線源と計算点の関係が平行風（０°

≦θ≦約40°）とみなせる場合に使用する。 

( ) )2,1|(2
2

25.0),( cos xxy
L

zy W
zGy

A
u

QC ×
+

⋅
⋅

=
θ

    

y  ：計算点から線源までの(垂直) 距離(m) 

W(y|x1,x2) ：有限効果 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ +
−⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ +
=

2

2
2

2

1
1

2
2

2

1)2,1|( x
zGy

Gerf
x

zGy
GerfW xxy

 

x1,x2：有限線源の端点座標で、計算点を通り風と直角な

線が線源又はその延長と交わる点を原点とし、風

上側をx2とする。x1が負になる場合にはx1の代わ

りに0とし、このとき、 

       

1
1

2
2

2

1 →⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ +

x
zGy

Gerf
となる。 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅
−=

θcos
8.2exp29.3

u
LA

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅
−=

θ
γ

cos
61.1exp1 u

LG
 

地域区分 γ G2 

平坦地 0.063 6.49 

低層住宅散在 0.143 5.24 

低層住宅密集 0.143 1.63 

中層ビル散在 0.063 8.25 

 

○ 無風・弱風時の式 

風速1 m/ s未満の無風・弱風時に使用する。 

)2,1|(22),( )'( yyxs
L

zx W
zGx
QAC ×

+
⋅⋅

=
π  
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⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

+
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

+
= −−

22

1

22

1
)2,1|(

'
1tan

'
2tan1

zGx
y

zGx
yW yyx π

 

)76.2exp(76.0 LA −=  

)29.1exp(38.0 Ls =  

⎩
⎨
⎧

<−
−

=
0)6.77exp(5.5

0)3.4exp(5.5
'

LL
LL

G
　　　

　　≧　　　  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

+
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

+
= −−

22

1

22

1
)2,1|(

'
1tan

'
2tan1

zGx
y

zGx
yW yyx π

 

)76.2exp(76.0 LA −=  

)29.1exp(38.0 Ls =  

⎩
⎨
⎧

<−
−

=
0)6.77exp(5.5

0)3.4exp(5.5
'

LL
LL

G
　　　

　　≧　　　  

( 4 )  K値規制方式 

・特  徴：プルームモデルにサットンの拡散方程式を基と

した風下主軸方向の最大着地濃度と最大着地距

離を求める式を誘導したものである。 

・適用条件：排出高に応じた量的な方式であるが、簡便で予

測精度が粗い。二酸化硫黄だけに適用される。

○ 最大着地濃度  C m 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

Cy
Cz

uHee
qCm 2

2
π

 

Cm ：最大着地濃度(ppm) 

q ：硫黄酸化物の量(m3/s) 

e ：自然対数の底 

u ：風速(m3/s) 

He ：有効煙突の高さ(m) 

)(65.0 tm HHHHe ++=  

V

VQ
Hm 58.21

795.0

+

⋅×
=  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+−⋅×= − 11log301.2)288(1001.2 3

J
JTQHt

 

1
288

29614601
+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
×−

⋅
=

T
V

VQ
J  

Hm ：速度による上昇高さ(m) 

Ht ：浮力による上昇高さ(m) 

H0  ：排出口の実高さ(m) 

Q  ：温度15度における排出ガス量(m3/s) 

V ：排出ガスの排出速度(m/s) 

T ：排出ガスの温度(絶対温度K) 

Cy, C z  ：サットンの拡散パラメータ 

C y = 0.07 /0.15 C z =0.07 

○ 最大着地濃度出現距離 X m 

)2/(2 n

Cz
HeXm

−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  

Xm  ：最大着地濃度出現距離(m) 

Cz, n ：サットンの拡散パラメータ 

Cz=0.07  n=0.25 

( 5 ) ボックスモデル 

・特  徴：地域の空間を１又は多数の箱に区切り、質量保

存則から箱の中の物質収支式を導き、箱内の濃
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(４) 数値解析モデル 

・特  徴：拡散の微分方程式を、差分式等に変換して数値

的に解を求めるもので、風向・風速の三次元的

分布が明確にされており、モデルの分解能が適

切であり、数値計算誤差の少ないことが前提条

件である。 

・適用条件：海陸風、山間部等の複雑地形、ストリートキャ

ニオン等風の分布や拡散係数が空間的に変化す

る場に適用が可能。年平均値を求めるには計算

量が大となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (５) 風洞実験 

・特  徴：地形や気流、大気の温度勾配や排出条件等の相

似性を考慮し、1/100から1/10,000の縮尺で風洞

実験を行い、大気の移流拡散を再現することで

予測する。 

・適用条件：複雑な地形、気流変化の大きい場合等の予測に

度を一様と見なして汚染濃度の時間変化を定式

化したもので、非定常な場合の予測に用いられ

る。 

・適用条件：群小煙源のある都市部等の広域拡散現象や自動

車排ガスの広域拡散の予測に適している。ボッ

クス内に巨大排出源がある場合や地域内の細か

い濃度分布の予測には適さない。 

・基本式： 

VZ
Ql

2
=φ  

φ  ：平均濃度(g/cm2) 

Q ：汚染源の強さ(g/cm2/s) 

l  ：流れの方向にとった都市の大きさ(km) 

V ：水平方向の風速(移送速度：m/s) 

Z ：最大混合層高度(m) 

( 6 ) 差分モデル 

・特  徴：風ベクトルを計算する運動方程式と汚染濃度を

計算する微分方程式を連動させて汚染濃度分布

を予測する。風速や拡散係数が複雑な場合、地

表面が平坦でない場合にも適用できる。 

 

・適用条件：非定常な場合、地形が複雑な場合、光化学反応

や雨洗がある場合にも適用できるが、計算時間

がかかり、収束演算が難しい。 

 

地表面の高さをｈ(ｘ,ｙ)とし、座標系を(ｘ,ｙ,ｚ)から地

形を考慮した(ξ，η，ζ)に座標変換する。 

x=ξ , y=η , ),( yxhz −=ζ  

定常を仮定した座標変換式の方程式は、 
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2

となる。風速u , v , w を求めるのに、大気の流れを地形の

影響により流れの歪むポテンシャル流の層（F層）と渦動粘性

の影響の大きい境界層（B層）の２層に分け、前者では完全流

体のポテンシャル流、後者では境界層方程式を解いて風の流

れを求める。 

( 7 ) 風洞実験 

・特  徴：地形や気流、大気の温度勾配や排出条件等の相

似性を考慮し、1/100から1/10,000の縮尺で風洞

実験を行い、大気の移流拡散を再現することで

予測する。 

・適用条件：複雑な地形、気流変化の大きい場合等の予測に
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適し、気流の剥離のある場合にも適用可能であ

る。相似形の条件が多く再現が難しい。また、

非定常の場合の予測には適しない。 

４ 予測地域 

予測地域は、原則として調査地域の考え方に準ずるものとす

る。 

５ 予測地点 

予測地点における予測高さは、現地調査時の試料採取位置に

準ずるものとし、原則として地上1.5メートルとするが、必要

に応じて対象事業の種類や構造、周囲の高さに応じたものとす

る。 

６ 予測対象時期等 

予測対象時期等は、次に掲げる時期のうち必要な時期とす

る。 

（１）対象事業に係る工事の実施中の予測は、工事に伴う影響

が最大になると予測される時期等影響を適切に予測し得る

時期とする。 

（２）対象事業に係る土地又は工作物の存在及び供用後の予測

は、工事完了後、事業活動が定常状態に達した時期及び影響

が最大になる時期（最大になる時期を設定することができる

場合に限る。）とする。 

（３）対象事業に係る自動車の走行の予測は、計画交通量等の

発生が見込まれるか、又は定常状態になる時期とする。また、

必要に応じて暫定供用時等の中間的な時期も対象とする。 

 

適し、気流の剥離のある場合にも適用可能であ

る。相似形の条件が多く再現が難しい。また、

非定常の場合の予測には適しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (３) 環境保全措置 

環境保全措置は、工事の施工中及び工事の施工後

の各段階にわたり検討を行うものとする。 

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・

構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複

数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の

回避、低減が図られたかについての検討内容を明らか

にすること。 

 

【説 明】 

環境保全措置の例としては次のようなものがある。 

（１）工事の施工中 

・ 排出ガス対策型建設機械の使用 

・ 最新排出ガス規制適合車の使用 

・ 工事用車両及び建設機械における良質燃料の使用 

・ 工事工程の検討、同時稼働台数の平準化 

・ 工事用車両のタイヤ洗浄、アイドリングストップ 

（２）工事の施工後 

・ 最新排出ガス規制適合車の使用 

・ 有害物質や粉じん等の除去設備の設置 
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 (４) 評価の手法 

大気汚染物質に係る負荷量の発生段階の削減措

置、大気環境へ排出される段階の低減措置等について

明らかにすることにより、当該事業による大気質の影

響について、事業者の実行可能な範囲内でできる限り

回避又は低減されているか否かを明らかにする。 

また、予測の結果と大気汚染に係る環境基準等と

の整合性についても明らかにする。 

 

 (３) 評価の手法 

大気汚染物質に係る負荷量の発生段階の削減措

置、大気環境へ排出される段階の低減措置等について

明らかにすることにより、当該事業による影響をどの

ように回避し、又は低減したのか説明する。 

また、予測の結果と大気汚染に係る環境基準等と

の対比を行う。 

【説 明】 

環境保全措置を踏まえ、事業者の実行可能な範囲でより良い

技術が取り入れられているかを検討し、対象事業が環境に与え

る影響が回避・低減されているか否かについて評価する。 

また、環境基準、鳥取県環境基本計画、その他の国又

は地方公共団体による環境の保全の観点からの施策によ

って基準又は目標が定められている場合は、これらの目

標との整合が測られているかどうかを明らかにする。 

 

【説 明】 

単に環境基準との対比だけでなく、現状レベルをできるだけ

悪化させないと言う観点から評価をする。 
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改正案 現行 

２ 騒音 

(１) 調査の手法 

ア 調査すべき情報 

調査すべき情報は、対象事業の実施が騒音レベ

ルに及ぼす影響を適切に把握し得るよう配慮し

て、次に掲げる項目の中から予測及び評価を行う

ために必要なものを選定する。 

（ア） 騒音レベルの状況 

（イ） 騒音発生源の状況 

（ウ） その他（地形及び工作物の状況、土地利用

の状況、対象事業の計画の状況 等） 

 

 

 

 

 

 

 

イ 調査の基本的な手法 

調査は、既存資料及び文献の収集により行うこ

とを基本とし、必要に応じて現地調査を行う。 

なお、現地調査を行う場合は、次に掲げるとこ

ろによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ア） 環境騒音の測定方法 

環境騒音の測定方法は、「騒音に係る環境基

準について」（平成10年環境庁告示第64号）に

定める方法又はその他の適切な方法によるも

のとする。 

（イ） 特定騒音の測定方法 

a 工場、事業場騒音 

工場、事業場騒音の測定方法は、「特定

工場等において発生する騒音の規制に関す

る基準」（昭和43年厚生省、農林省、通商産

２ 騒音 

(１) 調査の手法 

ア 調査すべき情報 

調査すべき情報は、対象事業の実施が騒音レベ

ルに及ぼす影響を適切に把握し得るよう配慮し

て、次に掲げる項目の中から予測及び評価を行う

ために必要なものを選定する。 

（ア） 騒音レベルの状況 

（イ） 騒音発生源の状況 

（ウ） その他 

 

イ 調査地域 

調査地域は、対象事業の実施により騒音レベル

が影響を受けるおそれのある範囲を含む地域と

し、地形、既存の発生源、住宅の密集度等を勘案

して定める。 

なお、学校、病院等の施設がある場合には、当

該施設における騒音レベルについても調査する。

ウ 調査方法 

調査は、既存資料及び文献の収集により行うこ

とを基本とし、必要に応じて現地調査を行う。 

なお、現地調査を行う場合は、次に掲げるとこ

ろによる。 

（ア） 調査地点 

現地調査を行う場合の調査地点は、対象事業

の内容、地域特性等を勘案して、調査地域の範

囲内において騒音レベルの変化を的確に把握

できる地点とする。 

（イ） 調査期間及び頻度 

調査期間及び頻度は、原則として、年間の変

動が把握できる程度とし、騒音に係る環境基準

について（平成10年環境庁告示第64号）に準拠

する。 

（ウ） 調査方法 

a 環境騒音の測定方法 

環境騒音の測定方法は、騒音に係る環境

基準についてに定める方法又はその他の適

切な方法によるものとする。 

b 特定騒音の測定方法 

(a) 工場、事業場騒音 

工場、事業場騒音の測定方法は、特定

工場等において発生する騒音の規制に関

する基準（昭和43年厚生省、農林省、通

商産業省、運輸省告示第１号）に定める
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業省、運輸省告示第１号）に定める方法又は

その他の適切な方法によるものとする。 

b 道路交通騒音 

道路交通騒音の測定方法は、「騒音に係

る環境基準について」に定める方法又はその

他の適切な方法によるものとする。 

c 航空機騒音 

航空機騒音の測定方法は、「航空機騒音

に係る環境基準について」（昭和48年環境庁

告示第154号）若しくは「航空機騒音測定・

評価マニュアル」（平成24年環境省）に定め

る方法又はその他の適切な方法によるもの

とする。 

d 鉄道、軌道等騒音 

鉄道、軌道等騒音の測定方法は、「新幹

線鉄道騒音に係る環境基準について」（昭和

50年環境庁告示第46号）若しくは「新幹線鉄

道騒音測定・評価マニュアル」（平成22年、

環境省）、「在来鉄道騒音測定マニュアル」

（平成22年、環境省）に定める方法又はその

他の適切な方法によるものとする。 

e 建設作業騒音 

建設作業騒音の測定方法は、「特定建設

作業に伴って発生する騒音の規制に関する

基準」（昭和43年厚生省、建設省告示第１号）

に定める方法又はその他の適切な方法によ

るものとする。 

f 風力発電所騒音 

風力発電所における騒音の測定方法は、

「平成23年度風力発電施設の騒音・低周波音

に関する検討調査業務報告書」（平成24年、

公益社団法人 日本騒音制御工学会）に定め

る方法又はその他の適切な方法によるもの

とする。 

ウ 調査地域 

調査地域は、対象事業の実施により騒音レベル

が影響を受けるおそれのある範囲を含む地域と

し、地形、既存の発生源、住宅の密集度等を勘案

して定める。 

なお、学校、病院等の施設がある場合には、当

該施設における騒音レベルについても調査する。

エ 調査地点 

現地調査を行う場合の調査地点は、対象事業の

内容、地域特性等を勘案して、調査地域の範囲内

において騒音レベルの変化を的確に把握できる地

方法又はその他の適切な方法によるもの

とする。 

(b) 道路交通騒音 

道路交通騒音の測定方法は、騒音に係

る環境基準についてに定める方法又はそ

の他の適切な方法によるものとする。 

 (c) 航空機騒音 

航空機騒音の測定方法は、航空機騒音

に係る環境基準について（昭和48年環境

庁告示第154号）に定める方法又はその他

の適切な方法によるものとする。 

 

 

 (d) 鉄道、軌道等騒音 

鉄道、軌道等騒音の測定方法は、新幹

線鉄道騒音に係る環境基準について（昭

和50年環境庁告示第46号）若しくは在来

鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒

音対策の指針について（平成７年12月20

日環大１第174号）に定める方法又はその

他の適切な方法によるものとする。 

(e) 建設作業騒音 

建設作業騒音の測定方法は、特定建設

作業に伴って発生する騒音の規制に関す

る基準（昭和43年厚生省、建設省告示第

１号）に定める方法又はその他の適切な

方法によるものとする。 
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点とする。 

オ 調査期間等 

現地調査を行う場合の調査期間等は、原則とし

て、１年間を通じて平均的な状況を把握できる程

度とし、「騒音に係る環境基準について」に準拠

する。 

 

 

 

 

 

 

【説 明】 

１ 調査すべき情報 

（１）騒音レベルの状況 

環境騒音及び工場、事業場、道路、鉄道、飛行場、風

力発電所等の特定騒音の状況について調査する。 

（２）騒音発生源の状況 

工場、事業場、道路、鉄道、飛行場、風力発電所等の

分布状況について調査する。 

（３）その他 

ア 地形及び工作物の状況 

騒音の伝搬に影響を及ぼす地形及び工作物の位置、

規模等について調査する。 

イ 土地利用の状況 

学校、病院、住宅等の分布や土地利用の状況につい

て調査する。 

 ウ 対象事業の計画の状況 

対象事業の計画の状況について調査する。具体的に

は、以下のような内容が考えられる。 

・建設・造成作業の種類及び期間、使用機械の種類、

能力、用途、配置及び使用時間並びに使用機械の騒

音の特性 

・騒音発生施設を有する工作物の用途、位置、規模及

び構造 

・騒音発生施設の種類、能力、用途、配置、使用時間

及び騒音の特性 

・道路、鉄道、軌道等の用に供する施設の位置、規模、

構造及び供用の方法 

・自動車の種類ごとの交通量及び騒音の特性 

・鉄道、軌道等の車両の運行方法及び車両の種類ごと

の騒音の特性 

・滑走路の位置、規模、方向及び航空機の離着陸の方

法、飛行経路 

・航空機の種類ごとの離着陸の回数及び騒音の特性 

・風力発電設備の稼働状況及び騒音の特性 

２ 調査地点 

調査地点は、工作物による騒音の遮蔽又は反射の影響を考慮

し設定するとともに、必要に応じ敷地境界も設定する。また、

住宅等の状況によっては高さ方向の影響についても考慮する。

【説 明】 

１ 調査すべき情報 

（１）騒音レベルの状況 

環境騒音及び工場、事業場、道路、鉄道、飛行場等の

特定騒音の状況について調査する。 

（２）騒音発生源の状況 

工場、事業場、道路、鉄道、飛行場等の分布状況につ

いて調査する。 

 

（３）地形及び工作物の状況 

騒音の伝搬に影響を及ぼす地形及び工作物の位置、規

模等について調査する。 

（４）土地利用の状況 

学校、病院、住宅等の分布や土地利用の状況について

調査する。 

（５）対象事業の計画の状況 

 

 

・建設・造成作業の種類及び期間、使用機械の種類、能

力、用途、配置及び使用時間並びに使用機械の騒音の

特性 

・騒音発生施設を有する工作物の用途、位置、規模及び

構造 

・騒音発生施設の種類、能力、用途、配置、使用時間及

び騒音の特性 

・道路、鉄道、軌道等の用に供する施設の位置、規模、

構造及び供用の方法 

・自動車の種類ごとの交通量及び騒音の特性 

・鉄道、軌道等の車両の運行方法及び車両の種類ごとの

騒音の特性 

・滑走路の位置、規模、方向及び航空機の離着陸の方法

・航空機の種類ごとの離着陸の回数及び騒音の特性 

 

 

２ 調査地点 

調査地点は、工作物による騒音の遮蔽又は反射の影響を考慮

し設定するとともに、必要に応じ敷地境界も設定する。また、

住宅等の状況によっては高さ方向の影響についても考慮する。

- 20 -



 

(２) 予測の手法 

ア 予測項目 

予測項目は、騒音レベルとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 予測の基本的な手法 

予測の基本的な手法は、事業特性及び地域特性

を考慮して、騒音伝播モデルによる方法、既存事

例の引用又は解析等により行う。 

なお、予測に当たっては、対象事業の計画諸元

をもとに、騒音発生源の種類・構造・分布・パワ

ーレベル、交通量、車種構成等予測の前提となる

条件についてあらかじめ整理しておく。 

ウ 予測地域 

予測地域の範囲は、対象事業の実施による騒音

が環境に影響を及ぼすおそれのある地域とする。

エ 予測地点 

予測地点は、地域を代表する地点、特に環境影

響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象へ

の環境影響を的確に把握できる地点、その他予測

に適切かつ効果的な地点を選定する。 

オ 予測対象時期等 

予測を行う時期等は、工事の施工中の代表的な

時期及び時間帯、工事の施工後における事業活動

が定常に達した時期及び時間帯並びに騒音の影響

が最大になる時期（最大になる時期を設定するこ

とができる場合に限る。）及び時間帯とし、時間

帯については、環境基準の区分に配慮して定める。

また、工事の施工後においては、必要に応じて中

間的な時期も対象とする。 

 

(２) 予測の手法 

ア 予測項目 

予測項目は、騒音レベルとする。 

イ 予測時期等 

予測を行う時期等は、工事の施工中の代表的な

時期及び時間帯並びに工事の施工後における事業

活動が定常に達した時期及び時間帯とし、時間帯

については、環境基準の区分に配慮して定める。

ウ 予測地域 

予測地域の範囲は、対象事業の実施による騒音

が環境に影響を及ぼすおそれのある地域とする。

エ 予測方法 

予測方法は、事業特性及び地域特性を考慮し

て、騒音伝播モデルによる方法、既存事例の引用

又は解析等により行う。 

なお、予測に当たっては、対象事業の計画諸元

をもとに、騒音発生源の種類・構造・分布・パワ

ーレベル、交通量、車種構成等予測の前提となる

条件についてあらかじめ整理しておく。 
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【説 明】 

１ 予測項目 

予測項目は騒音レベルとし、次のとおりとする。 

（１）工場、事業場騒音 

騒音レベルを予測する。 

（２）道路交通騒音 

等価騒音レベル(LAeq)を予測する。 

（３）航空機騒音 

時間帯補正等価騒音レベル(Lden)を予測する。 

（４）鉄道、軌道等騒音 

等価騒音レベル( LAeq) を予測する。 

（５）建設作業騒音 

騒音レベルを予測する。 

（６）風力発電所騒音 

等価騒音レベル( LAeq) を予測する。 

 

 

 

 

 

２ 予測の基本的な手法 

予測の基本的な手法は、伝搬モデルによる方法又はその他適

切な方法とする。標準的な予測方法は次のとおりである。 

（１）工場、事業場騒音 

受音点までの一連の騒音伝搬過程について予測するこ

とが一般的であり予測方法は次のとおりである。 

・建物内での騒音の伝搬計算 

・建物内から建物外への騒音の伝搬計算 

・屋外での騒音の伝搬計算 

受音点における工場、事業場からの騒音は、音の発生

→ 建物内伝播〔吸音、残響〕→透過→ 屋外伝搬〔距離

減衰･過剰減衰(回折減衰、空気吸収減衰等)〕の過程を経

て伝搬する。 

従って、最も確度の高い予測方法は、音の発生から受

音点に到達するまでの一連の過程について予測すること

である。 

しかし、アセスメントの段階では、予測に必要なデー

タ(音源のパワーレベル、工場の配置、建物の構造) を全

て入手できない場合もあり一部の伝搬過程を省略した予

測方法も用いられている。 

（２）道路交通騒音 

１台の自動車が走行した場合の騒音レベルの時間変化

(ユニットパターン)及びその時間積分値を求め、その結

果に交通量等の条件を考慮して予測地点の騒音のレベル

を予測するエネルギーベース予測法による。 

【説 明】 

１ 予測項目 

予測項目は騒音レベルとし、次のとおりとする。 

（１）工場、事業場騒音 

騒音レベルを予測する。 

（２）道路交通騒音 

等価騒音レベル(LAeq)を予測する。 

（３）航空機騒音 

WECPNL (加重等価感覚騒音レベル)を予測する。 

（４）鉄道、軌道等騒音 

等価騒音レベル( LAeq) を予測する。 

（５）建設作業騒音 

騒音レベルを予測する。 

 

 

２ 予測地域 

予測地域における調査地点は、地域の特性を考慮し、地域を

代表する地点を設定する。 

その際、住宅等の分布状況によっては、高さ方向の影響につ

いても考慮する。 

３ 予測方法 

予測方法は、伝搬モデルによる方法又はその他適切な方法と

する。標準的な予測方法は次のとおりである。 

（１）工場、事業場騒音 

受音点までの一連の騒音伝搬過程について予測するこ

とが一般的であり予測方法は次のとおりである。 

・建物内での騒音の伝搬計算 

・建物内から建物外への騒音の伝搬計算 

・屋外での騒音の伝搬計算 

受音点における工場、事業場からの騒音は、音の発生

→ 建物内伝播〔吸音、残響〕→透過→ 屋外伝搬〔距離

減衰･過剰減衰(回折減衰、空気吸収減衰等)〕の過程を経

て伝搬する。 

従って、最も確度の高い予測方法は、音の発生から受

音点に到達するまでの一連の過程について予測すること

である。 

しかし、アセスメントの段階では、予測に必要なデー

タ(音源のパワーレベル、工場の配置、建物の構造) を全

て入手できない場合もあり一部の伝搬過程を省略した予

測方法も用いられている。 

（２）道路交通騒音 

１台の自動車が走行した場合の騒音レベルの時間変化

(ユニットパターン)及びその時間積分値を求め、その結

果に交通量等の条件を考慮して予測地点の騒音のレベル

を予測するエネルギーベース予測法による。 
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(参考) ｢道路交通騒音の予測モデル“ASJ RTN-Mode1 

2008”‐日本音響学会道路交通騒音調査研究委員

会報告‐(日本音響学会道路交通騒音調査研究委

員会)｣（日本音響学会誌65巻4号(2009)） 

○エネルギーベース予測法 

道路上を１台の自動車が走行したとき、i番目の音

源位置に対して予測点で観測されるＡ特性音圧レベ

ルLA,iは、無指向性点音源からの半自由空間における

音の伝搬と各種の要因による減衰を考えて、次式に

よって計算する。 

iairigrndidifiiWAiA LLLrLL ,,,10,, log208 Δ+Δ+Δ+−−=  

iAL ,  ：i番目の音源位置から予測点に伝搬する騒音

のA特性音圧レベル(dB) 

iWAL ,  ：i番目の音源位置における自動車走行騒音の

A特性パワーレベル(dB) 

ir  ：i番目の音源位置から予測地点までの直達距

離(m) 

idifL ,Δ  ：回折に伴う減衰に関する補正値(dB) 

igrandL ,Δ  ：地表面効果による減衰に関する補正値

(dB) 

iairL ,Δ  ：空気の音響吸収による減衰に関する補正

値(dB) 

次式によってＡ特性音圧のユニットパターンの時

間積分値(単発騒音暴露レベル)を計算する。その結

果に対象とする時間Ｔ(s)当たりの交通量NＴ(台)を

考慮し、その時間のエネルギー平均レベルである等

価騒音レベルLAeq,Tを求める。 

i
L

i
AE t

T
L iA Δ⋅= ∑ 10/

0
10

,101log10  

T
NL

T
NL

T
AE

TL
TAeq

AE

10

10/
10,

log10

10log10

+=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

 

itΔ  ： 音源がi番目の区間に存在する時間(s) 

(参考) ｢道路交通騒音予測モデル“ASJ Mode1 1998”‐

日本音響学会道路交通騒音調査研究委員会報告‐

(日本音響学会道路交通騒音調査研究委員会)｣（日

本音響学会誌55巻4号(1999)） 

○エネルギーベース予測法 

道路上を１台の自動車が走行したときに観測され

るＡ特性音圧レベルLPAは、無指向性点音源の半自由

空間における伝搬を考えて、次式によって計算する。

 

gdWAPA LLrLL Δ+Δ+−−= 10log208  

PAL  ：A特性音圧レベル(dB) 

WAL  ：自動車走行騒音のA特性パワーレベル(dB) 

r  ：点音源から予測地点までの距離(m) 

dLΔ  ：回折効果による補正値(dB) 

gLΔ  ：地表面効果による補正値(dB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次式によってＡ特性音圧のユニットパターンの時

間積分値(単発騒音暴露レベル)を計算する。その結

果に対象とする１時間当たりの交通量N(台／

3,600s)を考慮し、その時間のエネルギー平均レベル

である等価騒音レベルLAeqを求める。 

i
L

i
AE t

T
L iPA Δ⋅= ∑ 10/

0
10

,101log10  

6.35log10
3600

10log10

10

10/
10

−+=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

NL

NL

AE

L
Aeq

AE

 

 

iPAL ,  ：i番目の点音源から予測地点に到達する音の

音圧レベル(dB(A)) 

- 23 -



 

iii vlt /Δ=Δ  

ilΔ  ：i番目の区間の長さ(m) 

iv  ：i番目の区間における自動車の走行速度

(m/s) 

0T  ：基準となる時間(s)  

以上の計算を車線別・車種別に行い、それらの結

果のレベル合成値を計算して予測地点における道路

全体からの騒音のLAeq,Tとする。 

（３）航空機騒音 

「航空機騒音に係る環境基準の改正について」（昭和48

年環境庁告示第154号）に規定するLdenの算出式を用いた

方法による。 

Ldenは、夕方及び夜間の騒音に重み付けを行って１日の

時間帯補正等価騒音レベルを評価するもので、以下の式

に基づき算出する。 

 

 

○Ldenの算出式 

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
++= ∑ ∑ ∑

++

i j k

LLL

den

nkAEejAEdiAE

T
T

L 10
10

10

5

100
10

,,,

101010log10  

i, j, k ：各時間帯で観測標本のi番目、j番目、k番

目 

LAE,di  ：午前７時から午後７時までの時間帯にお

けるi番目のLAE（単発騒音暴露レベル） 

LAE,ej  ：午後７時から午後10時の時間帯における

j番目のLAE（単発騒音暴露レベル） 

LAE,nk  ：午後10時から午前７時の時間帯における

k番目のLAE（単発騒音暴露レベル） 

T0 ：規準化時間（１秒） 

T ：観測１日の時間（86400秒） 

 

 

 

 

（４）鉄道、軌道等騒音 

従来、鉄道、軌道等騒音の予測モデル式が各種提唱さ

れているが｢在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての

騒音対策の指針について｣の提示を契機として、新しい予

測方法が、鉄道総合研究所の森藤らによって提案されて

いる。 

itΔ  ： vDi /Δ  

lΔ  ：離散音源点の間隔(m) 

v  ：走行速度(m/s) 

0T  ：1(s)  

 

 

以上の計算を車線別・車種別に行い、それらの結

果のレベル合成値を計算して予測地点における道路

全体からの騒音のLAeqとする。 

 

（３）航空機騒音 

「公共飛行場周辺における航空機騒音による障害の防

止等に関する法律施行規則」に規定するWECPNLの算出式

を用いた方法による。 

WECPNLの予測値は、１機ごとに実測したピーク騒音レ

ベルを基に実効感覚騒音レベルを求め、予測する地点で

観測される全ての航空機に対し、機種と飛行コースから

１機ごとの実効感覚騒音レベルを予測した後、時間と周

波数の補正を加えて求める。 

○WECPNLの算出式 

WECPNLij=： 

{ } 4.4910log10 10/
10 −∑ TNELij

 

WECPNＬij ：任意のi地点におけるj機種の航空機の

WECPNL 

TNELij ：EPNL ij + 101og10( Nij ) 

EPNLij ：(i地点、j機種の実効感覚騒音レベル) = 

dBAij+13+C+Dij 

dBAij   ：i地点、j機種の飛行方向別に測定したピー

ク騒音レベルのエネルギー平均値、又は

dB(A)で与えられた基礎騒音データの数値

C    ：純音補正( ジェット機によるものは

+2dB(A)) 

Dij ：継続時間補正 Dij=10log10(Tij/20) 

Nij  ：i地点、j機種の飛行回数 

Tij ：ピークレベルより10dB低いレベルの継続時

間i地点、j機種の飛行回数別の平均値 

（４）鉄道、軌道等騒音 

従来、鉄道、軌道等騒音の予測モデル式が各種提唱さ

れているが｢在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての

騒音対策の指針について｣の提示を契機として、新しい予

測方法が、鉄道総合研究所の森藤らによって提案されて

いる。 
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（参考：「在来鉄道騒音の予測評価手法について」（平

成10年、森藤良夫、長倉清、立川裕隆、緒方正剛、騒音

制御Vol .20. No.3, pp.146-151）） 

○在来線鉄道騒音の予測手法 

ア 予測基本式 

鉄道騒音はいくつかの音源による複合騒音として捉

えられるが、本手法では音源を①転動音、②構造物音、

③車両機器音(モーターファン音)に分けてモデル化

し、伝搬計算を行った後合成する。音源はいずれも有

限長線音源とし、その放射指向性としてcos2 θを仮定

している。 

予測量(予測指標) は、騒音レベルのSLOW最大値

(LAmax)、単発騒音暴露レベル(LAE)とし、単発騒音暴露

レベル(LAE)と評価時間Tの通過列車数Nから、その評価

時間における等価騒音レベル(LAcq.T)を求めるものであ

る。 

最大値(LAmax)、単発騒音暴露レベル(LAE)とも各音源

からの騒音レベルを次式により合成する。 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++= 101010

0

321

101010log10
LLL

L  

L0：合成騒音レベル（LAmax、LAE） 

L1：転動音 

L2：構造物音 

L3：車両機器音（モーターファン音） 

（ア）最大値( LAmax) の予測基本式： 

dcA LK
Kl

KdPWLL α+Δ+⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡
+

+−−= − )(tan;log10)log(105 1
2max

K=1/2d 

PWL ：各音源ごとの単位長さ当たりの音響パワー

レベル(dB(A)) 

d ：音源から受音点までの直線距離(m) 

l  ：列車の長さ 

cLΔ  ：構造物音に対する指向性補正値(dB(A)；転

動音、車両機器音の場合は0) 

r＜4h の場合 0=Δ cL  

r＞4h の場合  

)4/log(10 hrLc −=Δ  

r ：高架橋中央と受音点の水平距離 

h ：高架橋下面の地面からの高さ(m) 

dα  ：防音壁等による遮蔽効果補正値(dB(A)；構

(参考：森藤良夫、長倉清、立川裕隆、緒方正剛(1996)；

“在来鉄道騒音の予測評価手法について”, 騒音制御

Vol .20. No.3, pp.146-151) 

○在来線鉄道騒音の予測手法 

ア 予測基本式 

鉄道騒音はいくつかの音源による複合騒音として捉

えられるが、本手法では音源を①転動音、②構造物音、

③車両機器音(モーターファン音)に分けてモデル化

し、伝搬計算を行った後合成する。音源はいずれも有

限長線音源とし、その放射指向性としてcos2 θを仮定

している。 

予測量(予測指標) は、騒音レベルのSLOW最大値

(LAmax)、単発騒音暴露レベル(LAE)とし、単発騒音暴露

レベル(LAE)と評価時間Tの通過列車数Nから、その評価

時間における等価騒音レベル(LAcq.T)を求めるものであ

る。 

最大値(LAmax)、単発騒音暴露レベル(LAE)とも各音源

からの騒音レベルを次式により合成する。 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++= 101010

0

321

101010log10
LLL

L  

L0：合成騒音レベル（LAmax、L A E） 

L1：転動音 

L2：構造物音 

L3：車両機器音（モーターファン音） 

（ア）最大値( LAmax) の予測基本式： 

dcA LK
Kl

KdPWLL α+Δ+⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡
+

+−−= − )(tan;log10)log(105 1
2max

K=1/2d 

PWL ：各音源ごとの単位長さ当たりの音響パワー

レベル(dB(A)) 

d ：音源から受音点までの直線距離(m) 

l  ：列車の長さ 

cLΔ  ：構造物音に対する指向性補正値(dB(A)；転

動音、車両機器音の場合は0) 

r＜4h の場合 0=Δ cL  

r＞4h の場合  

)4/log(10 hrLc −=Δ  

r ：高架橋中央と受音点の水平距離 

h ：高架橋下面の地面からの高さ(m) 

dα  ：防音壁等による遮蔽効果補正値(dB(A)；構
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造物音の場合は0) 

（イ）単発騒音暴露レベル(LAE)の予測基本式： 

dcAE L
v
ldPWLL απ

+Δ+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+−−=

2
log10)log(105  

v  ：列車速度(m/s) 

なお、音源から受音点までの直線距離dが、線音源の長

さ(列車の長さ) l と比べて十分小さいときLAEとLAmaxの間

には次式が成り立つ。 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

v
lLL AAE log10max

 

（ウ）等価騒音レベル(LAE) の予測基本式： 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

T
NLL AETAeq log10,  

AEL  ： AEL のエネルギー平均値(dB(A)) 

T  ：対象とする評価時間(s) 

N  ：評価時間内の通過列車数 

イ 音源のパワーレベル 

（ア）転動音 

転動音のパワーレベルPWRR (dB)は、列車速度(V)、軌道

別種から次式により求める。 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=
100

log30)100( VPWLPWL RR  

 V    ：列車速度(km/h) 

)100(RPWL ：スラブ軌道 ＝100～105dB 

                バラスト軌道＝100～105dB 

（イ）構造物音 

構造物音のパワーレベルPWLc(dB)は、列車速度(V)から

次式により求める。 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=
100

log20)100( VPWLPWL cc  

)100(cPWL ：83～87dB 

（ウ）車両機器音(モーターファン音) 

モーターファン音のパワーレベルPWLM(dB)は、列車速度

(V)、歯車比(n)、モーターの形式から次式により求める。

B
l

lnVPWL M
M +⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= log10
100

log60  

Ml ：モーター搭載車両の長さの合計(m) 

Bの値（dB） 

軌道種別 

モーター型式 

スラブ 

軌道 

バラスト 

軌道 

外扇型 ６７ ６２ 

内扇型 ５７ ５２ 
 

造物音の場合は0) 

（イ）単発騒音暴露レベル(LAE)の予測基本式： 

dcAE L
v
ldPWLL απ

+Δ+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+−−=

2
log10)log(105

v  ：列車速度(m/s) 

なお、音源から受音点までの直線距離dが、線音源の長

さ(列車の長さ) l と比べて十分小さいときLAEとLAmaxの間

には次式が成り立つ。 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

v
lLL AAE log10max  

（ウ）等価騒音レベル(LAE) の予測基本式： 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

T
NLL AETAeq log10,  

AEL  ： AEL のエネルギー平均値(dB(A)) 

T  ：対象とする評価時間(s) 

N  ：評価時間内の通過列車数 

イ 音源のパワーレベル 

（ア）転動音 

転動音のパワーレベルPWRR (dB)は、列車速度(V)、軌道

別種から次式により求める。 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=
100

log30)100( VPWLPWL RR
 

 V    ：列車速度(km/h) 

)100(RPWL ：スラブ軌道 ＝100～105dB 

                バラスト軌道＝100～105dB 

（イ）構造物音 

構造物音のパワーレベルPWLc(dB)は、列車速度(V)から

次式により求める。 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=
100

log20)100( VPWLPWL cc  

)100(cPWL ：83～87dB 

（ウ）車両機器音(モーターファン音) 

モーターファン音のパワーレベルPWLM(dB)は、列車速度

(V)、歯車比(n)、モーターの形式から次式により求める。

B
l

lnVPWL M
M +⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= log10
100

log60  

Ml ：モーター搭載車両の長さの合計(m) 

Bの値（dB） 

軌道種別 

モーター型式 

スラブ 

軌道 

バラスト 

軌道 

外扇型 ６７ ６２ 

内扇型 ５７ ５２ 
 

- 26 -



 

ウ 適用条件 

在来鉄道騒音の予測手法は、パワーレベル等実測値

に基づいているため、次に掲げる条件を考慮する必要

がある。 

・列車は速度50~150km/hの範囲で定速走行している。

・受音点は軌道から10~100mの距離の範囲にある。 

・線路は平坦かつ直線であり、ロングレールが敷設さ

れている。レール表面には目立った凹凸が無い。軌

道はバラスト軌道又はスラブ軌道である。 

・列車編成は極端に短くない。 

・対象とする列車は電車である。気動車、機関車から

はエンジン音が発生するが計測例が少なく定量的な

予測ができないため、本予測手法ではエンジン音は

対象としていない。 

・車輪は通常の構造であり、踏面には著しいフラット

やコルゲーション(波状凹凸)が無い。 

（５）建設作業騒音 

建設工事計画の熟度に応じて、工種別予測法、機械別

予測法のいずれかを選択する。 

工種別予測法とは、作業単位を考慮した建設機械の組

み合わせ（ユニット）を一つの騒音源と見なして予測す

る方法であり、エネルギーベースの予測法である。騒音

規制法に規定する評価量を求める場合には、実効騒音レ

ベルの計算値から統計的に推定する。 

機械別予測法とは、個々の建設機械を騒音源として捉

え、それからの騒音の伝搬を予測する方法である。騒音

規制法に規定する評価量を求める場合には、それぞれの

評価量で測定されている騒音源データをもとに、伝搬に

伴う減衰を考慮して予測点における各評価量を計算す

る。 

(参考) ｢建設工事騒音の予測モデル“ASJ CN-Mode1 

2007”‐日本音響学会建設工事騒音予測調査研究

委員会報告‐(日本音響学会建設工事騒音予測調

査研究委員会)｣（平成20年、日本音響学会誌64巻4

号） 

○ 伝搬計算の基本式 

予測点における各種騒音レベルは、音の伝搬と各

種の要因による減衰を考えて、次式によって計算す

る。 

 ・音源の騒音発生量を用いる場合 

coremissionAXA LrLL Δ+−−= 10,, log208
1

 

etcairgrnddifcor LLLLL Δ+Δ+Δ+Δ=Δ  

ウ 適用条件 

在来鉄道騒音の予測手法は、パワーレベル等実測値

に基づいているため、次に掲げる条件を考慮する必要

がある。 

・列車は速度50~150km/hの範囲で定速走行している。

・受音点は軌道から10~100mの距離の範囲にある。 

・線路は平坦かつ直線であり、ロングレールが敷設さ

れている。レール表面には目立った凹凸が無い。軌

道はバラスト軌道又はスラブ軌道である。 

・列車編成は極端に短くない。 

・対象とする列車は電車である。気動車、機関車から

はエンジン音が発生するが計測例が少なく定量的な

予測ができないため、本予測手法ではエンジン音は

対象としていない。 

・車輪は通常の構造であり、踏面には著しいフラット

やコルゲーション(波状凹凸)が無い。 

（５）建設作業騒音 

点音源からの騒音の伝搬計算により、複数の建設機械

が稼働する場合は、各機械からの騒音レベルを合成する。

建設作業騒音の予測方法には、点音源の距離減衰の式

をベースとしたものがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 点音源の距離減衰式 

AtrPWLSPL −−−= 8log20 10  

SPL ：予測地点の音圧レベル(dB(A)) 

PWL ：建設機械の騒音パワーレベル 

(dB(A)) 

r ：音源から予測点までの距離(m) 

At ：回折減衰量(dB(A)) 

・建設機械の騒音パワーレベルは、実測値又は文献資

料等から設定する。 
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1,XAL  ：予測点における騒音評価量（騒音レベルLA、

実効騒音レベルLAeff、騒音暴露レベルLAE）(dB)

emissionAL , ：音源位置における騒音発生量（A特性音響

パワーレベルLWA、A特性実効音響パワーレベル

LWAeff、A特性音響エネルギーレベルLJA）(dB) 

r  ：音源位置から予測地点までの直達距離(m) 

difLΔ  ：回折に伴う減衰に関する補正値(dB) 

grandLΔ  ：地表面の影響に関する補正値(dB) 

airLΔ  ：空気の音響吸収の影響に関する補正値(dB)

etcLΔ
 ：その他の影響要因に関する補正値(dB) 

 ・基準距離(10m)における騒音レベルを用いる場合 

cormreferenceAXA LrLL Δ+−=
10

log20 10)10(,, 2
 

2,XAL  ：予測点における騒音評価量（LA、LAeff、LAE、

５%時間率騒音レベルLA5、騒音レベルの最大値

LA,Fmax、騒音レベルの最大値の５%値LA,Fmax,5）

(dB) 

)10(, mreferenceAL  ：基準距離(10m)における騒音レベ

ル（LA,10m、LAeff,10m、LAE,10m、LA5,10m、LA,Fmax,10m、

LA,Fmax,5,10m) (dB) 

○ 工種別予測法 

まず、予測対象とする建設工事の種類（工種）、当

該工種で対象とする作業単位を考慮した建設機械の

組み合わせ（ユニット）及びその数、ユニットの位

置を設定する。 

予測点における実効騒音レベルLAeffは、各ユニッ

トの騒音源データから、音の伝搬と各種の要因によ

る減衰を考えて、伝搬計算の基本式によって計算す

る。 

次に、次式によって対象とするユニット工事によ

る予測点における等価騒音レベルLAeq,Tを計算する。

T
TLL WORK

AeffTAeq 10, log10+=  

TAeqL ,  ：予測点における等価騒音レベル(dB) 

T  ：等価騒音レベルの評価時間(s) 

・音源と受音点の間に障害物がある場合には、音は障

害物を回折して伝搬する。 

・回折減衰量がある場合は、適切な手法を用いてA t を

計算する。 
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WORKT  ：Tの間のユニットの稼働時間の合計(s) 

騒音規制法に規定されている評価量は、予測点に

おける実効騒音レベルLAeffの計算値にユニットの発

生騒音の時間変動特性ごとに与えられている補正値

ΔLを加えることにより推定する。 

○ 機械別予測法 

まず、予測対象とする建設機械及びその位置を設

定する。 

予測点における騒音レベルLA、実効騒音レベルLAeff

又は騒音暴露レベルLAEは、建設機械ごとの騒音源デ

ータから、音の伝搬と各種の要因による減衰を考え

て、伝搬基本式によって計算する。 

次に、次式によって個々の建設機械の稼働時間、

発生回数、等価騒音レベルの評価時間T(s)を考慮し

て、建設機械全体からの等価騒音レベルLAeq,Tを計算

する。 

⎟
⎠

⎞
⋅

⋅

⋅

⎜
⎝

⎛
⋅×

=

∑

∑

∑

∑

l

L
lWORK

k

L
kWORK

j

L
jWORK

i

L
iWORK

TAeq

lAeff

kAE

jAeff

iA

T

N

T

T

T
L

10/
,

10/
,

10/
,

10/
,

,

,

,

,

,

10

10

10

10

1log10

　　　　　＋

　　　　　＋

　　　　　＋

　　　　　

 

TAeqL ,  ：予測点における等価騒音レベル(dB) 

iWORKT ,  ：定常騒音を発生する建設機械のTの間の稼

働時間(s) 

jWORKT ,  ：変動騒音を発生する建設機械のTの間の稼

働時間(s) 

kWORKN ,  ：単発性の間欠騒音又は衝撃騒音を発生す

る建設機械のTの間の発生回数 

lWORKT ,  ：間欠騒音又は衝撃騒音を連続して発生す

る建設機械のTの間の稼働時間(s) 

騒音規制法に規定されている評価量は、建設機械

別の騒音源データから、伝搬計算の基本式を用いて

予測点における騒音レベルを計算する。 

（６）風力発電所騒音 

○ ISO9613シリーズによる方法 

国際標準化機構（ISO）によって規格化されている

伝搬予測計算に基づくもので、各種音源から屋外を

伝搬する騒音を等価騒音レベルによって予測する方

法である。 

風下に位置する受音点におけるオクターブバンド
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毎の等価音圧レベルLftは、次式により計算される。

Ｌft＝ＬW＋Ｄ－Ａ 

Ｌft ：受音点の等価音圧レベル(dB) 

ＬW ：音源の音響パワーレベル(dB) 

Ｄ  ：音源の無指向性補正値(dB)であり、音響パ

ワーレベルLWを無指向性の点音源と比較した

ときのレベル差(無指向性の音源が自由空間

で音を放射する場合、D=0dBとなる)。 

Ａ  ：音源から予測点までの伝搬過程における減

衰の総和(dB) 

減衰項であるAは、以下の式で表わされる。 

A=Adiv+Aatm+Aground+Ascreen+Amisc 

Adiv ：幾何拡散による減衰(dB) 

Aatm ：空気吸収による減衰(dB) 

Aground ：地表面の影響による減衰(dB) 

Amisc ：その他の要因（植栽中、工場立地中及び家

屋群中）による減衰(dB) 

これらの式を用いて伝搬予測計算を行った上でレベル

合成を行い、Ａ特性補正を行って等価騒音レベルを算出

する。 

(参考) ｢平成23年度風力発電施設の騒音・低周波音に関

する検討調査業務報告書｣（平成24年、公益社団法

人日本騒音制御工学会） 

○ 風力発電のための環境影響評価マニュアル （第２

版）による方法 

風力発電設備を点音源としてモデル化し、風力発

電機メーカー等から示される音響パワーレベルを用

いて、伝搬過程における減衰を考慮した予測計算式

によりそれぞれの音源による到達騒音レベルを算出

し、されに音源毎の到達騒音レベルを合成すること

によって予測点における到達騒音レベルを算出す

る。 

予測地点における風力発電機から発生する騒音レ

ベルは、以下の式によって得られた騒音レベルLnを

重ね合わせることにより計算する。 

AIRWn LhrLL Δ−−+−= 8)log(10 22
 

)101010log(10 10/10/10/ 21 nLLL
pL +++= L  

nL  ：ｎ番目の風力発電機から水平距離ｒ(m)離れ

た地点での騒音レベル(dB) 

WL  ：風力発電機のパワーレベル(dB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 30 -



 

pL  ：予測地点における騒音レベル(dB) 

r  ：風力発電機から騒音予測地点までの水平距

離(m)  

h  ：風力発電機のブレード中心までの高さ(m) 

AIRLΔ  ：空気減衰(dB) 

2/122 )( hrLAIR +=Δ α  

α：定数（=0.005 dB/m） 

また、風力発電所の稼働後における将来の騒音レ

ベルは、風力発電機によって発生する騒音レベルに、

現地調査によって得られる暗騒音を重合させて求め

る。 

)1010log(10 10/10/ bp LLL +=  

L  ：風力発電所稼働後の将来の騒音レベル(dB)

bL  ：現地調査によって得られる暗騒音(dB) 

(参考) ｢風力発電のための環境影響評価マニュアル

(第２版)｣（平成18年、独立行政法人新エネル

ギー・産業技術総合開発機構） 

３ 予測地域 

予測地域における調査地点は、地域の特性を考慮し、地域を

代表する地点を設定する。 

４ 予測地点 

予測地点における予測高さは、原則として地上1.2メー

トルとするが、住宅等の分布状況によっては、高さ方向

の影響についても考慮する。 

５ 予測対象時期等 

予測対象時期は、次に掲げる時期のうち必要な時期とする。

（１）対象事業に係る工事の実施中の予測は、工事に伴

う影響が最大になると予測される時期等影響を適切に

予測し得る時期とする。 

（２）対象事業に係る土地又は工作物の存在及び供用後

の予測は、工事完了後、事業活動が定常状態に達した

時期及び影響が最大になる時期（最大になる時期を設

定することができる場合に限る。）とする。 

（３）対象事業に係る自動車の走行の予測は、計画交通

量等の発生が見込まれるか、又は定常状態になる時期

とする。また、必要に応じて暫定供用時等の中間的な

時期も対象とする。 
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(３) 環境保全措置 

環境保全措置は、工事の施工中及び工事の施工後

の各段階にわたり検討を行うものとする。 

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・

構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複

数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の

回避、低減が図られたかについての検討内容を明らか

にすること。 

 

 

【説 明】 

環境保全措置の例としては次のようなものがある。 

（１）工事の施工中 

・ 低騒音車両又は低騒音型・超低騒音型建設機械の使

用 

・ 低騒音の工法の採用 

・ 防音壁の設置 

・ 工事時間の制限 

（２）工事の施工後 

・ 遮音壁の設置、建物の防音対策 

・ 車両の走行時間の制限 

 

 

(４) 評価の手法 

騒音発生源に係るパワーレベルの低減措置、周辺

環境への影響の低減措置等について明らかにするこ

とにより、当該事業による騒音の影響について、事業

者の実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減さ

れているか否かを明らかにする。 

また、環境基準等に係る地域指定が行われている

地域については、当該環境基準等との整合性の確認

を、環境基準等に係る地域指定が行われていない地域

については、将来の土地利用の動向等を考慮し、環境

基準等の類型あてはめを想定し、想定した環境基準等

との整合性についても明らかにする。 

 

(３) 評価の手法 

騒音発生源に係るパワーレベルの低減措置、周辺

環境への影響の低減措置等について明らかにするこ

とにより、当該事業による影響をどのように回避し、

又は低減したのか説明する。 

また、環境基準に係る地域指定が行われている地

域については、当該環境基準との対比を、環境基準に

係る地域指定が行われていない地域については、将来

の土地利用の動向等を考慮し、環境基準の類型あては

めを想定し、想定した環境基準との対比を行う。 

【説 明】 

環境保全措置を踏まえ、事業者の実行可能な範囲でより良い

技術が取り入れられているかを検討し、対象事業が環境に与え

る影響が回避・低減されているか否かについて評価する。 

また、環境基準、鳥取県環境基本計画、その他の国又

は地方公共団体による環境の保全の観点からの施策によ

って基準又は目標が定められている場合は、これらの目

標との整合が測られているかどうかを明らかにする。 
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改正案 現行 

３ 低周波音 

(１) 調査の手法 

ア 調査すべき情報 

調査すべき情報は、対象事業の実施が低周波音

圧レベルに及ぼす影響を適切に把握し得るよう配

慮して、次に掲げる項目の中から予測及び評価を

行うために必要なものを選定する。 

（ア） 低周波音圧レベルの状況 

（イ） 低周波音発生源の状況 

（ウ） その他（地形及び工作物の状況、土地利用

の状況、対象事業の計画の状況 等） 

なお、本項における「低周波音」とは、20～100Hz

の騒音及び20Hz以下の超低周波音を含むものとす

る。 

イ 調査の基本的な手法 

調査は、既存資料及び文献の収集により行うこ

とを基本とし、必要に応じて現地調査を行う。 

なお、現地調査を行う場合は、「低周波音の測

定方法に関するマニュアル」（平成12年、環境庁

大気保全局）に定める方法、「平成23年度風力発

電施設の騒音・低周波音に関する検討調査業務報

告書」（平成24年、公益社団法人 日本騒音制御工

学会）に定める方法又はその他の適切な方法によ

るものとする。 

ウ 調査地域 

調査地域は、対象事業の実施により低周波音圧

レベルが影響を受けるおそれのある範囲を含む地

域とし、地形、既存の発生源、住宅の密集度等を

勘案して定める。 

なお、学校、病院等の施設がある場合には、当

該施設における低周波音圧レベルについても調査

する。 

エ 調査地点 

現地調査を行う場合の調査地点は、対象事業の

内容、地域特性等を勘案して、調査地域の範囲内

において低周波音圧レベルの変化を的確に把握で

きる地点とする。 

オ 調査期間等 

現地調査を行う場合の調査期間等は、原則とし

て、１年間を通じて平均的な状況が把握できる程

度とし、「低周波音の測定方法に関するマニュア

ル」に準拠する。 
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【説 明】 

１ 調査すべき情報 

（１）低周波音圧レベルの状況 

一般環境中の低周波音及び工場、事業場、道路、鉄道、

飛行場、風力発電所等から発生する低周波音の状況につ

いて調査する。 

（２）低周波音発生源の状況 

工場、事業場、道路、鉄道、飛行場、風力発電所等の

分布状況について調査する。 

（３）その他 

ア 地形及び工作物の状況 

低周波音の伝搬に影響を及ぼす地形及び工作物の位

置、規模等について調査する。 

イ 土地利用の状況 

学校、病院、住宅等の分布や土地利用の状況につい

て調査する。  

ウ 対象事業の計画の状況 

対象事業の計画の状況について調査する。具体的に

は、以下のような内容が考えられる。 

・建設・造成作業の種類及び期間、使用機械の種類、

能力、用途、配置及び使用時間並びに使用機械の低

周波音の特性 

・低周波音発生施設を有する工作物の用途、位置、規

模及び構造 

・低周波音発生施設の種類、能力、用途、配置、使用

時間及び低周波音の特性 

・道路、鉄道、軌道等の用に供する施設の位置、規模、

構造及び供用の方法 

・自動車の種類ごとの交通量及び低周波音の特性 

・鉄道、軌道等の車両の運行方法及び車両の種類ごと

の低周波音の特性 

・滑走路の位置、規模、方向及び航空機の離着陸の方

法 

・航空機の種類ごとの離着陸の回数及び低周波音の特

性 

・風力発電設備の稼働状況及び低周波音の特性 

２ 調査地点 

調査地点は、工作物による低周波音の反射等の影響を考慮し

設定するとともに、必要に応じ敷地境界も設定する。また、住

宅等の状況によっては高さ方向の影響についても考慮する。 

調査が類似事例の取得や予測に用いるパラメータの取得を

目的とする場合には、距離減衰や鉛直方向の測定についても検

討する。 
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(２) 予測の手法 

ア 予測項目 

予測項目は、低周波音圧レベルとする。 

イ 予測の基本的な手法 

予測の基本的な手法は、事業特性及び地域特性

を考慮して、低周波音伝搬モデルによる方法、既

存事例の引用又は解析等により行う。 

なお、予測に当たっては、対象事業の計画諸元

をもとに、低周波音発生源の種類・構造・分布・

パワーレベル、交通量、車種構成等予測の前提と

なる条件についてあらかじめ整理しておく。 

ウ 予測地域 

予測地域の範囲は、対象事業の実施による低周

波音が環境に影響を及ぼすおそれのある地域とす

る。 

エ 予測地点 

予測地点は、地域を代表する地点、特に環境影

響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象へ

の環境影響を的確に把握できる地点、その他予測

に適切かつ効果的な地点を選定する。 

オ 予測対象時期等 

予測を行う時期は、工事の施工中の代表的な時

期、工事の施工後における事業活動が定常に達し

た時期並びに低周波音の影響が 大になる時期

（ 大になる時期を設定することができる場合に

限る。）とする。また、工事の施工後においては、

必要に応じて中間的な時期も対象とする。 
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【説 明】 

１ 予測項目 

予測項目は低周波音圧レベルとする。 

２ 予測の基本的な手法 

予測の基本的な手法は、低周波音伝搬モデルによる方法又は

その他適切な方法とする。 

（１）低周波音伝搬モデルによる方法 

点音源、線音源、面音源からの回折減衰を含む理論式

を用いたモデルを想定している。 

なお、ISO9613-2（一般的伝搬予測法）では次の計算方

法が示されている。 

Ｌft＝ＬW＋Ｄ－Ａ 

Ｌft ：受音点の等価音圧レベル(dB) 

ＬW ：音源パワーレベル(dB) 

Ｄ  ：音源の指向性補正値(dB) 

Ａ  ：伝搬中の減衰項(dB) 

（２）既存事例の引用又は解析 

類似する既存の発生源について、距離減衰の状況を含

めた実測結果や既存の測定結果を収集し、統計的に解析

することにより、予測を行う。 

予測の精度を高めるため、事業の類似性及び伝搬状況

の類似性について、十分な検証を行うか、多数のデータ

を解析する必要がある。 

３ 予測地域 

予測地域における調査地点は、地域の特性を考慮し、地域を

代表する地点を設定する。 

４ 予測地点 

予測地点における予測高さは、住宅等の分布状況によ

っては、高さ方向の影響についても考慮する。 

５ 予測対象時期等 

予測対象時期等は、次に掲げる時期のうち必要な時期とす

る。 

（１）対象事業に係る工事の実施中の予測は、工事に伴

う影響が 大になると予測される時期等影響を適切に

予測し得る時期とする。 

（２）対象事業に係る土地又は工作物の存在及び供用後

の予測は、工事の施工後後、事業活動が定常状態に達

した時期及び影響が 大になる時期（ 大になる時期

を設定することができる場合に限る。）とする。 

（３）対象事業に係る自動車の走行の予測は、計画交通

量等の発生が見込まれるか、又は定常状態になる時期

とする。また、必要に応じて暫定供用時等の中間的な

時期も対象とする。 
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 (３) 環境保全措置 

環境保全措置は、工事の施工中及び工事の施工後

の各段階にわたり検討を行うものとする。 

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・

構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複

数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の

回避、低減が図られたかについての検討内容を明らか

にすること。 

 

 

【説 明】 

環境保全措置の例としては次のようなものがある。 

（１）工事の施工中 

・ 工法の再検討（発破の代替手段検討） 

・ 工事時間の制限 

（２）工事の施工後 

・ 環境施設帯等の緩衝地帯の設置 

・ エンジン等へのサイレンサーの取り付け 

・ 管理・運営による低減（風力発電施設等の運転時間

の調整等） 

・ 住居の防音工事 

 

 

(３) 評価の手法 

低周波音発生源に対する発生防止対策、周辺環境

への影響の低減措置等について明らかにすることに

より、当該事業による低周波音による影響について、

事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避又は低

減されているか否かを明らかにする。 

また、必要に応じて、国、県、市町村の低周波音

に関する計画や指針等に定められた目標や、科学的知

見等との整合性についても明らかにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【説 明】 

環境保全措置を踏まえ、事業者の実行可能な範囲でより良い

技術が取り入れられているかを検討し、対象事業が環境に与え

る影響が回避・低減されているか否かについて評価する。 

また、必要に応じて、国、県、市町村の計画や指針等

に定められた目標や、科学的知見等を参考指標とし、こ

れらの参考指標との整合性について明らかにする。 
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改正案 現行 

４ 振動 

(１) 調査の手法 

ア 調査すべき情報 

調査すべき情報は、対象事業の実施が振動レベ

ルに及ぼす影響を適切に把握し得るよう配慮し

て、次に掲げる項目の中から予測及び評価を行う

ために必要なものを選定する。 

（ア） 振動レベルの状況 

（イ） 振動発生源の状況 

（ウ） その他（地盤の状況、土地利用の状況、対

象事業の計画の状況 等） 

 

 

 

 

 

 

 

イ 調査の基本的な手法 

調査は、既存資料及び文献の収集により行うこ

とを基本とし、必要に応じて現地調査を行う。 

なお、現地調査を行う場合は、次に掲げるとこ

ろによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ア） 環境振動の測定方法 

環境振動の測定方法は、日本工業規格Z8735

に定める方法又はその他の適切な方法による

ものとする。 

（イ） 特定振動の測定方法 

a 工場、事業場振動 

工場、事業場振動の測定方法は、「特定

工場等において発生する振動の規制に関す

る基準」（昭和51年環境庁告示第90号）に定

める方法又はその他の適切な方法によるも

のとする。 

b 道路交通振動 

道路交通振動の測定方法は、「振動規制

３ 振動 

(１) 調査の手法 

ア 調査すべき情報 

調査すべき情報は、対象事業の実施が振動レベ

ルに及ぼす影響を適切に把握し得るよう配慮し

て、次に掲げる項目の中から予測及び評価を行う

ために必要なものを選定する。 

（ア） 振動レベルの状況 

（イ） 振動発生源の状況 

（ウ） その他 

 

イ 調査地域 

調査地域は、対象事業の実施により振動レベル

が影響を受けるおそれのある範囲を含む地域と

し、地盤条件、既存の発生源、住宅の密集度等を

勘案して定める。 

なお、学校、病院等の施設がある場合には、当

該施設における振動レベルについても調査する。

ウ 調査方法 

調査は、既存資料及び文献の収集により行うこ

とを基本とし、必要に応じて現地調査を行う。 

なお、現地調査を行う場合は、次に掲げるとこ

ろによる。 

（ア） 調査地点 

調査地域の範囲内において振動レベルの変

化を的確に把握できる地点とする。 

（イ） 調査期間及び頻度 

調査期間及び頻度は、原則として、年間の変

動が把握できる程度とし、昼間及び夜間の区分

ごとに行う。 

（ウ） 調査方法 

a 環境振動の測定方法 

環境振動の測定方法は、日本工業規格

Z8735に定める方法又はその他の適切な方法

によるものとする。 

b 特定振動の測定方法 

(a) 工場、事業場振動 

工場、事業場振動の測定方法は、特定

工場等において発生する振動の規制に関

する基準（昭和51年環境庁告示第90号）

に定める方法又はその他の適切な方法に

よるものとする。 

(b) 道路交通振動 

道路交通振動の測定方法は、振動規制
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法施行規則」（昭和51年総理府令第58号）第

12条に定める方法又はその他の適切な方法

によるものとする。 

c 鉄道、軌道等振動 

鉄道、軌道等振動の測定方法は、「環境

保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策に

ついて（勧告）」（昭和51年環大特第32号）

に定める方法又はその他の適切な方法によ

るものとする。 

d 建設作業振動 

建設作業振動の測定方法は、「振動規制

法施行規則」第11条に定める方法又はその他

の適切な方法によるものとする。 

ウ 調査地域 

調査地域は、対象事業の実施により振動レベル

が影響を受けるおそれのある範囲を含む地域と

し、地盤条件、既存の発生源、住宅の密集度等を

勘案して定める。 

なお、学校、病院等の施設がある場合には、当

該施設における振動レベルについても調査する。

エ 調査地点 

現地調査を行う場合の調査地域の範囲内にお

いて振動レベルの変化を的確に把握できる地点と

する。 

オ 調査期間等 

現地調査を行う場合の調査期間等は、原則とし

て、代表的な振動の状況を把握できる程度とし、

昼間及び夜間の区分ごとに行う。また地盤の状況

の把握のため地盤卓越振動を測定する場合は10回

以上の測定を行う。 

 

法施行規則（昭和51年総理府令第58号）

第12条に定める方法又はその他の適切な

方法によるものとする。 

(c) 鉄道、軌道等振動 

鉄道、軌道等振動の測定方法は、環境

保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策

について（勧告）（昭和51年３月12日環

大特第32号）に定める方法又はその他の

適切な方法によるものとする。 

(d) 建設作業振動 

建設作業振動の測定方法は、振動規制

法施行規則第11条に定める方法又はその

他の適切な方法によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【説  明】 

１ 調査すべき情報 

（１）振動レベルの状況 

環境振動及び工場、事業場、道路、鉄道等の振動レベ

ルの状況について調査する。 

（２）振動発生源の状況 

工場、事業場、道路、鉄道等の分布状況及び発生状況

について調査する。 

（３）その他 

ア 地盤の状況 

振動の伝搬に影響を及ぼす地盤の状況について調査

する。 

イ 土地利用の状況 

学校、病院、住宅等の分布や土地利用の状況につい

【説  明】 

１ 調査すべき情報 

（１）振動レベルの状況 

環境振動及び工場、事業場、道路、鉄道等の振動レベ

ルの状況について調査する。 

（２）振動発生源の状況 

工場、事業場、道路、鉄道等の分布状況及び発生状況

について調査する。 

 

（３）地形及び工作物の状況 

振動の伝搬に影響を及ぼす地形及び地質の状況につい

て調査する。 

（４）土地利用の状況 

学校、病院、住宅等の分布や土地利用の状況について
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て調査する。 

ウ 対象事業の計画の状況 

対象事業の計画の状況について調査する。具体的に

は、以下のような内容が考えられる。 

・建設・造成作業の種類及び期間、使用機械の種類、

能力、用途、配置及び使用時間並びに使用機械の振

動の特性 

・供用開始後の振動発生施設の種類、能力、用途、配

置、使用時間及び振動の特性・道路、鉄道、軌道等

の用に供する施設の位置、規模、構造及び供用の方

法 

・自動車の種類ごとの交通量及び振動の特性 

・鉄道、軌道等の車両の運行方法及び車両の種類ごと

の振動の特性 

 

調査する。 

（５）対象事業の計画の状況 

次に掲げる対象事業の計画の状況について調査する。

 

・建設・造成作業の種類及び期間、使用機械の種類、能

力、用途、配置及び使用時間並びに使用機械の振動の

特性 

・供用開始後の振動発生施設の種類、能力、用途、配置、

使用時間及び振動の特性・道路、鉄道、軌道等の用に

供する施設の位置、規模、構造及び供用の方法 

・自動車の種類ごとの交通量及び振動の特性 

・鉄道、軌道等の車両の運行方法及び車両の種類ごとの

振動の特性 

 

(２) 予測の手法 

ア 予測項目 

予測項目は、振動レベルとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 予測の基本的な手法 

予測の基本的な手法は、対象となる事業特性及び

地盤性状等を考慮して、振動伝搬理論による方法、

既存事例の引用又は解析等により行う。 

なお、予測に当たっては、対象事業の計画諸元

をもとに、振動発生源の種類・構造・分布、交通

量、車種構成等予測の前提となる条件についてあ

らかじめ整理しておく。 

ウ 予測地域 

予測地域の範囲は、対象事業の実施による振動

が環境に影響を及ぼすおそれのある地域とする。

エ 予測地点 

予測地点は、地域を代表する地点、特に環境影

響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象へ

の環境影響を的確に把握できる地点、その他予測

に適切かつ効果的な地点を選定する。 

オ 予測対象時期等 

予測を行う時期等は、工事の施工中の代表的な

時期及び時間帯、工事の施工後における事業活動

(２) 予測の手法 

ア 予測項目 

予測項目は、振動レベルとする。 

イ 予測時期等 

予測を行う時期等は、工事の施工中の代表的な

時期及び時間帯並びに工事の施工後における事業

活動が定常に達した時期及び時間帯とし、時間帯

については、規制基準の区分に配慮して定める。

ウ 予測地域 

予測地域の範囲は、対象事業の実施による振動

が環境に影響を及ぼすおそれのある地域とする。

エ 予測方法 

予測方法は、対象となる事業特性及び地盤性状等

を考慮して、振動伝搬理論による方法、既存事例の

引用又は解析等により行う。 

なお、予測に当たっては、対象事業の計画諸元

をもとに、振動発生源の種類・構造・分布、交通

量、車種構成等予測の前提となる条件についてあ

らかじめ整理しておく。 
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が定常に達した時期及び時間帯並びに振動の影響

が最大になる時期（最大になる時期を設定するこ

とができる場合に限る。）及び時間帯とし、時間

帯については、規制基準の区分に配慮して定める。

また、工事の施工後においては、必要に応じて中

間的な時期も対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

【説 明】 

１ 予測項目 

予測項目は振動レベルとし、併せて伝搬状況についても把握

する。 

 

 

 

２ 予測の基本的な手法 

予測の基本的な手法は、次のとおりである。 

（１）工場、事業場振動 

工場、事業場振動は、地盤を通じての伝搬や距離減衰

だけでなく工場建屋の構造、発生源施設の位置等に影響

を受けるため、予測式として一般化するのは困難である。

このため、予測に当たっては、各種の作業機械や防振

対策別の振動レベルの測定結果を基に、類似事例から振

動レベルとその予測範囲を推定する。 

参考として、予測式の例を次に示す。 

○ 地面を半無制限の均質な弾性体と仮定すると、１点を中

心として広がる波動は、幾何減衰と呼ばれる距離のｎ乗に

反比例する減衰の項と、土地の内部定数による項との関数

として次式により表される。 

)(68.8log20 0
0

0 rr
r
rLL

n

r −−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= α  

Ｌr ：振動発生源からr(m)の距離における振動レベ

ル（予測値dB） 

Ｌ0 ：振動発生源からr0(m)の距離における振動レベ

ル（実測値dB） 

n ：半無限の自由表面を伝わる実体波の場合

n=2(倍距離-12dBに相当) 

無限体を伝搬する実体波の場合n=1(倍距離

-6dBに相当) 

表面波の場合n=1/2(倍距離-3dBに相当) 

α ：地盤の内部減衰(粘土：0.01～0.02、シルト：

0.02～0.03) 

α=(2πf/V)h 

f ：周波数(Hz) 

V ：伝搬速度(m/s) 

h ：損失係数(岩：0.01,砂、シルト：0.1,粘土、粘

【説 明】 

１ 予測項目 

予測項目は振動レベルとし、併せて伝搬状況についても把握

する。 

２ 予測地域 

予測地域のうち、地域の特性に応じて代表地点を選定する。

その際、学校、病院、住宅等の分布状況についても考慮する。

３ 予測方法 

標準的な予測方法は、次のとおりである。 

（１）工場、事業場振動 

工場、事業場振動は、地盤を通じての伝搬や距離減衰

だけでなく工場建屋の構造、発生源施設の位置等に影響

を受けるため、予測式として一般化するのは困難である。

このため、予測に当たっては、各種の作業機械や防振

対策別の振動レベルの測定結果を基に、類似事例から振

動レベルとその予測範囲を推定する。 

参考として、予測式の例を次に示す。 

○ 地面を半無制限の均質な弾性体と仮定すると、１点を中

心として広がる波動は、幾何減衰と呼ばれる距離のｎ乗に

反比例する減衰の項と、土地の内部定数による項との関数

として次式により表される。 

)(68.8log20 0
0

0 rr
r
rLL

n

r −−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= α  

Ｌr ：振動発生源からr(m)の距離における振動レベ

ル（予測値dB） 

Ｌ0 ：振動発生源からr0(m)の距離における振動レベ

ル（実測値dB） 

n ：半無限の自由表面を伝わる実体波の場合

n=2(倍距離-12dBに相当) 

無限体を伝搬する実体波の場合n=1(倍距離

-6dBに相当) 

表面波の場合n=1/2(倍距離-3dBに相当) 

α ：地盤の内部減衰(粘土：0.01～0.02、シルト：

0.02～0.03) 

α=(2πf/V)h 

f ：周波数(Hz) 

V ：伝搬速度(m/s) 

h ：損失係数(岩：0.01,砂、シルト：0.1,粘土、粘
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土質土壌：0.5) 

（出典:｢公害振動の予測手法｣（昭和61年、塩田正純）)

（２）道路交通振動 

道路構造を考慮した予測式を用いることとする。 

予測式の例として、旧建設省土木研究所の式を示す。

 

○ 建設省土木研究所式 

この式は、１台の自動車が走行した場合の振動レベル

を設定してモンテカルロ法による交通流を用いてシミュ

レーションを行い、各種の補正項を組み合わせて一般性

を持たせたものであり、環境影響評価法に基づく国土交

通省所管道路事業の環境影響評価に採用されてきた。 

 

lsf

dMcVbQaL
αααασ −++

+++= ∗

　　＋

1010101010 loglog)(loglog

Ｌ10 ：振動レベルの80%レンジの上端値の予測値(dB)

Q* ：500秒間の１車線当り等価交通量(台/500秒/

車線) 

=(500/3600)×(1/M)×(Q1+12Q2) 

Q1 ：小型車時間交通量(台/時) 

Q2 ：大型車時間交通量(台/時) 

V ：平均走行速度(km/h) 

M ：上下車線合計の車線数 

ασ ：路面の平坦性による補正値(dB) 

αf ：地盤卓越振動数による補正値(dB) 

αs ：道路構造による補正値(dB) 

αl ：距離減衰値(dB) 

a,b,c,d：定数 

土質土壌：0.5) 

(出典:｢公害振動の予測手法｣;塩田正純) 

（２）道路交通振動 

道路構造を考慮した予測式を用いることとする。 

予測式の例として、建設省土木研究所の式を示す。 

 

○ 建設省土木研究所式 

この式は、１台の自動車が走行した場合の振動レベル

を設定してモンテカルロ法による交通流を用いてシミュ

レーションを行い、各種の補正項を組み合わせて一般性

を持たせたものであり、閣議決定による環境影響評価実

施要綱に基づく建設省所管道路事業の環境影響評価に採

用されてきた。 

lsf

dMcVbQaL
αααασ −++

+++= ∗

　　＋

1010101010 loglog)(loglog
 

Ｌ10 ：振動レベルの80%レンジの上端値の予測値(dB)

Q* ：500秒間の１車線当り等価交通量(台/500秒/

車線) 

=(500/3600)×(1/M)×(Q1+12Q2) 

Q1 ：小型車時間交通量(台/時) 

Q2 ：大型車時間交通量(台/時) 

V ：平均走行速度(km/h) 

M ：上下車線合計の車線数 

ασ ：路面の平坦性による補正値(dB) 

αf ：地盤卓越振動数による補正値(dB) 

αs ：道路構造による補正値(dB) 

αl ：距離減衰値(dB) 

a,b,c,d：定数 
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各補正値及び定数の一覧は、次表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：「道路環境影響評価の技術手法 第二巻 2007改訂版」（平成19年、財団法人道路環境研究所） 

 

（３）鉄道、軌道等振動 

鉄道、軌道等振動は、一般的に適用し得る予測手法は

確立されておらず、既存の知見及び実測データからの類

推によっているのが現状であり類似の実測事例や回帰式

等を参考として予測を行う。 

参考として、予測式の例を次に示す。 

ア 在来線 

（ア）距離と振動レベルの関係 

平坦：ＶＬ=86‐19log(r)(標準偏差；3.1dB) 

高架：ＶＬ=65‐9log(r)(標準偏差；3.0dB) 

ＶＬ ：振動レベル 

r  ：最寄りの線路の中心線から距離で5～40mとす

る。 

（イ）走行速度と振動レベルの関係 

ロングレール区間 

:ＶＬ= 0.17Ｖ＋55（標準偏差;1.9dB） 

レール継目中間点 

:ＶＬ= 0.13Ｖ＋62（標準偏差;1.6dB） 

レール継目 

:ＶＬ= 0.15Ｖ＋63（標準偏差;1.3dB） 

ＶＬ：最寄りの線路の中心線から10ｍ地点における

方向の振動レベル 

Ｖ ：走向速度 

（３）鉄道、軌道等振動 

鉄道、軌道等振動は、一般的に適用し得る予測手法は

確立されておらず、既存の知見及び実測データからの類

推によっているのが現状であり類似の実測事例や回帰式

等を参考として予測を行う。 

参考として、予測式の例を次に示す。 

ア 在来線 

（ア）距離と振動レベルの関係 

平坦：ＶＬ=86‐19log(r)(標準偏差；3.1dB) 

高架：ＶＬ=65‐9log(r)(標準偏差；3.0dB) 

ＶＬ ：振動レベル 

r  ：最寄りの線路の中心線から距離で5～40mとす

る。 

（イ）走行速度と振動レベルの関係 

ロングレール区間 

:ＶＬ= 0.17Ｖ＋55（標準偏差;1.9dB） 

レール継目中間点 

:ＶＬ= 0.13Ｖ＋62（標準偏差;1.6dB） 

レール継目 

:ＶＬ= 0.15Ｖ＋63（標準偏差;1.3dB） 

ＶＬ：最寄りの線路の中心線から10ｍ地点におけ

る方向の振動レベル 

Ｖ ：走向速度 
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（出典：｢東京都環境影響評価技術指針関係資料集｣（昭和63

年、東京都環境保全局）） 

イ 地下鉄 

東京と近辺の一般地盤を対象とした以下の経験式を

利用した予測を行う。 

)Z/Zlog(20)Y/Ylog(24)X/Xlog(20KL 000 +−−=  

Ｌ ：地表面振動の鉛直振動レベル 

Ｘ ：トンネルからの距離 50m>Ｘ>3m 

Ｘ0  ：Ｘの基準値（トンネル形式により異なる） 

Ｙ ：トンネル重量 150t/m>Ｙ>30t/m 

Ｙ0  ：Ｙの基準値（トンネル形式により異なる） 

Ｚ ：列車走行速度 75km/h>Ｚ>30km/h 

Ｚ0  ：Ｚの基準値（トンネル形式により異なる） 

Ｋ ：軌道別の振動レベルの基準値 

 

 

 

 

 

 

（４）建設作業振動 

建設作業振動の予測では、発生源での振動レベルを設

定するとともに、振動伝搬する地盤における距離減衰特

性を推定し、それらを基に予測値を算出する。 

    )(68.8)/log(15 000 rrrrLL vrvr −−−= α  

Lvr ：予測点における振動レベル(dB) 

Lvr0 ：基準点における振動レベル(dB) 

ｒ :振動発生源から予測点までの距離(m) 

r o ：振動発生源から基準点までの距離(m) 

α ：内部減衰係数(0.01≦α≦0.04) 

（出典：「建設作業振動対策マニュアル」（平成６年、社団法

人日本建設機械化協会）） 

３ 予測地域 

予測地域のうち、地域の特性に応じて代表地点を選定する。

その際、学校、病院、住宅等の分布状況についても考慮する。

４ 予測対象時期等 

予測対象時期等は、次に掲げる時期のうち必要な時期とす

る。 

（１）対象事業に係る工事の実施中の予測は、工事に伴

う影響が最大になると予測される時期等影響を適切に

予測し得る時期とする。 

（２）対象事業に係る土地又は工作物の存在及び供用後

の予測は、工事完了後、事業活動が定常状態に達した

時期及び影響が最大になる時期（最大になる時期を設

定することができる場合に限る。）とする。 

(出典：｢東京都環境影響評価技術指針関係資料集｣；東京都環

境保全局) 

イ 地下鉄 

（ア）複線開削箱型及び複線シールドトンネル 

)40/log(20)40/log(20)3/log(20 2.1 ZYXAL +−−=  

Ｌ ：地表面振動の鉛直振動レベル 

Ｘ ：トンネルからの距離 50m>Ｘ>3m 

Ｙ ：トンネル重量 150t/m>Ｙ>30t/m 

Ｚ ：列車走行速度 75km/h>Ｚ>30km/h 

Ａ ：軌道種別による振動レベル 

 （イ）単線シールドトンネル 

)40/log(20)20log(20)15/log(20 2.1 ZYXAL +−−−=  

Ｌ ：地表面振動の鉛直振動レベル 

Ｘ ：トンネルからの距離 50m>Ｘ>3m 

Ｙ ：トンネル重量 150t/m>Ｙ>30t/m 

Ｚ ：列車走行速度 75km/h>Ｚ>30km/h 

Ａ ：軌道種別による振動レベル 

(出典：「地下鉄における防振工法」；風巻友治,第１回環境振動

シンポジウム“交通機関と環境振動”,日本建築学会環境工学

委員会環境振動分科会83-1資料，pp25-33 

（４）建設作業振動 

建設作業振動の予測では、発生源での振動レベルを設

定するとともに、振動伝搬する地盤における距離減衰特

性を推定し、それらを基に予測値を算出する。 

)/(68.8)/log(15 000 rrrrLL vrvr α−−=  

Lvr ：予測点における振動レベル(dB) 

L vr0 ：基準点における振動レベル(dB) 

ｒ :振動発生源から予測点までの距離(m) 

r o ：振動発生源から基準点までの距離(m) 

α ：内部減衰係数(0.01≦α≦0.04) 

（出典：「建設作業振動対策マニュアル」；社団法人日本建設

機械化協会） 
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（３）対象事業に係る自動車の走行の予測は、計画交通

量等の発生が見込まれるか、又は定常状態になる時期

とする。また、必要に応じて暫定供用時等の中間的な

時期も対象とする。 

 

 (３) 環境保全措置 

環境保全措置は、工事の施工中及び工事の施工後

の各段階にわたり検討を行うものとする。 

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・

構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複

数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の

回避、低減が図られたかについての検討内容を明らか

にすること。 

 

 

【説 明】 

環境保全措置の例としては次のようなものがある。 

（１）工事の施工中 

・ 低振動型建設機械の使用 

・ 低振動の工法の採用 

・ 工事時間の制限 

（２）工事の施工後 

・ 防振材の使用 

・ 車両の走行時間の制限 

 

 

(４) 評価の手法 

振動発生源に係る低減措置、周辺環境への影響の

低減措置等について明らかにすることにより、当該事

業による振動の影響について、事業者の実行可能な範

囲内でできる限り回避又は低減されているか否かを

明らかにする。 

また、予測の結果と振動に係る規制基準等との整

合性についても明らかにする。 

 

(３) 評価の手法 

振動発生源に係る低減措置、周辺環境への影響の

低減措置等について明らかにすることにより、当該事

業による影響をどのように回避し、又は低減したのか

説明する。 

また、予測の結果と振動に係る規制基準等との対

比を行う。 

 

【説 明】 

環境保全措置を踏まえ、事業者の実行可能な範囲でより良い

技術が取り入れられているかを検討し、対象事業が環境に与え

る影響が回避・低減されているか否かについて評価する。 

また、規制基準、鳥取県環境基本計画、その他の国又

は地方公共団体による環境の保全の観点からの施策によ

って基準又は目標が定められている場合は、これらの目

標との整合が測られているかどうかを明らかにする。 
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改正案 現行 

５ 悪臭 

(１) 調査の手法 

ア 調査すべき情報  

調査すべき情報は、対象事業の実施が悪臭に及

ぼす影響を適切に把握し得るよう配慮して、次に

掲げる項目の中から予測及び評価を行うために必

要なものを選定する。 

（ア）悪臭物質の濃度等の状況 

a.「悪臭防止法」（昭和46年法律第91号）第２

条第１項に規定する特定悪臭物質の濃度 

b. 「悪臭防止法」第２条第２項に規定する臭

気指数 

 

c.その他の悪臭物質の濃度 

（イ）悪臭の発生源の状況 

（ウ）気象の状況 

（エ）その他（地形及び工作物の状況、土地利用の

状況、対象事業の計画の状況 等） 

 

 

 

 

 

 

イ 調査の基本的な手法 

調査は、既存資料及び文献の収集により行うこ

とを基本とし、必要に応じて現地調査を行う。 

なお、現地調査を行う場合は、「特定悪臭物質

の測定の方法」（昭和47年環境庁告示第９号)若し

くは「臭気指数の算定の方法」(平成７年環境庁告

示第63号)に定める方法又はその他の適切な方法

によるものとする。 

また、気象調査は、「地上気象観測指針」に定

める方法等により、風向、風速等について行う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 悪臭 

(１) 調査の手法 

ア 調査すべき情報  

調査すべき情報は、対象事業の実施が悪臭に及

ぼす影響を適切に把握し得るよう配慮して、次に

掲げる項目の中から予測及び評価を行うために必

要なものを選定する。 

（ア）悪臭物質に関する濃度の状況 

a.悪臭防止法（昭和46年法律第91号）第２条第

１項に規定する特定悪臭物質の濃度 

b.悪臭防止法第２条第２項に規定する臭気指

数 

c.臭気強度 

d.その他の悪臭物質の濃度 

（イ）悪臭の発生源の状況 

（ウ）気象の状況 

（エ）その他 

 

イ 調査地域 

調査地域は、対象事業の実施により悪臭の影響

を受けるおそれのある範囲を含む地域とし、地形、

既存の発生源、住宅の密集度等を勘案して定める。

なお、学校、病院等の施設がある場合には、当

該施設における悪臭についても調査する。 

ウ 調査方法 

調査は、既存資料及び文献の収集により行うこ

とを基本とし、必要に応じて現地調査を行う。 

なお、現地調査を行う場合は、次に掲げるとこ

ろによる。 

（ア）調査地点 

現地調査を行う場合の調査地点は、対象事業

の内容、気象の状況、地形、土地利用等を勘案

し、調査地域の範囲内において悪臭の濃度等の

変化を的確に把握できる地点とする。 

（イ）調査期間及び頻度 

調査期間及び頻度は、気象の状況等を考慮し

て、悪臭の実態を把握し得る程度とする。 

（ウ）調査方法  

測定方法は、特定悪臭物質の測定の方法（昭

和47年環境庁告示第９号)若しくは臭気指数の

算定の方法(平成７年環境庁告示第63号)に定

める方法又はその他の適切な方法によるもの

とする。 

また、気象調査は、地上気象観測指針に定める
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ウ 調査地域 

調査地域は、対象事業の実施により悪臭の影響

を受けるおそれのある範囲を含む地域とし、地形、

既存の発生源、住宅の密集度等を勘案して定める。

なお、学校、病院等の施設がある場合には、当

該施設における悪臭についても調査する。 

エ 調査地点 

現地調査を行う場合の調査地点は、対象事業の

内容、気象の状況、地形、土地利用等を勘案し、

調査地域の範囲内において悪臭の濃度等の変化を

的確に把握できる地点とする。 

オ 調査期間等 

現地調査を行う場合の調査期間等は、気象の状

況等を考慮して、悪臭の実態を把握し得る程度と

する。 

 

方法等により、風向、風速等について行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【説 明】 

１ 調査すべき情報 

（１） 悪臭物質の濃度等の状況 

大気中の特定悪臭物質の濃度及び臭気指数（又は臭

気濃度）の状況について調査する。 

悪臭物質の調査対象項目は、対象事業の特性を考慮

して次の特定悪臭物質から選定する。 

 

アンモニア、メチルメルカブタン、硫化水素、硫化メチル、

二硫化メチル、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオ

ンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒ

ド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブ

タノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、ス

チレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草

酸、イソ吉草酸 

 

（２） 悪臭の発生源の状況 

工場、事業場、廃棄物処理施設等の主要な悪臭発生源

の分布状況について調査する。 

（３） その他 

ア 気象状況 

悪臭物質の移流、拡散等に影響を及ぼす風向、風速、

気温、湿度について調査する。 

 

イ 地形及び工作物の状況 

悪臭物質の移流、拡散等に影響を及ぼす地形及び工

作物の位置、規模等について調査する。 

ウ 土地利用の状況 

学校、病院、住宅等の分布や土地利用の状況につい

【説 明】 

１ 調査すべき情報 

（１）悪臭物質に関する濃度の状況 

大気中の特定悪臭物質の濃度及び臭気指数（又は臭

気濃度）の状況について調査する。 

調査対象項目は、対象事業の特性を考慮して次の特

定悪臭物質から選定する。 

 

アンモニア、メチルメルカブタン、硫化水素、硫化メチル、

二硫化メチル、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオ

ンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒ

ド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブ

タノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、ス

チレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草

酸、イソ吉草酸 

 

（２） 悪臭の発生源の状況 

工場、事業場、廃棄物処理施設等の主要な悪臭発生源

の分布状況について調査する。 

 

（３） 気象状況 

悪臭物質の移流、拡散等に影響を及ぼす風向、風速、

気温、日照、日射量、放射量収支、雲量又は雲型につい

て調査する。 

（４） 地形及び工作物の状況 

悪臭物質の移流、拡散等に影響を及ぼす地形及び工作

物の位置、規模等について調査する。 

（５） 土地利用の状況 

学校、病院、住宅等の分布や土地利用の状況について

《特定悪臭物質》 《特定悪臭物質》
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て調査する。 

エ 対象事業の計画の状況 

対象事業の計画の状況について調査する。具体的に

は、以下のような内容が考えられる。 

・悪臭を排出する施設の種類、規模、能力、構造、

用途、配置、使用方法及び使用時間並びに悪臭を

排出する排出口、排出ガス量、排出濃度、臭気排

出強度等 

・悪臭を排出する作業において使用する原材料の種

類、使用方法及び使用量 

・廃棄物の埋立てを実施する区域の範囲、面積、期間

及び埋立ての方法 

２ 調査の基本的な手法 

調査範囲内に、地域気象観測所、大気常時監視測定局等

公的な機関が実施した１年以上の連続観測結果が存在す

る場合は、これらを利用する。これらの結果が無い場合又

は不足する場合は、現地調査を実施するか、又は隣接地域

の結果を収集し、調査範囲内の気象や大気汚染状況を代表

し得ることを確認する。なお、現地調査時の風向、風速、

気温、湿度を記録する。 

３ 調査地域 

調査地点は、地形、土地利用の状況及び既存の悪臭の発

生源の分布、調査時の風向を考慮して設定する。 

 

調査する。 

（６） 対象事業の計画の状況 

次に掲げる対象事業の計画の状況について調査する。

 

・悪臭を排出する施設の種類、規模、能力、構造、用

途、配置、使用方法及び使用時間並びに悪臭を排出

する排出口、排出ガス量、排出濃度等 

・悪臭を排出する作業において使用する原材料の種類、

使用方法及び使用量 

・廃棄物の埋立てを実施する区域の範囲、面積、期間

及び埋立ての方法 

 

２ 調査方法 

調査範囲内に、地域気象観測所、大気常時監視測定局等

公的な機関が実施した１年以上の連続観測結果が存在す

る場合は、これらを利用する。これらの結果が無い場合又

は不足する場合は、現地調査を実施するか、又は隣接地域

の結果を収集し、調査範囲内の気象や大気汚染状況を代表

し得ることを確認する。 

調査地点は、地形、土地利用の状況及び既存の大気汚染

物質の発生源の分布を考慮して設定する。 

(2) 予測の手法 

ア 予測項目 

予測項目は、対象事業の実施に伴って排出される悪

臭物質の濃度、臭気指数等とする。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 予測の基本的な手法 

予測の基本的な手法は、事業特性及び地域特性を

考慮して、次に掲げる方法又はこれらと同等以上の信

頼性を有する方法の中から適切なものを選択し、又は

組み合わせる。 

（ア）大気拡散式による方法 

（イ）発生源でのＯ.Ｅ.Ｒ(臭気排出強度)、Ｔ.Ｏ.Ｅ.

Ｒ(総臭気排出強度)からの推定 

（ウ）類似例による方法 

（エ）その他の方法 

(2) 予測の手法 

ア 予測項目 

予測項目は、対象事業の実施に伴って排出される悪

臭物質の濃度又は臭気強度とする。 

イ 予測時期 

予測を行う時期は、工事の施工中の代表的な時期

及び工事の施工後における事業活動が定常に達した

時期とする。 

ウ 予測地域 

予測地域の範囲は、対象事業の実施による悪臭が環

境に影響を及ぼすおそれがある地域とする。 

エ 予測方法 

予測方法は、事業特性及び地域特性を考慮して、

次に掲げる方法又はこれらと同等以上の信頼性を有

する方法の中から適切なものを選択し、又は組み合わ

せる。 

 

（ア）大気拡散式及びＯ.Ｅ.Ｒ(臭気排出強度)、Ｔ.

Ｏ.Ｅ.Ｒ(総臭気排出強度)による方法 

（イ）類似例による方法 

（ウ）その他の方法 
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なお、予測に当たっては、対象事業の計画諸元をも

とに、臭気排出強度、排出条件等及び事業実施区域に

おける気象条件等予測の前提となる条件についてあら

かじめ整理しておく。 

ウ 予測地域 

予測地域の範囲は、対象事業の実施による悪臭が環

境に影響を及ぼすおそれがある地域とする。 

エ 予測対象時期等 

予測を行う時期は、工事の施工中の代表的な時期、

工事の施工後における事業活動が定常に達した時期並

びに悪臭の影響が最大になる時期（最大になる時期を

設定することができる場合に限る。）とする。 

 

なお、予測に当たっては、対象事業の計画諸元をも

とに、排出物質の臭気強度、排出条件等及び事業実施

区域における気象条件等予測の前提となる条件につい

てあらかじめ整理しておく。 

 

 

 

 

 

 

【説明】 

１ 予測項目 

予測項目は、悪臭物質の濃度又は臭気指数等とし、併

せてその分布状況についても把握する。 

２ 予測の基本的な手法 

(1)大気拡散式による方法 

大気の拡散式として広く用いられているパフ式、ブ

ルーム式を利用して、悪臭の濃度分布を把握する方法

である。この際、悪臭の指標として、Ｏ.Ｅ.Ｒ(臭気排

出強度)又はＴ.Ｏ.Ｅ.Ｒ(総臭気排出強度)を用い、建

物の影響による拡散場の乱れや排ガスの上昇過程を考

慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【説明】 

１ 予測項目 

予測項目は、悪臭物質の濃度又は臭気強度とし、併せ

てその分布状況についても把握する。 

２ 予測方法 

(1)大気拡散式及びＯ.Ｅ.Ｒ(臭気排出強度)、Ｔ.Ｏ.Ｅ.

Ｒ(総臭気排出強度)による方法 

大気の拡散式として広く用いられているパフ式、ブ

ルーム式を利用して、悪臭の濃度分布を把握する方法

である。この際、悪臭の指標として、Ｏ.Ｅ.Ｒ(臭気排

出強度)又はＴ.Ｏ.Ｅ.Ｒ(総臭気排出強度)を用いる。

○Ｏ.Ｅ.Ｒ(臭気排出強度）、Ｔ.Ｏ.Ｅ.Ｒ( 総臭気排出強度) 

Ｏ.Ｅ.Ｒ(臭気排出強度)   ：臭気濃度に排気ガス量を乗

じた値を言う。 

Ｔ.Ｏ.Ｅ.Ｒ(総臭気排出強度)：臭気排出源が複数存在する

場合に、個々の臭気排出強度を加算

し、その合計を言う。  

ア 無風時( 風速1m/s以下の場合) 

無風時( 風速1m/s以下の場合)は、次のパフ式を用い

る。 

)2/(),,( 2/3
zyxQzyxC σσσπ=  

2222 /2/)(exp( yx yUtx σσ −−−  

イ 有風時 

有風時には、次のブルーム式を用いる。 

  { })/(),( UQyxC zyσπσ=  

)2/exp()2/exp( 2222
zy Hey σσ −−  

x ：風向に沿った風下距離(m) 

y ：軸に垂直な水平距離(m) 

U ：風速(m/s) 

Q ：臭気排出強度(0dor Emission Rate ) (㎥N/s)

H e ：有効煙突高（m） 

t ：経過時間 
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 (2)発生源でのO.E.R (臭気排出強度)、T.O.E.R (総臭気

排出強度)からの推定 

T.O.E.Rの値から、大まかに臭気の影響の起こり具

合、臭気到達距離、苦情範囲を経験的に推定する。 

Ｔ.Ｏ.Ｅ.Ｒ 悪臭公害の起こ

り具合 

臭気到達距離、苦情範囲

104以下 一般的には起こ

らない 

 

105～106 小規模の影響が

あるか、可能性が

内在している 

最大到達距離：1～2km 

苦情は500m以内が中心 

107～108 小・中規模の影響

あり 

最大到達距離：2～4km 

苦情は1km以内が中心 

109～1010 大規模の影響あ

り 

最大到達距離：10km以内

苦情は2～3km以内が中心

1011～1012 最大の発生源で、

例はない 

最大到達距離：数10km 

苦情は4～6km以内が中心

参照：「「最新」においの用語と解説（改訂版）」（平成10年、臭気

対策研究会） 

(3)類似例による方法 

類似性の高い対象事業を参考にする方法で、類似事

例の選定が重要である。 

類似事業の選定の項目は、次のとおりである。 

・発生源での臭気排出強度及びその時間変動 

・発生源での排出状況(煙突高、有効煙突高) 

・年間を通しての気温、湿度、大気安定度、風向頻度、

風速頻度等の気象要因 

・環境における臭気の有無等 

３ 予測地域 

予測地域における調査地点は、地域の特性を考慮し、地域を

代表する地点を設定する。 

４ 予測対象時期等 

予測対象時期は、次に掲げる時期のうち必要な時期とする。

（１）対象事業に係る工事の実施中の予測は、工事に伴

う影響が最大になると予測される時期等影響を適切に

予測し得る時期とする。 

σx  ：x軸方向の臭気濃度の拡散幅(標準偏差)。

無風時にはσx=σy=α･tとなり、α(拡散パラメ

ーター) は大気安定度により異なる。 

σy ：y 軸方向の臭気濃度の標準偏差、臭気濃度

の水平幅ともいい、xの関数で表される。一般的

にはパスキル・ギフォードの安定度曲線により

求められる。(m) 

σz ： z軸方向の臭気濃度の標準偏差、臭気濃度

の鉛直幅ともいい、xの関数で表される。一般的

にはパスキル・ギフォードの安定度曲線により

求められる。(m) 

C(x,y) ：地点（x,y）における臭気濃度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)類似例による方法 

類似性の高い対象事業を参考にする方法で、類似事

例の選定が重要である。 

類似事業の選定の項目は、次のとおりである。 

・発生源での臭気排出強度及びその時間変動 

・発生源での排出状況(煙突高、有効煙突高) 

・年間を通しての気温、湿度、大気安定度、風向頻度、

風速頻度等の気象要因 

・環境における臭気の有無、臭気強度等 
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（２）対象事業に係る土地又は工作物の存在及び供用後

の予測は、工事完了後、事業活動が定常状態に達した

時期及び影響が最大になる時期（最大になる時期を設

定することができる場合に限る。）とする。 

 

 (３) 環境保全措置 

環境保全措置は、工事の施工中及び工事の施工後

の各段階にわたり検討を行うものとする。 

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・

構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複

数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の

回避、低減が図られたかについての検討内容を明らか

にすること。 

 

 

【説 明】 

環境保全措置の例としては次のようなものがある。 

（１）工事の施工中 

・ 悪臭の発生の最小化 

・ 悪臭の低減に考慮した工事計画、工法、工事工程等

の採用 

（２）工事の施工後 

・ 悪臭を発生させる施設・構造の回避、臭気除去装置

の設置 

・ 悪臭原因物質の適正管理及び使用量の削減 

・ 脱臭剤の散布 

 

 

(４)評価の手法 

悪臭物質に係る負荷量の発生段階の削減措置、大気環

境へ排出される段階の低減措置等について明らかにする

ことにより、当該事業による悪臭の影響について、事業

者の実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されて

いるか否かを明らかにする。 

また、予測の結果と悪臭に係る規制基準等との整合性

を確認する。 

 

(３)評価の手法 

悪臭物質に係る負荷量の発生段階の削減措置、大気環

境へ排出される段階の低減措置等について明らかにする

ことにより、当該事業による影響をどのように回避し、

又は低減したのか説明する。 

また、予測の結果と悪臭に係る規制基準等との対比を

行う。 

 

【説 明】 

環境保全措置を踏まえ、事業者の実行可能な範囲でより良い

技術が取り入れられているかを検討し、対象事業が環境に与え

る影響が回避・低減されているか否かについて評価する。 

また、規制基準、鳥取県環境基本計画、その他の国又

は地方公共団体による環境の保全の観点からの施策によ

って基準又は目標が定められている場合は、これらの目

標との整合が測られているかどうかを明らかにする。 
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改正案 現行 

６ 水質（底質及び地下水を含む。） 

(１) 調査の手法 

ア 調査すべき情報 

調査すべき情報は、対象事業の実施が水質（地

下水及び底質を含む。以下同じ。）に及ぼす影響

を適切に把握し得るよう配慮して、次に掲げる項

目の中から予測及び評価を行うために必要なもの

を選定する。 

（ア） 水質汚濁物質の濃度等の状況 

a 河川、湖沼及び海域 

(a) 「環境基本法」第16条第１項の規定に

基づく水質汚濁に係る環境基準の項目 

(b) 「水質汚濁防止法施行令」（昭和46年

政令第188号）第２条の物質及び第３条の

項目 

(c) 「ゴルフ場で使用される農薬による水

質汚濁の防止に係る暫定指導指針」（平

成22年環水大土発第100929001号）に定め

る農薬 

(d)  「公共用水域等における農薬の水質評

価指針について」（平成６年環水土第86

号）に定める農薬 

(e)  「ダイオキシン類による大気の汚染・

水質の汚染（水底の底質の汚染を含む。）

及び土壌の汚染に係る環境基準につい

て」（平成11年環境省告示第68号）に定

める項目 

(f) 水温、透視度、濁度、透明度、塩分そ

の他の項目 

b 地下水 

(a)  「地下水の水質汚濁に係る環境基準に

ついて」（平成９年環境庁告示第10号）

に定める物質 

(b)  「水質基準に関する省令」（平成４年

厚生省令第69号）に定める物質 

(c)  「ダイオキシン類による大気の汚染・

水質の汚染（水底の底質の汚染を含む。）

及び土壌の汚染に係る環境基準につい

て」に定める項目 

(d) 水温、外観、透視度、塩素イオン、炭

酸水素イオン、イオン構成、電気伝導率

その他の項目 

c 底質 

(a)  「底質調査方法」（平成24年環水大水

５ 水質（底質及び地下水を含む。） 

(１) 調査の手法 

ア 調査すべき情報 

調査すべき情報は、対象事業の実施が水質（地

下水及び底質を含む。以下同じ。）に及ぼす影響

を適切に把握し得るよう配慮して、次に掲げる項

目の中から予測及び評価を行うために必要なもの

を選定する。 

（ア） 水質汚濁物質の濃度等の状況 

a 河川、湖沼及び海域 

(a) 環境基本法第16条第１項の規定に基づ

く水質汚濁に係る環境基準の項目 

(b) 水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令

第188号）第２条の物質及び第３条の項目

 

(c) ゴルフ場で使用される農薬による水質

汚濁の防止に係る暫定指導指針について

（平成２年５月24日環水土第77号）に定

める農薬 

(d) 公共用水域等における農薬の水質評価

指針について（平成６年４月15日環水土

第86号）に定める農薬 

 

 

 

 

 

(e) 水温、透視度、濁度、透明度、塩分そ

の他の項目 

b 地下水 

(a) 地下水の水質汚濁に係る環境基準につ

いて（平成９年環境庁告示第10号）に定

める物質 

(b) 水質基準に関する省令（平成４年厚生

省令第69号）に定める物質 

 

 

 

 

(c) 水温、外観、透視度、塩素イオン、炭

酸水素イオン、イオン構成、電気伝導率

その他の項目 

c 底質 

底質調査方法（昭和63年９月８日環水管
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発第120725002号）に定める物質 

(b)  「ダイオキシン類による大気の汚染・

水質の汚染（水底の底質の汚染を含む。）

及び土壌の汚染に係る環境基準につい

て」に定める項目 

（イ） 水象の状況 

（ウ） 利水等の状況  

（エ） 水質汚濁源の発生源の状況 

（オ） 気象の状況 

（カ） その他（地形、地質及び工作物の状況、土

地利用の状況、対象事業の計画の状況 

等） 

 

 

 

 

 

イ 調査の基本的な手法 

調査は、国、県等が行っている水質等に関する

１年以上の測定資料及び文献の収集により行うこ

とを基本とし、必要に応じて現地調査を行う。 

なお、現地調査を行う場合は、次に掲げるとこ

ろによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ア）河川、湖沼及び海域 

河川、湖沼及び海域の測定方法は、「水質汚

濁に係る環境基準について（昭和46年環境庁告

示第59号）、「排水基準を定める省令の規定に

基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定

第127号）に定める物質 

 

 

 

 

（イ） 水象の状況 

（ウ） 利水等の状況 

（エ） 水質汚濁源の発生源の状況 

（オ） 気象の状況 

（カ） その他 

 

 

イ 調査地域 

調査地域は、対象事業の実施により水質が影響

を受けるおそれのある範囲を含む地域とし、既存

の事例、簡易な拡散式による試算等によりその範

囲を推定して定める。 

ウ 調査方法 

調査は、国、県等が行っている水質等に関する

１年以上の測定資料及び文献の収集により行うこ

とを基本とし、必要に応じて現地調査を行う。 

なお、現地調査を行う場合は、次に掲げるとこ

ろによる。 

（ア） 調査地点 

現地調査を行う場合の調査地点は、対象

事業の内容、水質汚濁に係る環境基準点、利

水地点等を勘案し、調査地域の範囲内におい

て水質の変化を的確に把握できる地点とす

る。 

また、地下水及び底質については、国、

県等が設定している水質調査地点及びしゅ

んせつ等を計画している地点を勘案して定

める。 

（イ） 調査期間及び頻度 

調査期間及び頻度は、調査地域の特性を

考慮して、年間を通じた水質及び水象の状況

を把握し得る程度とする。また、地下水及び

底質については、水域の特性を把握し得る程

度とする。 

（ウ） 調査方法 

a 河川、湖沼及び海域 

河川、湖沼及び海域の測定方法は、水質

汚濁に係る環境基準について（昭和46年環境

庁告示第59号）、排水基準を定める総理府令

の規定に基づく環境庁長官が定める排水基
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方法」（昭和49年環境庁告示第64号）、「水質

汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準

の測定方法及び要監視項目の測定方法につい

て」（平成５年４月28日環水規第121号）、「公

共用水域等における農薬の水質評価指針につ

いて」、「ゴルフ場で使用される農薬による水

質汚濁の防止に係る暫定指導指針」、「ダイオ

キシン類による大気の汚染・水質の汚染（水底

の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る

環境基準について」に定める測定方法若しくは

日本工業規格に定める方法又はその他の適切

な方法によるものとする。 

（イ）地下水 

地下水の測定方法は、「地下水の水質汚濁に

係る環境基準について」、「水質基準に関する

省令」若しくは「水質汚濁防止法施行規則第６

条の２の規定に基づく環境庁長官が定める検

定方法」（平成元年環境庁告示第39号）に定め

る方法又はその他の適切な方法によるものと

する。 

（ウ）底質 

底質の測定方法は、「底質調査方法」及び「海

洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行

令第５条第１項に規定する埋立場所等に排出

しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定

方法」（昭和48年環境庁告示第14号）に定める

方法、「ダイオキシン類による大気の汚染・水

質の汚染（水底の底質の汚染を含む。）及び土

壌の汚染に係る環境基準についてに定める測

定方法」又はその他の適切な方法によるものと

する。 

イ 調査地域 

調査地域は、対象事業の実施により水質が影響

を受けるおそれのある範囲を含む地域とし、既存

の事例、簡易な拡散式による試算等によりその範

囲を推定して定める。 

ウ 調査地点 

現地調査を行う場合の調査地点は、対象事業の

内容、水質汚濁に係る環境基準点、利水地点等を

勘案し、調査地域の範囲内において水質の変化を

的確に把握できる地点とする。 

また、地下水及び底質については、国、県等が

設定している水質調査地点及びしゅんせつ等を計

画している地点を勘案して定める。 

エ 調査期間等 

準に係る検定方法（昭和49年環境庁告示第64

号）、水質汚濁に係る人の健康の保護に関す

る環境基準の測定方法及び要監視項目の測

定方法について（平成５年４月28日環水規第

121号）、公共用水域等における農薬の水質

評価指針について、ゴルフ場で使用される農

薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指

針について若しくは日本工業規格に定める

方法又はその他の適切な方法によるものと

する。 

 

 

b 地下水 

地下水の測定方法は、地下水の水質汚濁

に係る環境基準について、水質基準に関する

省令若しくは水質汚濁防止法施行規則第６

条の２の規定に基づく環境庁長官が定める

検定方法（平成元年環境庁告示第39号）に定

める方法又はその他の適切な方法によるも

のとする。 

c 底質 

底質の測定方法は、底質調査方法及び海

洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施

行令第５条第１項に規定する埋立場所等に

排出しようとする廃棄物に含まれる金属等

の検定方法（昭和48年環境庁告示第14号）に

定める方法又はその他の適切な方法による

ものとする。 
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現地調査を行う場合の調査期間等は、調査地域

の特性を考慮して、年間を通じた水質及び水象の

状況を把握し得る程度とする。また、地下水及び

底質については、水域の特性を把握し得る程度と

する。 

 

 

 

 

【説  明】 

１ 調査すべき情報 

（１）水質汚濁物質の濃度等の状況 

河川、湖沼、海域（底質を含む） 及び地下水等におけ

る水質汚濁物質の濃度を調査する。 

なお、調査する水質汚濁物質は、対象事業の特性を考

慮し別表２ から選定する。 

（２）水象の状況 

次に掲げる水象の状況について調査する。 

・水質の希釈、拡散等に影響を及ぼす河川の流量、流

速、河川水流入量等 

・海域の流況、潮位等 

・湖沼の水流、水位、貯水量及び流入流出量 

・底質の性状、分布及び浮遊物質の沈降の状況 

・地下水及び湧水の分布、規模、水位、流動等の状況

（３）利水等の状況 

次に掲げる利水等の状況(位置、用途、規模、期間、取

水権の設定等) について調査する。 

・水道用水、工業用水、農業用水等の状況 

・漁業、レクリエーション等の状況 

（４）水質汚濁源の発生源の状況 

工場、事業場、ゴルフ場等の主要な発生源の分布状況

について調査する。 

（５）気象の状況 

河川流量等に影響を及ぼす対象事業実施区域等の

降水量の状況について調査する。 

（６）地形、地質及び工作物の状況 

水質の希釈、拡散等に影響を及ぼす地形、地質及

び工作物の状況について調査する。 

また、雨水又は土砂の流出、地下水の流動に関係

する集水域及び次に掲げる事項についても調査

する。 

・地形（地形分布、地盤高、周辺との比較高） 

・地質（地層の状況、表層地質の分布、盛土状況

等、粒径分布、土壌の種類及び分布） 

・植生（植物の種類、分布、密度) 

・その他 

（７）土地利用の状況 

ア 過去の土地利用の状況 

地下水の水質汚濁物質を使用するメッキ、金属

【説  明】 

１調査すべき情報 

（１）水質汚濁物質の濃度等の状況 

河川、湖沼、海域（底質を含む） 及び地下水等におけ

る水質汚濁物質の濃度を調査する。 

なお、調査する水質汚濁物質は、対象事業の特性を考

慮し別表２ から選定する。 

（２）水象の状況 

次に掲げる水象の状況について調査する。 

・水質の希釈、拡散等に影響を及ぼす河川の流量、流

速、河川水流入量等 

・海域の流況、潮位等 

・湖沼の水流、水位、貯水量及び流入流出量 

・底質の性状、分布及び浮遊物質の沈降の状況 

・地下水及び湧水の分布、規模、水位、流動等の状況

（３）利水等の状況 

次に掲げる利水等の状況(位置、用途、規模、期間、取

水権の設定等) について調査する。 

・水道用水、工業用水、農業用水等の状況 

・漁業、レクリエーション等の状況 

（４）水質汚濁源の発生源の状況 

工場、事業場、ゴルフ場等の主要な発生源の分布状況

について調査する。 

（５）降水量の状況 

河川流量等に影響を及ぼす対象事業実施区域等の

降水量の状況について調査する。 

（６）地形、地質及び工作物の状況 

水質の希釈、拡散等に影響を及ぼす地形、地質及

び工作物の状況について調査する。 

また、雨水又は土砂の流出、地下水の流動に関係

する集水域及び次に掲げる事項についても調査

する。 

・地形（地形分布、地盤高、周辺との比較高） 

・地質（地層の状況、表層地質の分布、盛土状況

等、粒径分布、土壌の種類及び分布） 

・植生（植物の種類、分布、密度) 

・その他 

（７）土地利用の状況 

ア 過去の土地利用の状況 

地下水の水質汚濁物質を使用するメッキ、金属
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製品製造業等の工場、事業場が存在した場合は、

その使用物質について調査する。 

イ 現在の土地利用の状況 

学校、病院、公園、住宅、農地、水路等の分布

状況その他の土地利用の状況について調査する。

（８）対象事業の計画の状況 

対象事業の計画の状況について調査する。具体的には、

以下のような内容が考えられる。 

・水質汚濁物質を排出する施設の種類、規模、能

力、構造、用途、配置、使用方法及び使用時間

並びに排水の量及び排出の方法 

・水質汚濁物質を排出する施設において使用する

原材料の種類、使用方法、使用量及び用水の種

類、使用量並びに用水の用途 

・水質汚濁物質を排出する施設の排水の量 

・土地の形質の変更行為の範囲、面積及び施工方

法 

・公有水面の埋立て、底質の採取行為の範囲、面

積及び施工方法 

２ 調査の基本的な手法 

 国、県等が行っている水質調査の既存資料調査を基本

とし、必要に応じて現地調査を行う。現地調査を実施す

る場合は、以下の調査方法による。 

（１）公共用水域の水質現地調査 

原則として、水質変動を考慮した１年以上の期間

とし、測定頻度は月に１回行う通年調査とする。ま

た、日間変動の大きい地点にあっては、１日４回以

上行う通日調査とする。 

ただし、水域の特性及び対象事業の種類、規模を

考慮し、河川については低水流量時及び灌漑等の利

水時期を、湖沼及び海域については停滞期及び循環

期を含めた年間の変動を把握し得る測定頻度とす

る。 

（２）公共用水域の底質現地調査 

ア 湖沼及び海域の調査地点は、調査水域の規模及

び汚染の程度に応じ水域を代表する地点を、

また、河川の調査地点は、主要な排水口の付

近及び堆積物の堆積しやすい地点を設定す

る。 

イ 調査時期は、流況変動の少ない比較的安定した

時期とする。 

（３）地下水質の現地調査 

ア 調査地点は、地下水帯水層及び流向を考慮し

て、対象事業の影響が把握できる地点を設定

することとし、既設の井戸又は観測井を用い

製品製造業等の工場、事業場が存在した場合は、

その使用物質について調査する。 

イ 現在の土地利用の状況 

学校、病院、公園、住宅、農地、水路等の分布

状況その他の土地利用の状況について調査する。

（８）対象事業の計画の状況 

次に掲げる対象事業の計画の状況について調査す

る。 

・水質汚濁物質を排出する施設の種類、規模、能

力、構造、用途、配置、使用方法及び使用時間

並びに排水の量及び排出の方法 

・水質汚濁物質を排出する施設において使用する

原材料の種類、使用方法、使用量及び用水の種

類、使用量並びに用水の用途 

・水質汚濁物質を排出する施設の排水の量 

・土地の形質の変更行為の範囲、面積及び施工方

法 

・公有水面の埋立て、底質の採取行為の範囲、面

積及び施工方法 

２ 調査方法 

 

 

 

（１）公共用水域の水質現地調査 

原則として、水質変動を考慮した１年以上の期間

とし、測定頻度は月に１回行う通年調査とする。ま

た、日間変動の大きい地点にあっては、１日４回以

上行う通日調査とする。 

ただし、水域の特性及び対象事業の種類、規模を

考慮し、河川については低水流量時及び灌漑等の利

水時期を、湖沼及び海域については停滞期及び循環

期を含めた年間の変動を把握し得る測定頻度とす

る。 

（２）公共用水域の底質現地調査 

ア 湖沼及び海域の調査地点は、調査水域の規模及

び汚染の程度に応じ水域を代表する地点を、

また、河川の調査地点は、主要な排水口の付

近及び堆積物の堆積しやすい地点を設定す

る。 

イ 調査時期は、流況変動の少ない比較的安定した

時期とする。 

（３）地下水質の現地調査 

ア 調査地点は、地下水帯水層及び流向を考慮し

て、対象事業の影響が把握できる地点を設定

することとし、既設の井戸又は観測井を用い
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る。 

イ 調査時期は、多雨期、寡雨期を含める等四季

の変動を考慮し、１年に４回程度とする。 

 

る。 

イ 調査時期は、多雨期、寡雨期を含める等四季

の変動を考慮し、１年に４回程度とする。 

(２) 予測の手法 

ア 予測項目 

予測項目は、対象事業の実施により変化する水

質汚濁物質の濃度等の状況とする。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 予測の基本的な手法 

予測の基本的な手法は、事業特性及び地域特性

を考慮して、次に掲げる方法又はこれらと同等以

上の信頼性を有する方法の中から適切なものを選

択し、又は組み合わせる。 

a 河川、湖沼若しくは海域 

(a) ジョセフ・センドナー式 

(b) 岩井・井上式 

(c) 単純混合式 

(d) ストリーター・ヘルプス式 

(e) 統計的手法 

(f) 数理解析モデル 

(g) その他の方法 

b 地下水 

(a) 数理解析モデル 

(b) 類似事例を参考にする方法 

c 底質 

(a) 類似事例を参考とする方法 

なお、予測に当たっては、対象事業の計画諸元

をもとに、汚染物質排出量、稼働条件等予測の前

提となる条件についてあらかじめ整理しておく。

ウ 予測地域 

予測地域の範囲は、対象事業の実施が水質に影

響を及ぼすおそれのある地域とする。 

エ 予測対象時期等 

予測を行う時期等は、工事の施工中の代表的な

時期、工事の施工後における事業活動が定常に達

した時期並びに水質への影響が最大になる時期

（最大になる時期を設定することができる場合に

限る。）とする。 

(２) 予測の手法 

ア 予測項目 

予測項目は、対象事業の実施により変化する水

質汚濁物質の濃度等の状況とする。 

イ 予測時期 

予測を行う時期は、工事の施工中の代表的な時

期及び工事の施工後における事業活動が定常に達

した時期とする。 

ウ 予測地域 

予測地域の範囲は、対象事業の実施が水質に影

響を及ぼすおそれのある地域とする。 

エ 予測方法 

予測方法は、事業特性及び地域特性を考慮し

て、次に掲げる方法又はこれらと同等以上の信頼

性を有する方法の中から適切なものを選択し、又

は組み合わせる。 

a 河川、湖沼若しくは海域 

(a) ジョセフ・センドナー式 

(b) 岩井・井上式 

(c) 単純混合式 

(d) ストリーター・ヘルプス式 

(e) 統計的手法 

(f) 数理解析モデル 

(g) その他の方法 

b 地下水 

(a) 数理解析モデル 

(b) 類似事例を参考にする方法 

c 底質 

(a) 類似事例を参考とする方法 

なお、予測に当たっては、対象事業の計画諸元

をもとに、汚染物質排出量、稼働条件等予測の前

提となる条件についてあらかじめ整理しておく。
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【説 明】 

１ 予測項目 

予測項目は、対象事業の工事及び供用により変化す

る水質汚濁物質の濃度とする。 

 

 

 

 

 

 

２ 予測の基本的な手法 

水質の予測の基本的な手法は、予測の対象とする項

目及び対象水域の特徴を考慮して選定する。 

なお、予測に当たって使用した係数の設定理由や予

測の前提条件についても明らかにする。 

３ 各種の予測式と適用条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)ジョセフ・センドナ一式 

・適 用 水 域：湖沼、海域 

・適 用 条 件：水平面の乱れが均一であると認めら

れる流れの影響の少ない水域等に適

用され、一般的に汚染源が点源の場合

に適用される。 

・適用項目等：ＳＳ、ＢＯＤ、ＣＯＤ、農薬等の濃

度 

・予測基本式： 

( )
)/exp()/exp(
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S  ：汚染源から距離r における濃度(g/㎥＝

ppm) 

S o ： r= r o における濃度(ppm) 

Sｌ ： r= r １ における濃度(ppm) 

Q ：単位時間当たりの排水量(㎥/s) 

d ： 混合深さ(cm) 

p  ：拡散係数(cm/s) 

(2)岩井･井上式 

・適 用 水 域：河川、海域 

【説 明】 

１ 予測項目 

予測項目は、対象事業の工事及び供用により変化す

る水質汚濁物質の濃度とする。 

２ 予測地域 

予測地域の範囲は、調査地域の範囲とする。 

予測地点は、予測範囲の中から代表的な地点を設定

する。 

なお、現地調査を実施した場合、予測地点は原則と

して現地調査地点又はその周辺の地点とする。 

３ 予測方法 

水質の予測方法は、予測の対象とする項目及び対象

水域の特徴を考慮して選定する。 

なお、予測に当たって使用した係数の設定理由や予

測の前提条件についても明らかにする。 

４ 各種の予測式と適用条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)ジョセフ・センドナ一式 

・適 用 水 域：湖沼、海域 

・適 用 条 件：水平面の乱れが均一であると認めら

れる流れの影響の少ない水域等に適

用され、一般的に汚染源が点源の場合

に適用される。 

・適用項目等：ＳＳ、ＢＯＤ、ＣＯＤ、農薬等の濃

度 

・予測基本式： 

( )
)/exp()/exp(
)/exp(/exp11exp

01

1
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1
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⎛
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S  ：汚染源から距離r における濃度(g/㎥＝

ppm) 

S o ： r= r o における濃度(ppm) 

Sｌ ： r= r １ における濃度(ppm) 

Q ：単位時間当たりの排水量(㎥/s) 

d ： 混合深さ(cm) 

p  ：拡散係数(cm/s) 

(2)岩井･井上式 

・適 用 水 域：河川、海域 
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・適 用 条 件：幅広い河川の順流部や、一定方向の

海流が卓越するような海域に適用さ

れ、流速が極端に小さい場合や複雑な

境界条件を考慮するような場合には

適用できない。 

・適用項目等：ＢＯＤ、ＣＯＤ等の排水口からの距離ご

との濃度 

・予測基本式： 

( )( )
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C ：汚濁物質濃度(ppm) 

t  ：時間(日) 

q  ：汚水放流量( 汚濁負荷量)(g/日) 

V ：平均流速(m/日) 

Dｘ、Ｄｙ ： 流下方向(x) , 横断方向(y)の拡散係数

(㎡/日) 

λ ：汚濁物質の減衰係数(１/日) 

d ：混合深さ(m) 

K ：第2種変形ベツセル関数 

(3) 単純混合式 

・適 用 水 域：河川 

・適 用 条 件：水域に排出された排出水が、水域で

完全に混合されると仮定するモデル

である。浄化作用、沈降、拡散等が無

視できる場合に適用され、河川の非感

潮域に適用される。 

・適用項目等：pH、SS、BOD、COD、農薬、n‐ヘキサ

ン抽出物質等 

・予測基本式： 

101100 )( qqqCqCC ／+=  

C  ：混合後の河川濃度 

C o ： 混合前の河川濃度 

C １ ： 汚濁物質の排水濃度 

q o ： 河川流量 

q l ： 汚濁物質排水量 

(4) ストリーター･ヘルプス式 

・適用水域：河川 

・適用条件：河川の流れを等速定流としたモデルで、非

感潮域に適用される。 

・適用項目等：BOD、COD、DO等 

・予測基本式： 

)exp(0 KtCC −−  

C ：ｔ時間後のＢＯＤ濃度(mg/l) 

C o ：ｔ=0 におけるＢＯＤ濃度(mg/l) 

・適 用 条 件：幅広い河川の順流部や、一定方向の

海流が卓越するような海域に適用さ

れ、流速が極端に小さい場合や複雑な

境界条件を考慮するような場合には

適用できない。 

・適用項目等：ＢＯＤ、ＣＯＤ等の排水口からの距離ご

との濃度 

・予測基本式： 

( )( )
⎟⎟
⎟
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⎜
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C ：汚濁物質濃度(ppm) 

t  ：時間(日) 

q  ：汚水放流量( 汚濁負荷量)(g/日) 

V ：平均流速(m/日) 

Dｘ、Ｄｙ ： 流下方向(x) , 横断方向(y)の拡散係数

(㎡/日) 

λ ：汚濁物質の減衰係数(１/日) 

d ：混合深さ(m) 

K ：第2種変形ベツセル関数 

(3) 単純混合式 

・適 用 水 域：河川 

・適 用 条 件：水域に排出された排出水が、水域で

完全に混合されると仮定するモデル

である。浄化作用、沈降、拡散等が無

視できる場合に適用され、河川の非感

潮域に適用される。 

・適用項目等：pH、SS、BOD、COD、農薬、n‐ヘキサ

ン抽出物質等 

・予測基本式： 

101100 )( qqqCqCC ／+=  

C  ：混合後の河川濃度 

C o ： 混合前の河川濃度 

C １ ： 汚濁物質の排水濃度 

q o ： 河川流量 

q l ： 汚濁物質排水量 

(4) ストリーター･ヘルプス式 

・適用水域：河川 

・適用条件：河川の流れを等速定流としたモデルで、非

感潮域に適用される。 

・適用項目等：BOD、COD、DO等 

・予測基本式： 

)exp(0 KtCC −−  

C ：ｔ時間後のＢＯＤ濃度(mg/１) 

C o ：ｔ=0 におけるＢＯＤ濃度(mg/l) 
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K ： 浄化係数(１/日) 

t  ：流下時間(日) 

(5) 統計モデル(フオーレンバイダーモデル) 

・適用水域：湖沼 

・適用条件：湖沼の富栄養化を判定するため、窒素、燐、

クロロフィルａ濃度等 

定常状態における年単位の長期予測を行う

場合に適用される。 

・適用項目等：ＢＯＤ、ＣＯＤ、塩分、窒素、隣等 

・予測基本式： 

　／ 78.0
1 ))1((34.5 wNN τ+=  

82.0
1 ))1/((55.1 wPP τ+=  

N ：湖沼の年平均全窒素濃度(μg/１) 

N １ ：年平均流入全窒素濃度(μg /１) 

P  ：湖沼の年平均全燐濃度(μg /１) 

P １ ：年平均流入全燐濃度(μg/１) 

τw ：平均滞留年数(年) 

(6) 数理解析モデル 

・適用水域：湖沼、海域 

・適用条件：運動方程式、連続方程式等を用いた流況モ

デルと、各水質項目間の物質循環を解く水

質モデルとの組合せで計算される。 

流況モデルは、水域の状況に応じて鉛直方向で１層

から多層まで、また、水平方向も簡単なボックスから

メッシュまで多様である。 

水質モデルは、移流拡散のみを考慮した保存系、COD

等の自浄作用やSSの沈降を考慮した非保存系モデル、

プランクトンによる有機物の生産や栄養塩の循環を考

慮した富栄養化モデル等がある。 

・適用項目等：ＳＳ、ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＤＯ、塩分、窒

素、燐等 

・予測基本式： 

○ 保存系モデルの基本式 
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S ：物質濃度(mg/l) 

u,v ：x,y方向の瞬間速度(m/s) 

Kx,Ky ：x,y方向の拡散係数(m2/s) 

La  ：流入負荷量(g/sm2) 

h ：水深(m) 

t  ：時間(s) 

K ： 浄化係数(１/日) 

t  ：流下時間(日) 

(5) 統計モデル(フオーレンバイダーモデル) 

・適用水域：湖沼 

・適用条件：湖沼の富栄養化を判定するため、窒素、燐、

クロロフィルａ濃度等 

定常状態における年単位の長期予測を行う

場合に適用される。 

・適用項目等：ＢＯＤ、ＣＯＤ、塩分、窒素、隣等 

・予測基本式： 

　／ 78.0
1 ))1((34.5 wNN τ+=  

82.0
1 ))1/((55.1 wPP τ+=  

N ：湖沼の年平均全窒素濃度(μg/１) 

N １ ：年平均流入全窒素濃度(μg /１) 

P  ：湖沼の年平均全燐濃度(μg /１) 

P １ ：年平均流入全燐濃度(μg/１) 

τw ：平均滞留年数(年) 

(6) 数理解析モデル 

・適用水域：湖沼、海域 

・適用条件：運動方程式、連続方程式等を用いた流況モ

デルと、各水質項目間の物質循環を解く水

質モデルとの組合せで計算される。 

流況モデルは、水域の状況に応じて鉛直方向で１層

から多層まで、また、水平方向も簡単なボックスから

メッシュまで多様である。 

水質モデルは、移流拡散のみを考慮した保存系、COD

等の自浄作用やSSの沈降を考慮した非保存系モデル、

プランクトンによる有機物の生産や栄養塩の循環を考

慮した富栄養化モデル等がある。 

・適用項目等：ＳＳ、ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＤＯ、塩分、窒

素、燐等 

・予測基本式： 

○ 保存系モデルの基本式 
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S ：物質濃度(mg/l) 

u,v ：x,y方向の瞬間速度(m/s) 

Kx,Ky ：x,y方向の拡散係数(m2/s) 

La  ：流入負荷量(g/sm2) 

h ：水深(m) 

t  ：時間(s) 
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○ 非保存系モデルの基本式 
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R は一般に水質濃度S の関数として次のように示され

る。 

R = K１S ( 一次反応式)   R = K 2 S ( 二次反応式)

(7) 地下水の流動モデル 

地下水の流動モデルは、８｢地盤｣の項に準ずる。

なお、予測に当たっては、この他に汚染物質の地

下水への輸送過程等が必要となる。 

(8) 底質の予測 

底質の予測に関しては、現在定量的な予測手法が

確立されていないことから、類似事例の解析により

行う。 

４ 予測地域 

予測地域の範囲は、調査地域の範囲とする。 

予測地点は、予測範囲の中から代表的な地点を設定

する。 

なお、現地調査を実施した場合、予測地点は原則と

して現地調査地点又はその周辺の地点とする。 

５ 予測対象時期等 

予測対象時期は、次に掲げる時期のうち必要な時期とす

る。 

（１）対象事業に係る工事の実施中の予測は、工事に伴

う影響が最大になると予測される時期等影響を適切に

予測し得る時期とする。 

（２）対象事業に係る土地又は工作物の存在及び供用後

の予測は、工事完了後、事業活動が定常状態に達した

時期及び影響が最大になる時期（最大になる時期を設

定することができる場合に限る。）とする。 

 

○ 非保存系モデルの基本式 
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R は一般に水質濃度S の関数として次のように示され

る。 

R = K１S ( 一次反応式)   R = K 2 S ( 二次反応式)

(7) 地下水の流動モデル 

地下水の流動モデルは、７｢地盤｣の項に準ずる。

なお、予測に当たっては、この他に汚染物質の地

下水への輸送過程等が必要となる。 

(8) 底質の予測 

底質の予測に関しては、現在定量的な予測手法が

確立されていないことから、類似事例の解析により

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 環境保全措置 

環境保全措置は、工事の施工後について検討を行

うものとする。 

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・

構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複

数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の

回避、低減が図られたかについての検討内容を明らか

にすること。 

 

 

【説 明】 

環境保全措置の例としては次のようなものがある。 

（１）工事の施工中 

 

- 61 -



 

・ 汚濁発生量を最小化させる工法の採用 

・ 調整池（沈砂地）の設置 

・ 凝集沈殿処理施設の設置 

・ 汚濁防止膜の設置 

・ 水質の監視体制の確立 

（２）工事の施工後 

・ 事業内容に応じた排水処理施設の設置 

・ 排水の高度処理による汚濁負荷の低減 

・ 自然の浄化機能を活用した水質改善施設の設置 

・ 排水の循環利用 

・ 排水地点の変更 

・ 水質の監視体制の確立 

 

(４) 評価の手法 

水質汚濁物質に係る負荷量の発生段階の削減措

置、水域へ排出される段階の低減措置等について明ら

かにすることにより、当該事業による水質への影響に

ついて、事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避

又は低減されているか否かを明らかにする。 

また、予測の結果と、「水質汚濁に係る環境基準

について」、「地下水の水質汚濁に係る環境基準につ

いて」、「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁

の防止に係る暫定指導指針」又は「ダイオキシン類に

よる大気の汚染・水質の汚染（水底の底質の汚染を含

む。）及び土壌の汚染に係る環境基準について」に定

める環境基準又は指針値等との整合性を確認すると

ともに、水道水源への影響が予想される場合にあって

は、「水質基準に関する省令」又は「水道水質に関す

る基準の制定について」（平成４年衛水第264号）に

より定める基準等との整合性を確認する。 

 

(３) 評価の手法 

水質汚濁物質に係る負荷量の発生段階の削減措

置、水域へ排出される段階の低減措置等について明ら

かにすることにより、当該事業による影響をどのよう

に回避し、又は低減したのか説明する。 

また、予測の結果と、水質汚濁に係る環境基準に

ついて、地下水の水質汚濁に係る環境基準について、

ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に

係る暫定指導指針について又はゴルフ場使用農薬に

係る水道水の安全対策について（平成２年５月31日衛

水第152号、平成３年７月30日衛水第192号）に定める

環境基準又は指針値等との対比を行うとともに、水道

水源への影響が予想される場合にあっては、水質基準

に関する省令（平成４年厚生省令第69号）又は水道水

質に関する基準の制定について（平成４年12月21日衛

水第264号）により定める基準等との対比を行う。 

 

【説 明】 

  環境保全措置を踏まえ、事業者の実行可能な範囲でより良い

技術が取り入れられているかを検討し、対象事業が環境に与え

る影響が回避・低減されているか否かについて評価する。 

また、環境基準、鳥取県環境基本計画、その他の国又

は地方公共団体による環境の保全の観点からの施策によ

って基準又は目標が定められている項目については、こ

れらの目標との整合が測られているかどうかを明らかに

する。 

【説 明】 

環境基準が定められている項目については、これを評

価目標とするが、環境基準が達成されていない場合にあ

っては、現状レベルを悪化させない程度(現状非悪化)の

考え方を導入する。 
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別表２ 水質汚濁物質 

（生活環境項目） 

１ 生活環境の保全に関する環境基準が設定されている物

質 

(1)水素イオン濃度（ｐＨ） 

(2)生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） 

(3)化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 

(4)浮遊物質量（ＳＳ） 

(5)溶存酸素量（ＤＯ） 

(6)大腸菌群数 

(7)ｎ－ヘキサン抽出物質（油分等） 

(8)全窒素 

(9)全燐 

(10)全亜鉛 

(11)ノニルフェノール 

 

（健康項目） 

２ 人の健康の保護に関する環境基準が設定されている物

質（地下水の水質汚濁に係る環境基準を含む） 

(1)カドミウム 

(2)全シアン 

(3)鉛 

(4)六価クロム 

(5)砒素 

(6)総水銀 

(7)アルキル水銀 

(8)ＰＣＢ 

(9)ジクロロメタン 

(10)四塩化炭素 

(11)塩化ビニルモノマー 

(12)1,2‐ジクロロエタン 

(13)1,1‐ジクロロエチレン 

(14)シス‐1,2‐ジクロロエチレン 

(15)トランス‐1,2‐ジクロロエチレン 

(16)1,1,1‐トリクロロエタン 

(17)1,1,2‐トリクロロエタン 

(18)トリクロロエチレン 

(19)テトラクロロエチレン 

(20)1,3‐ジクロロプロペン 

(21)チウラム 

(22)シマジン 

(23)チオベンカルブ 

(24)ベンゼン 

(25)セレン 

(26)硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 

別表２ 水質汚濁物質 

（生活環境項目） 

１ 生活環境の保全に関する環境基準が設定されている物

質 

(1)水素イオン濃度（ｐＨ） 

(2)生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） 

(3)化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 

(4)浮遊物質量（ＳＳ） 

(5)溶存酸素量（ＤＯ） 

(6)大腸菌群数 

(7)ｎ－ヘキサン抽出物質（油分等） 

(8)全窒素 

(9)全燐 

 

 

 

（健康項目） 

２ 人の健康の保護に関する環境基準が設定されている物

質 

 

(1)カドミウム 

(2)全シアン 

(3)鉛 

(4)六価クロム 

(5)砒素 

(6)総水銀 

(7)アルキル水銀 

(8)ＰＣＢ 

(9)ジクロロメタン 

(10)四塩化炭素 

 

(11)1,2‐ジクロロエタン 

(12)1,1‐ジクロロエチレン 

(13)シス‐1,2‐ジクロロエチレン 

 

(14)1,1,1‐トリクロロエタン 

(15)1,1,2‐トリクロロエタン 

(16)トリクロロエチレン 

(17)テトラクロロエチレン 

(18)1,3‐ジクロロプロペン 

(19)チウラム 

(20)シマジン 

 

(21)ベンゼン 

(22)セレン 
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(27)ふっ素 

(28)ほう素 

(29)1,4‐ジオキサン 

 

（規制項目） 

３ 「水質汚濁防止法」第３条に規定する排水基準が定めら

れている物質（ただし、生活環境項目及び健康項目に

掲げる物質を除く。） 

(1)有機隣化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチ

ルジメトン及びＥＰＮに限る。） 

(2)アンモニア及びアンモニア化合物 

(3)フェノール類 

(4)銅 

(5)亜鉛 

(6)溶解性鉄 

(7)溶解性マンガン 

(8)クロム 

 

（要監視項目） 

４ 要監視項目（ただし、規制項目に掲げる物質を除く） 

(1)クロロホルム 

(2)1,2-ジクロロプロパン 

(3)P-ジクロロベンゼン 

(4)イソキサチオン 

(5)ダイアジノン 

(6)フェニトロチオン 

(7)イソプロチオラン 

(8)オキシン銅 

(9)クロロタロニル 

(10)プロピザミド 

(11)ＥＰＮ 

(12)ジクロルボス 

(13)フェノブカルブ 

(14)イプロベンホス 

(15)クロルニトロフェン 

(16)トルエン 

(17)キシレン 

(18)フタル酸ジエチルヘキシル 

(19)ニッケル 

(20)モリブデン 

(21)アンチモン 

(22)エピクロロヒドリン 

(23)全マンガン 

(24)ウラン 

(25)フェノール 

(23)硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 

(24)ふっ素 

(25)ほう素 

 

 

（規制項目） 

３ 水質汚濁防止法第３条に規定する排水基準が定められ

ている物質（ただし、生活環境項目及び健康項目に掲

げる物質を除く。） 

(1)有機隣化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチ

ルジメトン及びＥＰＮに限る。） 

 

(2)フェノール類 

(3)銅 

(4)亜鉛 

(5)溶解性鉄 

(6)溶解性マンガン 

(7)クロム 

 

（要監視項目） 

４ 平成５年３月８日環水管第21号で環境庁水質保全局長

から通知された人の健康の保護に関する要監視項目と

して設定されている物質（ただし、規制項目に掲げる

物質を除く） 

(1)クロロホルム 

(2)トランス-1,2-ジクロロエチレン 

(2)1,2-ジクロロプロパン 

(3)P-ジクロロベンゼン 

(4)イソキサチオン 

(5)ダイアジノン 

(6)フェニトロチオン 

(7)イソプロチオラン 

(8)オキシン銅 

(9)クロロタロニル 

(10)プロピザミド 

(11)ＥＰＮ 

(12)ジクロルボス 

(13)フェノブカルブ 

(14)イプロベンホス 

(15)クロルニトロフェン 

(16)トルエン 

(17)キシレン 

(18)フタル酸ジエチルヘキシル 

(19)ニッケル 

(20)モリブデン 
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(26)ホルムアルデヒド 

 

（農薬項目） 

５ 「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係

る暫定指導指針及び公共用水域等における農薬の水質

評価指針」が設定されている農薬（ただし、健康項目、

規制項目、要監視項目に掲げる物質を除く） 

(1)殺虫剤 

1)アセタミプリド 

2)アセフェート 

 

3)イミダクロプリド 

4)エトフェンプロックス 

5)カルバリル（ＮＡＣ） 

6)クロチアニジン 

7)クロルピリホス 

8)ジクロフェンチオン（ＥＣＰ） 

9)チアメトキサム 

10)チオジカルブ 

11)テブフェノジド 

12)トリクロルホン（ＤＥＰ） 

13)ピリダフェンチオン 

14)ブプロフェジン 

15)ペルメトリン 

16)ベンスルタップ 

17)マラチオン（マラソン） 

(2) 殺菌剤 

1)アゾキシストロビン 

2)イプロジオン 

3)イミノクタジンアルベシル酸塩及びイミノクタジン

酢酸塩 

4)エディフェンホス（ＥＤＤＰ） 

5)エトリジアゾール（エクロメゾール） 

6)キャプタン 

7)クロロネブ 

8)ジフェノコナゾール 

9)シプロコナゾール 

10)シメコナゾール 

11)チオファネートメチル 

12)チフルザミド 

13)テトラコナゾール 

14)テブコナゾール 

15)トリシクラゾール 

16)トリフルミゾール 

17)トルクロホスメチル 

(21)アンチモン 

 

 

（農薬項目） 

５ 平成２年５月24日環水土第77号及び平成６年４月15日

環水土第86号で環境庁水質保全局長から通知された農

薬（ただし、健康項目、規制項目、要監視項目に掲げ

る物質を除く） 

 

(1)殺虫剤 

 

1)アセフェート 

2)イソフェンホス 

3)イミダクロプリド 

4)エトフェンプロックス 

5)カルバリル（ＮＡＣ） 

 

6)クロルピリホス 

7)ジクロフェンチオン（ＥＣＰ） 

8)チアメトキサム 

 

 

9)トリクロルホン（ＤＥＰ） 

10)ピリダフェンチオン 

11)ブプロフェジン 

 

 

12)マラチオン（マラソン） 

(2) 殺菌剤 

 

1)イプロジオン 

 

 

2)エディフェンホス（ＥＤＤＰ） 

3)エトリジアゾール（エクロメゾール） 

4)キャプタン 

5)クロロネブ 

 

 

 

 

 

 

 

6)トリシクラゾール 
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18)バリダマイシン 

19)ヒドロキシイソキサゾール（ヒメキサゾール） 

20)フサライド 

21)フルトラニル 

22)プロピコナゾール 

23)プロベナゾール 

24)ベノミル 

25)ペンシクロン 

26)ホセチル 

27)ポリカーバメート 

28)メタラキシル及びメタラキシルＭ 

29)メプロニル 

(3) 除草剤 

1)アシユラム 

2)エスプロカルブ 

3)エトキシスルフロン 

4)オキサジアルギル 

5)オキサジクロメホン 

6)カフェンストロール 

7)シクロスルファムロン 

8)ジチオピル 

9)シデュロン 

10)シメトリン 

11)テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ） 

12)トリクロピル 

13)ナプロパミド 

14)ハロスルフロンメチル 

15)ピリブチカルブ 

16)ブタミホス 

17)フラザスルフロン 

18)プレチラクロール 

19)ブロモブチド 

20)ベンスリド（ＳＡＰ） 

21)ペンディメタリン 

22)ベンフルラリン（ベスロジン） 

23)メコプロップカリウム塩（ＭＣＰＰカリウム塩）、

メコプロップジメチルアミン塩（ＭＣＰＰジメチル

アミン塩）、メコプロップＰイソプロピルアミン塩

及びメコプロップＰカリウム塩 

24)ＭＣＰＡイソプロピルアミン塩及びＭＣＰＡナト

リウム塩 

 

25)メフェナセット 

26)モリネート 

(4) 植物成長調整剤 

 

7)トルクロホスメチル 

 

 

 

8)フサライド 

9)フルトラニル 

 

10)プロベナゾール 

 

11)ペンシクロン 

 

 

12)メタラキシル 

 

13)メプロニル 

(3) 除草剤 

1)アシユラム 

2)エスプロカルブ 

 

 

 

 

 

3)ジチオピル 

 

4)シメトリン 

5)テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ） 

6)トリクロピル 

7)ナプロパミド 

 

8)ピリブチカルブ 

9)ブタミホス 

 

10)プレチラクロール 

11)ブロモブチド 

12)ベンスリド（ＳＡＰ） 

13)ペンディメタリン 

14)ベンフルラリン（ベスロジン） 

15)メコプロップ（ＭＣＰＰ） 
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1)トリネキサパックエチル 

 

（ダイオキシン類） 

６ ダイオキシン類の環境基準に関する物質 

(1)ポリ塩化ジベンゾフラン 

(2)ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 

(3)コプラナーポリ塩化ビフェニル 

 

（水道水質） 

７ 「水質基準に関する省令」に定める物質（ただし、生活

項目、健康項目、規制項目、要監視項目に掲げる物質

を除く） 

(1)一般細菌 

(2)大腸菌 

(3)塩素酸 

(4)クロロ酢酸 

(5)クロロホルム 

(6)ジクロロ酢酸 

(7)ジブロモクロロメタン 

(8)臭素酸 

(9)総トリハロメタン（クロロホルム、ジブロモクロロメ

タン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞ

れの濃度の総和） 

(10)トリクロロ酢酸 

(11)ブロモジクロロメタン 

(12)ブロモホルム 

(13)アルミニウム及びその化合物 

(14)鉄及びその化合物 

(15)ナトリウム及びその化合物 

(16)マンガン及びその化合物 

(17)塩化物イオン 

(18)カルシウム、マグネシウム等（硬度） 

(19)蒸発残留物 

(20)陰イオン界面活性剤 

(21)（4S・4aS・8aR）-オクタヒドロ-4・8a-ジメチルナ

フタレン-4a（2H）-オール（別名ジェオスミン） 

(22)1・2・7・7-テトラメチルビシクロ［2・2・1］ヘプ

タン-二-オール（別名2-メチルイソボルネオール） 

(23)非イオン界面活性剤 

(24)有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 

(25)味 

(26)臭気 

(27)色度 

(28)濁度 

 

 

 

16)メチルダイムロン 

17)メフェナセット 

18)モリネート 
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（指標項目） 

８ 公共用水域の水質汚濁の状況に変化を及ぼすおそれの

ある次に掲げるもの（ただし、健康項目、規制項目、

要監視項目、農薬項目に掲げる物質を除く） 

(1)水温 

(2)透視度、透明度及び外観 

  

(3)塩素イオン 

(4)塩分 

(5)クロロフィルａ 

(6)炭酸水素イオン 

(7)イオン構成 

(8)電気伝導率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（指標項目） 

８ 公共用水域の水質汚濁の状況に変化を及ぼすおそれの

ある次に掲げるもの 

 

 

(1)水温 

(2)透明度及び外観 

(3)陰イオン界面活性剤 

(4)塩素イオン 

(5)塩分 

(6)クロロフィルａ 
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改正案 現行 

７ 地形・地質 

(１) 調査の手法 

ア 調査すべき情報 

調査すべき情報は、対象事業の実施が地形・地

質に及ぼす影響を適切に把握し得るよう配慮し

て、次に掲げる項目の中から予測及び評価を行う

ために必要なものを選定する。 

（ア） 地形及び地質の状況 

（イ） 学術上等から注目される地形・地質及び自

然現象の状況 

（ウ） その他（対象事業の計画の状況 等） 

 

 

 

 

イ 調査の基本的な手法 

調査は、既存資料及び文献の収集により行うこ

とを基本とし、必要に応じて現地調査を行う。 

なお、現地調査を行う場合は、踏査、測量、空

中写真又はその他の適切な方法によるものとす

る。 

また、地質の調査方法は、踏査によるものとす

るが、必要に応じ、ボーリング調査、物理探査、

室内試験等の方法についても行うものとする。 

なお、調査結果は地形・地質及び自然現象の図

示及び解析を行い整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 地形・地質 

(１) 調査の手法 

ア 調査すべき情報 

調査すべき情報は、対象事業の実施が地形・地

質に及ぼす影響を適切に把握し得るよう配慮し

て、次に掲げる項目の中から予測及び評価を行う

ために必要なものを選定する。 

（ア） 地形及び地質の状況 

（イ） 学術上等から注目される地形・地質及び自

然現象の状況 

（ウ） その他 

イ 調査地域 

調査地域は、対象事業の実施により特異な地

形・地質及び自然現象が影響を受けるおそれのあ

る地域とし、既存資料等を勘案して定める。 

ウ 調査方法 

調査は、既存資料及び文献の収集により行うこ

とを基本とし、必要に応じて現地調査を行う。 

なお、現地調査を行う場合は、次に掲げるとこ

ろによる。 

 

 

 

 

 

 

（ア） 調査地点 

現地調査を行う場合の調査地点は、対象

事業の内容、地域特性等を勘案して、調査地

域の範囲内において地形・地質の状況を適切

に把握できる地点又は経路とする。 

（イ） 調査期間及び頻度 

調査期間及び頻度は、地形・地質の特性

を勘案して、地形・地質の状況を把握し得る

程度とする。 

また、特異な自然現象については、その

変動特性を考慮して調査時期及び頻度を定

める。 

（ウ） 調査方法 

地形の調査方法は、踏査、測量、空中写

真又はその他の適切な方法によるものとす

る。 

また、地質の調査方法は、踏査によるも

のとするが、必要に応じ、ボーリング調査、
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ウ 調査地域 

調査地域は、対象事業の実施により特異な地

形・地質及び自然現象が影響を受けるおそれのあ

る地域とし、既存資料等を勘案して定める。 

エ 調査地点 

現地調査を行う場合の調査地点は、対象事業の

内容、地域特性等を勘案して、調査地域の範囲内

において地形・地質の状況を適切に把握できる地

点又は経路とする。 

オ 調査期間等 

調査期間等は、地形・地質の特性を勘案して、

地形・地質の状況を把握し得る程度とする。 

また、特異な自然現象については、その変動特

性を考慮して調査時期及び頻度を定める。 

 

物理探査、室内試験等の方法についても行う

ものとする。 

なお、調査結果は地形・地質及び自然現

象の図示及び解析を行い整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

【説 明】 

１ 調査すべき情報 

(1) 地形及び地質の状況 

対象事業実施区域等の地形分布及び表層地質の状況に

ついて調査する。 

(2) 学術上等から注目される地形･地質の状況 

対象事業実施区域等に存在する学術上等から注目され

る地形・地質、鉱物、化石及び古生物の分布状況につい

て調査する。 

選定基準の例を次に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)その他（対象事業の計画の状況） 

対象事業の計画の状況について調査する。具体的には、

以下のような内容が考えられる。 

・土地の形状の変更行為又は公有水面の埋立て行為の内

容、範囲及び施工方法 

・河川の現状に変更を及ぼす行為（河川の締切、掘削、

流路の変更、足場・工事用道路の設置等）の内容、範

【説 明】 

１ 調査すべき情報 

(1) 地形及び地質の状況 

対象事業実施区域等の地形分布及び表層地質の状況に

ついて調査する。 

(2) 学術上等から注目される地形･地質の状況 

対象事業実施区域等に存在する天然記念物、学術上貴

重な地形・地質、鉱物、化石及び古生物の分布状況につ

いて調査する。 

選定基準の例を次に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)対象事業の計画の状況 

次に掲げる対象事業の計画の状況について調査する。

 

・土地の形状の変更行為又は公有水面の埋立て行為の内

容、範囲及び施工方法 
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囲及び施工方法 

・工作物の位置、規模、構造及び施工方法 

・湛水すると想定される区域の範囲及び水位等の状況 

 

 

・工作物の位置、規模、構造及び施工方法 

・湛水すると想定される区域の範囲及び水位等の状況 

 

(２) 予測の手法 

ア 予測項目 

予測項目は、次に掲げるものとする。 

（ア） 地形・地質の改変の程度及び内容 

（イ） 学術上等から注目される地形・地質及び

自然現象の改変の程度及び内容 

 

 

 

 

 

 

 

イ 予測の基本的な手法 

予測方法は、事業特性及び地域特性を考慮し

て、地形・地質及び自然現象の消滅の有無若しく

は改変の程度の把握、既存の類似事例等の参照又

はその他の適切な方法によるものとする。 

なお、学術上等から注目される地形・地質及び

自然現象については、下記の資料を参考として、

生態系の基盤としての重要性、希少性等の自然科

学的な価値と、国土保全性等の社会科学的価値を

確認し、予測に用いるものとする。 

（ア） 「文化財保護法」（昭和25年法律第214号）

で指定されている記念物（史跡、名勝、天然記

念物） 

（イ） 「鳥取県文化財保護条例」（昭和34年鳥

取県条例第50号）及び各市町村の文化財保護条

例で保護されている記念物（史跡、名勝、天然

記念物） 

（ウ） 緑の国勢調査―自然環境保全調査報告書

―（環境庁）「すぐれた自然」の調査対象の地

形・地質 

（エ） 第３回自然環境保全基礎調査（環境庁）

「自然景観資源調査」で確認されている地形・

地質 

（オ） その他の資料 

ウ 予測地域 

予測地域の範囲は、対象事業の実施が地形・地

質に影響を及ぼすおそれのある地域とする。 

エ 予測対象時期等 

(２) 予測の手法 

ア 予測項目 

予測項目は、次に掲げるものとする。 

（ア） 地形・地質の改変の程度及び内容 

（イ） 学術上等から注目される地形・地質及び

自然現象の改変の程度及び内容 

イ 予測時期 

予測を行う時期は、工事の施工中の代表的な時

期及び工事の施工後における事業活動が定常に達

した時期とする。 

ウ 予測地域 

予測地域の範囲は、対象事業の実施が地形・地

質に影響を及ぼすおそれのある地域とする。 

エ 予測方法 

予測方法は、事業特性及び地域特性を考慮し

て、学術上等から注目される地形・地質及び自然

現象の消滅の有無若しくは改変の程度の把握、既

存の類似事例等の参照又はその他の適切な方法に

よるものとする。 

 

 

 

 

 

- 71 -



 

予測を行う時期は、工事の施工中及び工事の施

工後において地形・地質に与える影響が 大にな

る時期とする。 

 

【説 明】 

１ 予測項目 

対象事業の実施に伴う地形・地質及び自然現象が受ける影響

の内容（損傷、移設、改変又は消滅等） 及び程度について予

測する。 

 

２ 予測対象時期等 

対象事業の施工中及び施工後のそれぞれにおいて地形・地質

に与える影響が 大となる時期を予測時期とする。 

ダムの建設等による湛水域の出現が、地形・地質に影響を及

ぼす場合等にあっては、供用開始後を予測時期とする。 

【説 明】 

１ 予測項目 

対象事業の工事及び併用に伴い設置される工作物等により、

学術上等から注目される地形・地質及び自然現象が受ける影響

の内容（損傷、移設、改変又は消滅等） 及び程度について予

測する。 

２ 予測時期等 

工事の施工方法により工事中における改変の程度の予測が

必要な場合は、工事中を予測時点とする。 

ダムの建設等による湛水域の出現が、学術上等から注目され

る地形・地質に影響を及ぼす場合等にあっては、供用開始後を

予測時点とする。 

 

 (３) 環境保全措置 

環境保全措置は、工事の施工中及び工事の施工後

の各段階にわたり検討を行うものとする。 

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・

構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複

数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の

回避、低減が図られたかについての検討内容を明らか

にすること。 

 

 

【説 明】 

環境保全措置の例としては次のようなものがある。 

・ 地形改変の 小化（擁壁構造や軽量盛土、アンカー

工等の採用） 

・ 自然斜面等の被覆の回避・低減 

・ 代替箇所の検討 

・ 記録保存 

 

 

(４) 評価の手法 

対象事業の実施に伴う地形・地質及び自然現象へ

の影響に対する低減措置等について明らかにするこ

とにより、事業者の実行可能な範囲内で出来る限り回

避又は低減されているか否かを明らかにする。 

また、国、鳥取県又は関係市町村の策定した計画

等により基準又は目標が示されている場合には、当該

基準又は目標との整合性についても明らかにする。 

 

 

(３) 評価の手法 

学術上の重要な地形・地質及び自然現象について、

現況と工事施工中及び施工後の状況との対比を行い、

対象事業による影響をどのように回避し、又は低減し

たのか説明する。 

なお、重要性の確認については、下記の資料を参

考として、生態系の基盤としての重要性、希少性等の

自然科学的な価値と、国土保全性等の社会科学的価値

を勘案するものとする。 

（ア） 文化財保護法（昭和25年法律第214号）で指
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定されている史跡名勝天然記念物 

（イ） 鳥取県文化財保護条例（昭和34年12月鳥取県

条例第50号）で指定されている史跡名勝天然記念

物 

（ウ） 緑の国勢調査―自然環境保全調査報告書―

（環境庁）「すぐれた自然」の調査対象の地形・

地質 

（エ） 第３回自然環境保全基礎調査（環境庁）「自

然景観資源調査」で確認されている地形・地質 

（オ） その他の資料 

 

【説 明】 

環境保全措置を踏まえ、事業者の実行可能な範囲でより良い

技術が取り入れられているかを検討し、対象事業が地形・地質

に与える影響が回避・低減されているか否かについて評価す

る。 

また、鳥取県環境基本計画、その他の国又は地方公共

団体による環境の保全の観点からの施策によって基準又

は目標が定められている場合は、これらの目標との整合

が測られているかどうかを明らかにする。 
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改正案 現行 

８ 地盤 

(１) 調査の手法 

ア 調査すべき情報 

調査すべき情報は、対象事業の実施が地盤に及

ぼす影響を適切に把握し得るよう配慮して、次に

掲げる項目の中から予測及び評価を行うために必

要なものを選定する。 

（ア） 地盤沈下の状況 

（イ） 地形及び地質の状況 

（ウ） 地下水、湧水及び河川の状況 

（エ） その他（降水量の状況、土地利用の状況、

対象事業の計画の状況 等） 

 

 

 

 

イ 調査の基本的な手法 

調査は、既存資料及び文献の収集により行うこ

とを基本とし、必要に応じて現地調査を行う。 

なお、現地調査を行う場合は、次に掲げるとこ

ろによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ア）地盤沈下の状況 

地盤沈下の状況についての調査は、原則

として水準測量又は沈下計を用いる方法と

する。 

（イ）地下水位の状況 

地下水位についての調査は、観測井を用

いた方法又は物理探査等の方法とする。 

ウ 調査地域 

調査地域は、対象事業の実施により地盤が沈下

するおそれのある範囲を含む地域とし、軟弱地盤

地帯の状況等を勘案して定める。 

エ 調査地点 

現地調査を行う場合の調査地点は、調査地域の

範囲内において地盤沈下の変化を的確に把握でき

る地点とする。 

７ 地盤 

(１) 調査の手法 

ア 調査すべき情報 

調査すべき情報は、対象事業の実施が地盤に及

ぼす影響を適切に把握し得るよう配慮して、次に

掲げる項目の中から予測及び評価を行うために必

要なものを選定する。 

（ア） 地盤沈下の状況 

（イ） 地形及び地質の状況 

（ウ） 地下水、ゆう水及び河川の状況 

（エ） その他 

 

イ 調査地域 

調査地域は、対象事業の実施により地盤が沈下

するおそれのある範囲を含む地域とし、軟弱地盤

地帯の状況等を勘案して定める。 

ウ 調査方法 

調査は、既存資料及び文献の収集により行うこ

とを基本とし、必要に応じて現地調査を行う。 

なお、現地調査を行う場合は、次に掲げるとこ

ろによる。 

（ア） 調査地点 

現地調査を行う場合の調査地点は、調査

地域の範囲内において地盤沈下の変化を的

確に把握できる地点とする。 

（イ） 調査期間及び頻度 

調査期間及び頻度は、調査地域の特性等

を考慮して、地盤沈下の実態を把握し得る程

度とする。 

（ウ） 調査方法 

地盤沈下の状況についての調査は、原則

として水準測量又は沈下計を用いる方法と

する。 

 

地下水位についての調査は、観測井を用

いた方法又は物理探査等の方法とする。 
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オ 調査期間等 

現地調査を行う場合の調査期間等は、調査地域

の特性等を考慮して、地盤沈下の実態を把握し得

る程度とする。 

 

 

 

 

 

【説 明】 

１ 調査すべき情報 

対象事業の内容を勘案し、次の中から予測及び評価に必要な

ものを選定する。 

（１）地盤沈下の状況 

地盤沈下の範囲、量等について調査する。 

（２）地形及び地質の状況 

次に掲げる地形及び地質の状況について調査する。 

・地層の走向・傾斜、斜面形状、地形の種類、地形の

形成過程、大規模な断層等の状況 

・地表及び地下における地質・帯水層・加圧層の分布、

地表の被覆･雨水浸透の状況、軟弱地盤の分布、土層

の種類及び物理的性質等の状況 

（３）地下水、湧水及び河川の状況 

次に掲げる地下水、湧水及び河川の状況について調査

する。 

・地下水の賦存形態、水位、流動、揚水等の状況 

・湧水の分布、規模等状況 

・河川の位置等の状況 

（４）その他 

ア 降水量の状況 

対象事業実施区域等の降水量の状況について調査す

る。 

イ 土地利用の状況 

地盤沈下の発生により影響を受ける施設等の分布、

用途地域の指定その他の土地利用の状況について調査

する。 

ウ 対象事業の計画の状況 

次に掲げる対象事業の計画の状況について調査す

る。 

・工作物及び切土・盛土の位置、施工方法及び法面の形

態 

・揚水施設の位置、規模及び揚水量 

２ 調査の基本的な手法 

（１）地形及び地質の状況 

現地調査を行う場合の参考文献の例として次のものが

ある。 

・｢地盤調査の方法と解説｣（平成16年、社団法人地盤工

学会） 

・｢土質試験の方法と解説｣（平成16年、社団法人地盤工

【説 明】 

１ 調査すべき情報 

対象事業の内容を勘案し、次の中から予測及び評価に必要な

ものを選定する。 

（１）地盤沈下の状況 

地盤沈下の範囲、量等について調査する。 

（２）地形及び地質の状況 

次に掲げる地形及び地質の状況について調査する。 

・地層の走向・傾斜、斜面形状、地形の種類、地形の

形成過程、大規模な断層等の状況 

・地表及び地下における地質・帯水層・加圧層の分布、

地表の被覆･雨水浸透の状況、軟弱地盤の分布、土層

の種類及び物理的性質等の状況 

（３）地下水、湧水及び河川の状況 

次に掲げる地下水、湧水及び河川の状況について調査

する。 

・地下水の賦存形態、水位、流動、揚水等の状況 

・湧水の分布、規模等状況 

・河川の位置等の状況 

 

（４）降水量の状況 

対象事業実施区域等の降水量の状況について調査す

る。 

（５）土地利用の状況 

地盤沈下の発生により影響を受ける施設等の分布、用

途地域の指定その他の土地利用の状況について調査す

る。 

 

（６）対象事業の計画の状況 

次に掲げる対象事業の計画の状況について調査する。

・工作物及び切土・盛土の位置、施工方法及び法面の形

態 

・揚水施設の位置、規模及び揚水量 

２ 調査方法 

（１）地形及び地質の状況 

現地調査を行う場合の参考文献の例として次のものが

ある。 

・｢地盤調査法｣（社団法人地盤工学会） 

 

・｢土質試験の方法と解説｣（社団法人地盤工学会） 
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学会） 

（２）地下水、湧水及び河川の状況 

地下水の水位等の現地調査は、井戸又は観測井等を用

いて行い地下水の流動を把握するための水質調査法は、

６｢水質｣に記載した方法に準ずる。 

 

（２）地下水、湧水及び河川の状況 

地下水の水位等の現地調査は、井戸又は観測井等を用

いて行い地下水の流動を把握するための水質調査法は、

５｢水質｣に記載した方法に準ずる。 

 (２) 予測の手法 

ア 予測項目 

予測項目は、地盤沈下量又は地下水位の変動及

びその範囲とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 予測の基本的な手法 

予測の基本的な手法は、対象事業の計画、周囲

の土地利用、地質、地下水の状況等を考慮して、

次に掲げる方法の中から適切なものを選択し、又

は組み合わせる。 

（ア） 地盤沈下数値モデル 

（イ） ダルシーの法則による安全揚水量計算 

（ウ） 水位変動と揚水量から許容揚水量を求め

る方法 

（エ） 既存事例の引用又は解析等 

なお、予測に当たっては、予測式に用いる係数

及び適用条件についてあらかじめ整理しておく。

ウ 予測地域 

予測地域の範囲は、対象事業の実施による地盤

沈下が環境に影響を及ぼすおそれのある地域とす

る。 

エ 予測対象時期等 

予測を行う時期は、工事の施工中の代表的な時

期、工事の施工後において地盤沈下の影響が最大

になる時期とする。 

 

(２) 予測の手法 

ア 予測項目 

予測項目は、地盤沈下量又は地下水位の変動及

びその範囲とする。 

イ 予測時期 

予測を行う時期は、工事の施工中の代表的な時

期及び工事の施工後における事業活動が定常に達

した時期とする。 

ウ 予測地域 

予測地域の範囲は、対象事業の実施による地盤

沈下が環境に影響を及ぼすおそれのある地域とす

る。 

エ 予測方法 

予測方法は、対象事業の計画、周囲の土地利用、

地質、地下水の状況等を考慮して、次に掲げる方

法の中から適切なものを選択し、又は組み合わせ

る。 

（ア） 地盤沈下数値モデル 

（イ） ダルシーの法則による安全揚水量計算 

（ウ） 水位変動と揚水量から許容揚水量を求め

る方法 

（エ） 既存事例の引用又は解析等 

なお、予測に当たっては、予測式に用いる係数

及び適用条件についてあらかじめ整理しておく。

 

 

 

 

 

 

 

【説 明】 

１ 予測項目 

対象事業の工事及び供用に伴う地盤沈下量、地下水位の変

動及びその範囲とするが、事業の特性に応じ、地下水の塩素

イオンの濃度についても予測する。 

２ 予測の基本的な手法 

【説 明】 

１ 予測項目 

対象事業の工事及び供用に伴う地盤沈下量、地下水位の変

動及びその範囲とするが、事業の特性に応じ、地下水の塩素

イオンの濃度についても予測する。 

２ 予測方法 
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予測の基本的な手法は、予測の対象とする項目及び対象事

業の特徴を考慮して選定する。 

なお、予測に当たって使用した係数の設定理由や予測の前

提条件についても明らかにする。 

３ 各種の予測式と適用条件 

 

 

 

 

 

 

 

(1)一次元モデル 

・適用条件：一方向のみの流れに適用される。 

帯水層の水頭低下に伴う加圧層の圧密沈

下予測に使用される。 

・基礎方程式： 
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KＺＺ ：Z方向の透水係数 

SＳ ：比貯留係数 

h ：地下水位(水頭) 

W ：涵養量又は揚水量 

(2)平面ニ次元モデル 

・適用条件：近似的に鉛直方向の流れが無く、水平方向

の流れで代表できる条件に適用される。 

比較的広域な地下水流動を平面的に捉える

場合に適している。 

・基礎方程式： 
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TＸＸ ：X方向の透水量係数(=Kx・b) 

TＹＹ ：Y方向の透水量係数(=KY・b) 

S ：貯留係数 

b ：帯水層の層厚 

(3)断面ニ次元モデル 

・適用条件：断面の垂直方向には水の出入りが無いこと、

及び多層構造の場合各層の流れの方向は平面

的に同一方向であるとの仮説のもとに適用さ

れる。 

複数の層構造からなる帯水層の水頭変化の

状況を解明することに適している。水路、河

川堤防、道路といった長い構造物と周辺地下

水の問題を取り扱うのに適している。 

・基礎方程式： 

予測方法は、予測の対象とする項目及び対象事業の特徴を

考慮して選定する。 

なお、予測に当たって使用した係数の設定理由や予測の前

提条件についても明らかにする。 

３ 各種の予測式と適用条件 

 

 

 

 

 

 

 

(1)１次元モデル 

・適用条件：一方向のみの流れに適用される。 

帯水層の水頭低下に伴う加圧層の圧密沈

下に使用される。 

・基礎方程式： 
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t
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KＺＺ ：Z方向の透水係数 

SＳ ：比貯留係数 

h ：地下水位(水頭) 

W ：涵養量又は揚水量 

(2)平面2次元モデル 

・適用条件：近似的に鉛直方向の流れが無く、水平方向

の流れで代表できる条件で適用される。 

比較的広域な地下水流動を平面的に捉える

場合に適している。 

・基礎方程式： 

),,()()( tYXW
t
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Y
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∂
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TＸＸ ：X方向の透水量係数(=Kx・b) 

TＹＹ ：Y方向の透水量係数(=KY・b) 

S ：貯留係数 

b ：帯水層の層厚 

(3)断面2次元モデル 

・適用条件：断面の垂直方向には水が無いこと、及び多

層構造の場合各層の流れは平面的に同一方向

であるとの仮説の基に適用される。 

 

複数の層構造からなる帯水層の水頭変化の

状況を解明するのに適しており地下掘削に伴

う地下水障害やその対策を行う場合等に使用

される。 

・基礎方程式： 

地盤沈下数値モデル 
 
 
 
ダルシーの法則による安全揚水量計算 
 
水位変動と揚水量から許容揚水量を求める方法 
 
 
既存事例の引用又は解析等 

１次元モデル 
平面２次元モデル 
断面２次元モデル 
準３次元モデル 
３次元モデル 
 
 
ヒルの方法 
ハーディングの方法
その他 
 
パターン分析 
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KＸＸ：Ｘ方向の透水係数 

(4) 準三次元モデル 

多層構造を三次元的に解析するためのモデルで、以下

の三種類がある。 

ア 半透水性の加圧層を考慮した多層構造を取り扱う

方法 

・適用条件：複数の帯水層と半透水性の加圧層からな

る地盤構成の地下水の流動を解析すると

きに用いられる。 

地盤沈下や地下水開発を検討する場合に

適している。 

・基礎方程式 

),,()(
'
')()( tYXW

t
hSHh

b
K

Y
hT

YX
hT

X yyxx +
∂
∂
⋅=−⋅+

∂
∂
⋅

∂
∂

+
∂
∂

⋅
∂
∂

(K’/ｂ’)･(h－H)は半透水性の加圧層を通

じた漏水量であり、加圧層からの絞り出しがあ

る場合は、さらに絞り出し量 Sq の項を加える

必要がある。 

H ：上部帯水層の水頭 

Tyy ：Y方向の透水量係数(=Ky・b) 

K’ ：半透水層の透水係数 

b’ ：半透水層の層厚 

イ 地盤の水理定数を地下水位の関数として多層構造

を取り扱う方法 

・適用条件：鉛直方向の流動が微少であるとして無視

する Dupuit-Forchheimer の仮定のもと

に、多層の透水層からなる帯水層での地下

水流動を解析するときに用いられる。 

広域の地下水流動を平面的に捉える場合

で地下水位の変動量が大きい場合に適し

ている。 

・基礎方程式 
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複数の帯水層の透水量係数Ｔを地下水位(水

頭)ｈの関数として、以下のように求める。 

T(h)=K１・b１＋K2･b2＋K3・b3＋･･･ 

また、貯留係数Sは、同様に以下のように求め

る。 

S(h)=SS1・b1+SS２・b２+SS３・b３+・・・ 

K1,K2,K3 ：帯水層1,2,3の透水係数 

b1,b2,b3 ：帯水層1,2,3の層厚 

SS1,SS２,SS３：帯水層1,2,3の比貯留係数 
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KＸＸ：Ｘ方向の透水係数 

(4) 準3次元モデル 

多層構造を三次元的に解析するためのモデルで、以下

の三種類がある。 

ア 半透水性の加圧層を考慮した多層構造を取り扱う

方法 

・適用条件：地盤沈下や地下水開発を検討する場合に

適している。 

 

 

 

・基礎方程式 
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(K’/ｂ’)･(h－H)は半透水性の加圧層を

通じた漏水量であり、加圧層からの絞り出しが

ある場合は、さらに絞り出し量 Sq の項を加え

る必要がある。 

H ：上部帯水層の水頭 

Tyy ：Y方向の透水量係数(=Ky・b) 

K’ ：半透水層の透水係数 

b’ ：半透水層の層厚 

イ 地盤の水理定数を地下水位の関数として取り扱う

方法 

・適用条件：広域の地下水流動を平面的に捉える場合

で水位変動量が大きい場合に適している。

 

 

 

 

 

・基礎方程式 
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複数の帯水層の透水量係数Ｔを地下水位(水

頭) ｈの関数として、以下のように求める。 

T(h)=K１・b１＋K2･b2＋K3・b3＋･･･ 

また、貯留係数Sは、同様に以下のように求め

る。 

S(h)=SS1・b1+SS２・b２+SS３・b３+・・・ 

K1,K2,K3 ：帯水層1,2,3の透水係数 

b1,b2,b3 ：帯水層1,2,3の層厚 

SS1,SS２,SS３：帯水層1,2,3の比貯留係数 
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ウ 鉛直スライス法 

・適用条件:岩盤の割れ目が卓越している場や断層破砕

帯が存在する場での地下水流動を取り扱

う場合に適している。 

トンネル掘削に伴う三次元的湧水問題な

どを検討する場合に有利である。 

・基礎方程式: 
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jの添え字は、j番目のスライスを表す。 

スライス内は、飽和－不飽和断面二次元解析法に

より解析を行う。 

hj ：圧力水頭 

Kj(hj) ：不飽和透水係数(=Ks・Kr(h)) 

Ks ：飽和透水係数 

Kr(h) ：比透水係数 

Cj(hj) ：比水分容量(∂θ/∂h) 

(5) 三次元モデル 

・適用条件：三次元領域のすべてに適用されるものであ

る。 

ただし、情報量が膨大となるので経済的にも

技術的にも負担が大きい。 

・基礎方程式 
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(6)ダルシーの法則による安全揚水量計算 

ダルシーの法則を対象事業実施区域に当てはめ、地下

水の流動量をもって地下水涵養量を求め、採取許容水量

(安全揚水量)を求める方法である。 

この予測方法は、地下水の涵養が帯水層に沿う水平流

であると見なされる場合に適用できる。 

○ダルシーの法則 

媒体を詰めた管に対して△h/l の動水勾配を与えると

き、通過流量Qは次のように表される。 

l
hkv

l
hkAQ Δ

=
Δ

= 又は  

k は透水係数と呼ばれる速度の次元を有する比例係数

であり、その大きさは媒体粒子の大きさ、形状、通過

する流体の種類によって定まる。A は管の全断面積で

あり、v は流量を管の全断面積で除した形式での平均

流速である。 

(7)水位変動と揚水量から許容揚水量を求める方法 

対象事業実施区域において、地下水の涵養量に等しい

ウ 鉛直方向を断面二次元でスライスする方法 

・適用条件:岩盤の割れ目が卓越している場合や断層破

砕帯が存在する場の地下水流動を取り扱

う場合に適している。 

 

 

・基礎方程式: 
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jの添え字は、j番目のスライスを表す。 

スライス内は、飽和－不飽和断面二次元解析法に

より解析を行う。 

hj ：圧力水頭 

Kj(hj) ：不飽和透水係数(=Ks・Kr(h)) 

Ks ：飽和透水係数 

Kr(h) ：比透水係数 

Cj(hj) ：比水分容量(∂θ/∂h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)ダルシーの法則による安全揚水量計算 

ダルシーの法則を対象事業実施区域に当てはめ、地下

水の流動量をもって地下水涵養量を求め、採取許容水量

(安全揚水量)を求める方法である。 

この予測方法は、地下水の涵養が帯水層に沿う水平流

であると見なされる場合に適用できる。 

○ダルシーの法則 

媒体を詰めた管に対して△h/l の動水勾配を与えると

き、通過流量Qは次のように表される。 

l
hkv

l
hkAQ Δ

=
Δ

= 又は  

k は透水係数と呼ばれる速度の次元を有する比例係数

であり、その大きさは媒体粒子の大きさ、形状、通過

する流体の種類によって定まる。A は管の全断面積で

あり、v は流量を管の全断面積で除した形式での平均

流速である。 

(6)水位変動と揚水量から許容揚水量を求める方法 

対象事業実施区域において、地下水の涵養量に等しい
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揚水量であれば地下水位は一定となるという水収支の考

え方に基づく方法である。 

一時に多量の揚水や局部的な集中揚水には適さない。

(8)既存事例の引用又は解析等 

既存事例の引用と解析により、過去の地盤沈下地域の

地形・地質、帯水層構造等の地域特性や揚水量と沈下量

の状況を対応させたパターン分類を行い、類似するパタ

ーンを当てはめることによって沈下の発生機構を推定す

る方法である。 

３ 予測対象時期等 

予測対象時期は、次に掲げる時期のうち必要な時期とす

る。 

（１）対象事業に係る工事の実施中の予測は、工事に伴

う影響が最大になると予測される時期等影響を適切に

予測し得る時期とする。 

（２）対象事業に係る土地又は工作物の存在及び供用後

の予測は、工事完了後、影響が最大になる時期とする。

 

揚水量であれば地下水位は一定となるという水収支の考

え方に基づく方法である。 

一時に多量の揚水や局部的な集中揚水には適さない。

(7)既存事例の引用又は解析等 

既存事例の引用と解析により、過去の地盤沈下地域の

地形・地質、帯水層構造等の地域特性や揚水量と沈下量

の状況を対応させたパターン分類を行い、類似するパタ

ーンを当てはめることによって沈下の発生機構を推定す

る方法である。 

 

 (３) 環境保全措置 

環境保全措置は、工事の施工中及び工事の施工後

の各段階にわたり検討を行うものとする。 

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・

構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複

数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の

回避、低減が図られたかについての検討内容を明らか

にすること。 

 

 

【説 明】 

環境保全措置の例としては次のようなものがある。 

・ 計画地周辺の地下水位の低下を防ぐ工法（地中連壁

工等）の採用 

・ 地盤改良工法の採用 

・ 雨水等の地下浸透対策 

 

 

(４) 評価の手法 

事業の実施による地盤沈下の周辺環境への影響の

低減措置等について明らかにすることにより、当該事

業による地盤への影響について、事業者の実行可能な

範囲内でできる限り回避又は低減されているか否か

を明らかにする。 

また、国、県、市町村等の計画や関係法令に定め

られた目標等との整合性についても明らかにする。 

 

(３) 評価の手法 

事業の実施による地盤沈下の周辺環境への影響の

低減措置等について明らかにすることにより、当該事

業による影響をどのように回避し、又は低減したのか

説明する。 
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【説 明】 

環境保全措置を踏まえ、事業者の実行可能な範囲でより良い

技術が取り入れられているかを検討し、対象事業が環境に与え

る影響が回避・低減されているか否かについて評価する。 

また、市町村が策定する計画や関係法令との整合性について

も事業者の見解を明らかにする。 
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改正案 現行 

９ 土壌 

(１) 調査の手法 

ア 調査すべき情報 

調査すべき情報は、対象事業の実施が土壌に及

ぼす影響を適切に把握し得るよう配慮して、次に

掲げる項目の中から予測及び評価を行うために必

要なものを選定する。 

（ア） 地下水の状況 

（イ） 地形、地質及び工作物の状況 

（ウ） 土地利用の状況 

a 過去の土地利用の状況 

b 現在の土地利用の状況 

（エ） 土壌汚染の発生源の状況 

（オ） 土壌汚染物質等の状況 

a 「土壌の汚染に係る環境基準について」（平

成３年環境庁告示第46号）及び「ダイオキシ

ン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の

底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る

環境基準」（平成11年環境庁告示第68号）に

定める環境基準の項目 

b その他の項目 

（カ） その他（降水量の状況、利水等の状況、対

象事業の計画の状況 等） 

 

 

 

イ 調査の基本的な手法 

調査は、既存資料及び文献の収集により行うこ

とを基本とし、必要に応じて現地調査を行う。 

なお、現地調査を行う場合は、「土壌の汚染に

係る環境基準について」、「ダイオキシン類によ

る大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を

含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準」、「土

壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイ

ドライン（改訂2版）」（平成24年、環境省水・大

気環境局土壌環境課）、「農用地土壌汚染対策地

域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法

を定める省令」（昭和46年農林省令第47号）、「農

用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の

検定の方法を定める総理府令」（昭和47年総理府

令第66号）若しくは「農用地土壌汚染対策地域の

指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める総

理府令」（昭和50年総理府令第31号）に定める方

法又はその他の適切な方法によるものとする。 

８ 土壌 

(１) 調査の手法 

ア 調査すべき情報 

調査すべき情報は、対象事業の実施が土壌に及

ぼす影響を適切に把握し得るよう配慮して、次に

掲げる項目の中から予測及び評価を行うために必

要なものを選定する。 

（ア） 地下水の状況 

（イ） 地形、地質及び工作物の状況 

（ウ） 土地利用の状況 

a 過去の土地利用の状況 

b 現在の土地利用の状況 

（エ） 土壌汚染の発生源の状況 

（オ） 土壌汚染物質等の状況 

a 土壌の汚染に係る環境基準について（平成

３年環境庁告示第46号）に定める環境基準の

項目 

 

 

 

b その他の項目 

（カ） その他 

 

イ 調査地域 

調査地域は、対象事業の実施により土壌が影響

を受けるおそれのある範囲を含む地域とする。 

ウ 調査方法 

調査は、既存資料及び文献の収集により行うこ

とを基本とし、必要に応じて現地調査を行う。 

なお、現地調査を行う場合は、次に掲げるとこ

ろによる。 
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ウ 調査地域 

調査地域は、対象事業の実施により土壌が影響

を受けるおそれのある範囲を含む地域とする。 

エ 調査地点 

現地調査を実施する場合の調査地点は、調査地

域の範囲内において土壌汚染物質の濃度及びその

分布を的確に把握できる地点とする。 

オ 調査期間等 

現地調査を実施する場合の調査期間等は、原則

として１回とする。 

 

（ア） 調査地点 

調査地点は、調査地域の範囲内において土壌

汚染物質の濃度及びその分布を的確に把握で

きる地点とする。 

（イ） 調査期間及び頻度 

調査期間及び頻度は、原則として１回とす

る。 

（ウ） 調査方法 

測定方法は、土壌の汚染に係る環境基準につ

いて、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係

るカドミウムの量の検定の方法を定める省令

（昭和46年農林省令第47号）、農用地土壌汚染

対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方

法を定める総理府令（昭和47年総理府令第66

号）若しくは農用地土壌汚染対策地域の指定要

件に係る砒素の量の検定の方法を定める総理

府令（昭和50年総理府令第31号）に定める方法

又はその他の適切な方法によるものとする。 
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【説 明】 

１ 調査すべき情報 

調査事項は、対象事業の内容を勘案し、次の中から予測及

び評価に必要な事項を選定する。 

(1) 地下水の状況 

土壌汚染物質の拡散等に影響を及ぼす地下水の分

布、規模、水位、水質、流動等の状況について調査す

る。 

(2)地形、地質及び工作物の状況 

土壌汚染物質の拡散等の影響を把握するため、次に

掲げる項目について調査する。 

・地形(地形分布、地盤高、周囲との比較高) 

・地質(地層の状況、表層地質の分布、盛土状況等)

・土質(粒径分布、礫の含有量及び土性等) 

・土壌(土壌の種類、分布) 

・工作物(工作物の位置、規模等) 

・その他 

(3)土地利用の状況 

次に掲げる土地利用の状況について調査する。 

ア 過去の土地利用の状況 

・工場等の跡地である場合は、事業の種類、規模、操業

時期、工場の配置、作業内容及び廃棄物の処理・処分

の方法 

・廃棄物による埋立て処分が行われた場合は、廃棄物の

種類、埋立ての時期、埋立て量及び面積 

《参考》土壌の過去の用途と想定される汚染例 

 

 

 

 

 

イ 現在の土地利用の状況 

・学校、病院、公園、住宅、農地、水路等の分布状

況その他の土地利用の状況 

(4) 土壌汚染の発生源の状況 

工場、事業場、ゴルフ場等の主要な土壌汚染の発生源

の分布状況について調査する。 

(5) 土壌汚染物質等の状況 

ア 「土壌の汚染に係る環境基準について」及び「ダイ

オキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底

質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準」

に定める環境基準の項目 

土壌の汚染に対して環境基準が設定されている次の

物質について調査する。 

 

【説 明】 

１ 調査すべき情報 

調査事項は、対象事業の内容を勘案し、次の中から予測及

び評価に必要な事項を選定する。 

(1) 地下水の状況 

土壌汚染物質の拡散等に影響を及ぼす地下水の分

布、規模、水位、水質、流動等の状況について調査す

る。 

(2)地形、地質及び工作物の状況 

土壌汚染物質の拡散等の影響を把握するため、次に

掲げる項目について調査する。 

・地形(地形分布、地盤高、周囲との比較高) 

・地質(地層の状況、表層地質の分布、盛土状況等)

・土質(粒径分布、礫の含有量及び土性等) 

・土壌(土壌の種類、分布) 

・工作物(工作物の位置、規模等) 

・その他 

(3)土地利用の状況 

次に掲げる土地利用の状況について調査する。 

ア 過去の土地利用の状況 

・工場等の跡地である場合は、事業の種類、規模、操業

時期、工場の配置、作業内容及び廃棄物の処理・処分

の方法 

・廃棄物による埋立て処分が行われた場合は、廃棄物の

種類、埋立ての時期、埋立て量及び面積 

《参考》土壌の過去の用途と想定される汚染例 

 

 

 

 

 

イ 現在の土地利用の状況 

・学校、病院、公園、住宅、農地、水路等の分布状

況その他の土地利用の状況 

(4) 土壌汚染の発生源の状況 

工場、事業場、ゴルフ場等の主要な土壌汚染の発生源

の分布状況について調査する。 

(5) 土壌汚染物質等の状況 

 

 

 

 

土壌の汚染に対して環境基準が設定されている次の

物質について調査する。 
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イ その他の項目 

必要に応じてその他の物質についても調査する。 

(6)降水量の状況 

対象事業実施区域等の降水量の状況について調査す

る。 

(7)利水等の状況 

地下水について、井戸の分布、用途、利用する帯水層、

水位、揚水量、水質等について調査する。 

(8)対象事業の計画の状況 

次に掲げる対象事業の計画の状況について調査する。

・土壌汚染物質を排出する施設の種類、規模、能力、構

造、用途、配置、使用方法、使用時間、排水の量及び

排水の水質並びに排出の方法 

・土壌汚染物質を排出する施設において使用する原材料

及び用水の種類、使用方法、使用量、及び月間、年間

の使用量の変動状況 

・土地の形質の変更行為の範囲、面積及び施工方法 

・公有水面の埋立行為の範囲、面積及び施工方法 

２ 調査地域 

対象事業の実施に伴う土壌汚染物質による汚染又は

汚染された土壌の掘削移動等により土壌に影響を及ぼ

すと予想される地域とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)降水量の状況 

対象事業実施区域等の降水量の状況について調査す

る。 

(7)利水等の状況 

地下水について、井戸の分布、用途、利用する帯水層、

水位、揚水量、水質等について調査する。 

(8)対象事業の計画の状況 

次に掲げる対象事業の計画の状況について調査する。

・土壌汚染物質を排出する施設の種類、規模、能力、構

造、用途、配置、使用方法、使用時間、排水の量及び

排水の水質並びに排出の方法 

・土壌汚染物質を排出する施設において使用する原材料

及び用水の種類、使用方法、使用量、及び月間、年間

の使用量の変動状況 

・土地の形質の変更行為の範囲、面積及び施工方法 

・公有水面の埋立行為の範囲、面積及び施工方法 

２ 調査範囲 

対象事業の実施に伴う土壌汚染物質による汚染又は

汚染された土壌の掘削移動等により土壌に影響を及ぼ

すと予想される地域とする。 

 

(２) 予測の手法 

ア 予測項目 

予測項目は、対象事業の実施により変化する土

壌汚染物質の状況とする。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 予測の基本的な手法 

予測の基本的な手法は、対象事業の計画、土壌

汚染の状況、地質等を考慮して、土壌の改変の程

(２) 予測の手法 

ア 予測項目 

予測項目は、対象事業の実施により変化する土

壌汚染物質の状況とする。 

イ 予測時期 

予測を行う時期は、工事の施工中の代表的な時

期及び工事の施工後における事業活動が定常に達

した時期とする。 

ウ 予測地域 

予測地域の範囲は、対象事業の実施が土壌に影

響を及ぼすおそれのある地域とする。 

エ 予測方法 

予測方法は、対象事業の計画、土壌汚染の状況、

地質等を考慮して、土壌の改変の程度を把握し予

カドミウム、全シアン、有機燐、鉛、六価クロム、砒素、

総水銀、アルキル水銀、PCB、銅（農用地に限る。）、ジクロ

ロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロ

ロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロ

ロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、

テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、

シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、ふっ素、

ほう素、ダイオキシン類 

≪土壌汚染環境基準物質≫ 
カドミウム、全シアン、有機燐、鉛、六価クロム、砒素、

総水銀、アルキル水銀、PCB、銅（農用地に限る。）、ジクロ

ロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロ

ロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロ

ロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、

テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、

シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン 

≪土壌汚染環境基準物質≫ 
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度を把握し予測する方法、既存事例の引用及び解

析又はその他の適切な方法により行う。 

なお、予測に当たっては、土地の改変に伴う土

壌の移動又は流出についても考慮する。 

ウ 予測地域 

予測地域の範囲は、対象事業の実施が土壌に影

響を及ぼすおそれのある地域とする。 

エ 予測対象時期等 

予測を行う時期は、工事の施工中の代表的な時

期、工事の施工後において土壌汚染による影響が

最大になる時期とする。 

 

測する方法、既存事例の引用及び解析又はその他

の適切な方法により行う。 

なお、予測に当たっては、土地の改変に伴う土

壌の移動又は流出についても考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

【説 明】 

1 予測項目 

予測項目は、対象事業の実施により土壌に影響を及ぼすと

予想される有害物質の濃度の状況、地下水への溶解の有無、

汚染土壌の量等とする。 

2 予測の基本的な手法 

（１）事業計画に基づく方法 

対象事業の計画の特性を踏まえて土壌汚染の汚染経路

を予測し、「１ 大気質」、「６ 水質」等の関連項目の予測

結果を参考に、汚染物質の拡散・蓄積の範囲を予測する。

（２）既存事例の引用及び解析 

事業計画や立地状況が類似している場合の土壌汚染に

関する既存事例の収集、整理を行い、これらを解析する

ことによって定性的に予測する。 

なお、事業の類似性については、十分な検証を行い、

適用した理由を明らかにするものとする。 

（３）その他の適切な方法 

調査により確認された汚染土壌について、必要に応じ

て汚染機構・経路・拡散状況等についての調査を実施し、

保全対策を記載することにより予測に代えることができ

る。 

なお、保全対策や効果等については、できる限り具体

的に示すものとする。 

３ 予測対象時期等 

予測対象時期は、次に掲げる時期のうち必要な時期とす

る。 

（１）対象事業に係る工事の実施中の予測は、工事に伴

う影響が最大になると予測される時期等影響を適切に

予測し得る時期とする。 

（２）対象事業に係る土地又は工作物の存在及び供用後

の予測は、工事完了後、影響が最大になる時期とする。

 

【説 明】 

1 予測項目 

予測項目は、対象事業の実施により土壌に影響を及ぼすと

予想される有害物質の濃度の状況、地下水への溶解の有無、

汚染土壌の量等とする。 
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 (３) 環境保全措置 

環境保全措置は、工事の施工中及び工事の施工後

の各段階にわたり検討を行うものとする。 

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・

構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複

数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の

回避、低減が図られたかについての検討内容を明らか

にすること。 

 

 

【説 明】 

環境保全措置の例としては次のようなものがある。 

・ 事業計画地に汚染土壌が存在する場合は、修復、封

じ込め等の浄化や拡散防止の措置 

・ 供用の開始後、施設の稼働等に伴い排出される物質

により土壌汚染が生じるおそれがある場合は、適切な

処理施設の設置、定期的な環境調査の実施及び汚染が

生じた場合の処理、処分体制の整備等 

 

 

(４) 評価の手法 

事業の実施による土壌汚染物質の周辺環境への影

響の低減措置等について明らかにすることにより、当

該事業による土壌への影響について、事業者の実行可

能な範囲内でできる限り回避又は低減されているか

否かを明らかにする。 

また、予測の結果と土壌汚染に係る環境基準等と

の整合性を確認する。 

 

(３) 評価の手法 

事業の実施による土壌汚染物質の周辺環境への影

響の低減措置等について明らかにすることにより、当

該事業による影響をどのように回避し、又は低減した

のか説明する。 

 

また、予測の結果と土壌汚染に係る環境基準等と

の対比を行う。 

 

【説 明】 

環境保全措置を踏まえ、事業者の実行可能な範囲でより良い

技術が取り入れられているかを検討し、対象事業が環境に与え

る影響が回避・低減されているか否かについて評価する。 

また、環境基準、鳥取県環境基本計画、その他の国又

は地方公共団体による環境の保全の観点からの施策によ

って基準又は目標が定められている場合は、これらの目

標との整合が測られているかどうかを明らかにする。 
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改正案 現行 

10 日照阻害 

(１) 調査の手法 

ア 調査すべき情報 

調査すべき情報は、対象事業の実施により生じ

る日影の影響の程度を適切に把握し得るよう配慮

して、次に掲げる項目の中から予測及び評価を行

うために必要なものを選定する。 

（ア） 日影の状況 

（イ） その他（土地利用の状況、地形及び工作物

の状況、対象事業の計画の状況 等） 

イ 調査の基本的な手法 

調査は、既存資料及び文献の収集により行うこ

とを基本とし、必要に応じて現地調査を行う。 

なお、現地調査を行う場合は、調査地点におい

て天空写真を撮影するものとする。撮影の高さは

地上1.5ｍ程度とし、使用レンズ等の撮影条件を明

らかにする。 

ウ 調査地域 

調査地域は、対象事業の実施により日影が生じ

るおそれのある範囲を含む地域とする。 

エ 調査地点 

現地調査を行う場合の調査地点は、対象事業の

内容、地域特性等を勘案して、調査地域の範囲内

において日影の状況を適切に把握できる地点とす

る。 

 

 

【説 明】 

１ 調査すべき情報 

（１）日影の状況 

対象事業の実施により日影が生じると予想される地域

の主要な地点における日影の範囲、時刻、時間数等につ

いて調査する。 

（２）その他 

ア 土地利用の状況 

学校、病院、住宅等の分布や土地利用の状況につい

て調査する。 

イ 地形及び工作物の状況 

日影を生じるおそれのある地形や、対象事業予定地

周辺の既存建築物のうち、日影を生じるおそれのある

高層建築物等の位置及び規模（建築物については階数）

を調査する。 

ウ 対象事業の計画の状況 

対象事業の計画の状況について調査する。具体的に
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は、以下のような内容が考えられる。 

・ 土地の形状の変更行為の内容、範囲 

・ 工作物の位置、規模及び構造 

・ 建築基準法等、事業計画上配慮すべき法律・条例

等とその適用状況 

２ 調査の基本的な手法 

（１）日影の状況 

主要な地点における天空図の作成又は天空写真を現地

で撮影する方法による。天空図又は天空写真には、冬至

日、春秋分日、夏至日の太陽軌道を投影し、年間の日影

の状況を把握する。 

また、既存建築物による日影の調査は、地形及び工作

物の調査結果から、法令、条例等による規制値の高さの

水平面における日影について、時刻別日影図及び等時間

日影図を作成する方法による。時刻別日影図の作成時間

は、冬至日の真太陽時の午前８時から午後４時までの１

時間ごとを標準とする。 

３ 調査地域 

調査地域は、原則として、対象事業の建設完了時にお

いて、冬至日の真太陽時による午前８時から午後４時ま

での間に日影が生じると想定される地域とする。 

 

(２) 予測の手法 

ア 予測項目 

予測項目は、日影の状況とする。 

イ 予測の基本的な手法 

予測は、事業特性及び地域特性を考慮して、時

刻別日影図・等時間日影図等の作成、天空図又は

合成写真の作成等により行う。 

ウ 予測地域 

予測地域の範囲は、対象事業の実施により日影

が生じるおそれのある範囲を含む地域とする。 

エ 予測対象時期等 

予測を行う時期は、建築物等の工事が完了した

時期とする。 

なお、建築物等の供用が段階的に実施されるも

のについては、必要に応じて中間的な時期も対象

とする。 

 

 

【説 明】 

１ 予測項目 

予測項目は日影の状況とし、次に挙げる項目から適切なもの

を選択して予測を行う。 

・ 日影の範囲 
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・ 日影となる時刻、時間帯 

・ 日影の時間数 

・ 既存建物との複合影響 

・ 既存建物壁面への影響 

２ 予測の基本的な手法 

予測の基本的な手法は、時刻別日影図・等時間日影図等の作

成、天空図又は合成写真の作成又はその他適切な方法とする。

標準的な予測方法は次のとおりである。 

（１）時刻別日影図の作成 

日影の範囲、日影となる時刻、既存建物との複合

影響等について把握する際に用いる。 

午前８時から午後４時までの１時間又は30分ごと

の日影図を作成し、その日影範囲を地図上に記入す

る。コンピュータシミュレーションによる方法が一

般的である。 

（２）等時間日影図の作成 

日影の範囲及び時間数、既存建物との複合影響等

について把握する際に用いる。 

午前８時から午後４時までの時間帯における日影

となる時間数を、１時間又は0.5時間毎の等日影時間

数のコンターで表現する方法である。コンピュータ

シミュレーションによる方法が一般的である。 

（３）天空図又は合成写真の作成 

日影となる時刻又は時間帯、既存建物との複合影

響等について把握する際に用いる。 

現況天空図又は現況天空写真と計画建物の射影を

合成した天空図又は天空写真を作成し、冬至日、春

秋分日、夏至日の太陽軌道を書き加える。結果は、

現況天空図又は現況天空写真と並べて表示する。 

なお、天空写真を用いる場合には、魚眼レンズの

歪みを考慮する必要がある。 

（４）日影時間帯バーチャートの作成 

日影となる時間帯及び日影の時間数について把握

する際に用いる。 

冬至日の日影となる時間帯について、現況と予測

時点について横棒グラフで表現する方法である。 

２ 予測地域 

予測地域は、対象事業の建設完了時において、冬至日の真太

陽時による午前８時から午後４時までの間に日影が生じると

想定される地域とする。 

なお、予測測定面は、事業予定地又はその周辺地域の平均地

盤面の高さをもとに、法令、条例等による規制値の高さを原則

とする。事業予定地とその周辺地域との地盤に著しい高低差が

ある場合は、周辺地域の代表的な地表面を設定する。 
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 (３) 環境保全措置 

環境保全措置は、工事の施工後において検討を行

うものとする。 

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・

構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複

数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の

回避、低減が図られたかについての検討内容を明らか

にすること。 

 

 

【説 明】 

環境保全措置の例としては次のようなものがある。 

・ 建築物等の配置や設備数の変更 

・ 建築物等の高さや形状の変更 

・ シャドーフリッカーに対し、風力発電設備の影が広

域に及ぶ時期・時間帯における運転の停止 

・ シャドーフリッカーに対し、影響が及ぶ箇所におけ

る影の遮蔽（カーテン、植栽等） 

 

 

(４) 評価の手法 

日照阻害の低減措置等について明らかにすること

により、事業者の実行可能な範囲で当該事業による影

響が回避し、又は低減されているかを評価する。 

また、必要に応じて「建築基準法」（昭和25年法

律第201号）に定める基準や市町村等の日照阻害に関

する対策、計画等との整合性が確保できているかを確

認する。 

 

 

 

 

 

 

【説 明】 

環境保全措置を踏まえ、事業者の実行可能な範囲でより良い

技術が取り入れられているかを検討し、対象事業が環境に与え

る影響が回避・低減されているか否かについて評価する。 

また、国・県・自治体等の日照阻害に関する法令や計画等に

定められた基準又は目標等と整合が図られているかどうかを

明らかにする。 
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改正案 現行 

11 電波障害 

(１) 調査の手法 

ア 調査すべき情報 

調査すべき情報は、対象事業の実施により生じ

る電波障害の影響の程度を適切に把握し得るよう

配慮して、次に掲げる項目の中から予測及び評価

を行うために必要なものを選定する。 

（ア） テレビ電波の受信状況 

（イ） テレビ電波の送信状況 

（ウ） その他（地形及び工作物の状況、対象事業

の計画の状況 等） 

イ 調査の基本的な手法 

調査は、既存資料及び文献の収集により行うこ

とを基本とし、必要に応じて現地調査を行う。 

なお、テレビ電波の受信状況に係る現地調査を

行う場合は、建造物による「受信障害調査要領(地

上デジタル放送)（改訂版）」（(社)日本ＣＡＴＶ

技術協会）に定める方法に準ずるものとする。 

ウ 調査地域 

調査地域は、対象事業の実施により電波障害が

生じるおそれのある範囲を含む地域とする。 

エ 調査地点 

現地調査を行う場合の調査地点は、対象事業の

内容、地域特性等を勘案して、調査地域の範囲内

において電波障害の状況を適切に把握できる地点

とする。 

 

 

【説 明】 

１ 調査すべき情報 

（１）テレビ電波の受信状況 

対象事業の実施により電波障害が生じると予想される

地域の主要な地点におけるテレビ受信画質の状況、電波

の強度の状況、共同アンテナの設置状況等テレビ電波の

受信形態、隣接県域テレビ放送の視聴実態等について調

査する。 

（２）テレビ電波の送信状況 

受信が考えられる送信所について、チャンネル、送信

場所、送信アンテナの高さ、送信出力及び対象事業計画

値と送信アンテナの距離等について調査する。 

（３）その他 

ア 地形及び工作物の状況 

中高層建築物及び住宅等の分布について調査する。

また、土地の起伏、台地、崖地等地形の状況について
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調査する。 

イ 対象事業の計画の状況 

対象事業の計画の状況について調査する。具体的に

は、以下のような内容が考えられる。 

・ 土地の形状の変更行為の内容、範囲 

・ 電波障害が考えられる建設機械の配置、台数、稼

働範囲 

・ 電波障害が考えられる工作物の位置、規模及び構

造 

２ 調査の基本的な手法 

テレビ電波の受信状況は、原則として、電界強度測定車等に

よる路上調査を実施し、端子電圧の測定及び受信画質の評価を

行う。また、目視にて共同受信設備の状況の調査を行う。 

３ 調査地域 

調査地域は、理論式による電波障害の及ぶ範囲の推定又は類

似事例の調査結果等を参考に設定する。 

 

(２) 予測の手法 

ア 予測項目 

予測項目は、電波障害の状況とする。 

イ 予測の基本的な手法 

予測の基本的な手法は、事業特性及び地域特性

を考慮して、次に掲げる方法の中から適切なもの

を選択し、又は組み合わせる。 

（ア） 建造物による電波障害予測計算式 

（イ） 類似事例の参照による方法 

（ウ） その他適切な方法 

ウ 予測地域 

予測地域の範囲は、対象事業の実施により電波

障害が生じるおそれのある範囲を含む地域とす

る。 

エ 予測対象時期等 

予測を行う時期は、工事の施工中の代表的な時

期及び建築物等の工事が完了した時期とする。 

なお、建築物等の供用が段階的に実施されるも

のについては、必要に応じて中間的な時期も対象

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【説 明】 

１ 予測項目 

予測項目は電波障害の状況とし、次に挙げる項目から適切な

ものを選択して予測を行う。 

・ 電波障害の種類 

・ 電波障害の程度及び範囲 
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２ 予測の基本的な手法 

予測の基本的な手法は、建造物による電波障害予測計算式、

類似事例の参照による方法又はその他適切な方法とする。 

なお、電波障害予測計算式により行う場合は、「建造物障害

予測技術（地上デジタル放送）」（平成15年、NHK受信技術セ

ンター編）、「建造物障害予測の手引き 地上デジタル放送」

（平成17年、（(社)日本CATV技術協会編）を参考とする。 

 

 (３) 環境保全措置 

環境保全措置は、工事の施工中及び工事の施工後

の各段階にわたり検討を行うものとする。 

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・

構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複

数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の

回避、低減が図られたかについての検討内容を明らか

にすること。 

 

 

【説 明】 

環境保全措置の例としては次のようなものがある。 

・ 建築物等の配置の変更 

・ 建築物等の高さや形状の変更 

・ 共同受信施設の設置又はCATVによる対策 

・ 高性能なアンテナの設置 

 

 

(４) 評価の手法 

電波障害の低減措置等について明らかにすること

により、当該事業による電波障害の影響について、事

業者の実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減

されているか否かを明らかにする。 

また、必要に応じて国、県、市町村等の電波障害

に関する対策、計画等との整合性が確保できているか

を確認する。 

 

 

 

 

【説 明】 

環境保全措置を踏まえ、事業者の実行可能な範囲でより良い

技術が取り入れられているかを検討し、対象事業が環境に与え

る影響が回避・低減されているか否かについて評価する。 

また、国、県、市町村等の電波障害に関する対策、計

画等が定められている場合には、これらの目標との整合が

測られているかどうかを明らかにする。 
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改正案 現行 

第２ 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全 

動物、植物及び水生生物にあっては、生物間の相互作

用及び生育・生息環境に十分配慮するものとする。 

１ 植物（水生植物を除く。） 

(１) 調査の手法 

ア 調査すべき情報 

調査すべき情報は、対象事業の実施が植物に及

ぼす影響を適切に把握し得るよう配慮して、次に

掲げる項目の中から予測及び評価を行うために必

要なものを選定する。 

（ア） 植物相及び植生の状況 

主として種子植物及びシダ植物を対象と

し、必要に応じて蘇苔
せんたい

類・藻類・地衣類・

菌類等についても含める。 

（イ） 注目すべき植物種及び植物群落の分布並

びに生育状況 

（ウ） 侵略的な外来種の生育状況及び生態 

（エ） 生育環境の状況 

（オ） その他（土地利用の状況、対象事業の計

画の状況 等） 

 

 

 

イ 調査の基本的な手法 

調査は、既存資料及び文献の収集により行うこ

とを基本とし、必要に応じて現地調査、空中写真

を用いた調査又はヒアリング調査を行う。 

なお、現地調査を行う場合は、次に掲げる方法

又はその他の適切な方法によるものとする。 

（ア）現存植生調査 

（イ）群落構造調査 

（ウ）潜在自然植生調査 

（エ）注目すべき植物種、植物群落調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全 

動物、植物及び水生生物にあっては、生物間の相互作

用及び生育・生息環境に十分配慮するものとする。 

１ 植物（水生植物を除く。） 

(１) 調査の手法 

ア 調査すべき情報 

調査すべき情報は、対象事業の実施が植物に及

ぼす影響を適切に把握し得るよう配慮して、次に

掲げる項目の中から予測及び評価を行うために必

要なものを選定する。 

（ア） 植物相及び植生の状況 

主として種子植物及びシダ植物を対象と

し、必要に応じて蘇苔
せんたい

類・地衣類について

も含める。 

（イ） 注目すべき植物種及び植物群落の分布並

びに生育状況 

 

（ウ） 生育環境の状況 

（エ） その他 

 

イ 調査地域 

調査地域は、対象事業の実施により影響を受け

るおそれのある範囲を含む地域とする。 

ウ 調査方法 

調査は、既存資料及び文献の収集により行うこ

とを基本とし、必要に応じて現地調査、空中写真

を用いた調査又はヒアリング調査を行う。 

なお、現地調査を行う場合は、次に掲げるとこ

ろによる。 

 

 

 

 

（ア） 調査地点 

調査地点は、植物の生育及び植生の特性

を勘案して、調査地域の範囲内において重要

な種及び群落に係る環境影響の予測及び評

価を行うために必要な情報を適切かつ効果

的に把握できる地点又は経路とする。 

（イ） 調査期間及び頻度 

調査期間及び頻度は、調査対象や調査手

法の特性及び地域特性等を勘案して、効果的

な時期及び十分な期間を定める。 

（ウ） 調査方法 
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ウ 調査地域 

調査地域は、対象事業の実施により影響を受け

るおそれのある範囲を含む地域とする。 

エ 調査地点 

調査地点は、植物の生育及び植生の特性を勘案

して、調査地域の範囲内において重要な種及び群

落に係る環境影響の予測及び評価を行うために必

要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は

経路とする。 

オ 調査期間等 

調査期間等は、調査対象や調査手法の特性及び

地域特性等を勘案して、効果的な時期及び十分な

期間を定める。 

 

調査方法は、次に掲げる方法又はその他

の適切な方法によるものとする。 

a 現存植生調査 

b 群落構造調査 

c 潜在自然植生調査 

d 注目すべき植物種、植物群落調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【説 明】 

１ 調査すべき情報 

(１)植物相及び植生の状況 

次に掲げる項目について調査を行う｡ 

・植物相 

 調査地域の植物相の状況 

・現存植生 

植物群落の分布状況 

・群落構造 

代表的な群落の種構成、階層構造等 

・潜在自然植生 

人為的干渉が停止した場合に、その立地が支えるこ

とが出来ると推定される自然植生 

(２)注目すべき植物種及び植物群落の分布並びに生育状況 

注目すべき植物種及び植物群落の選定は、各種レッド

データブック等の文献や専門家の意見を参考に、地域生

態系の中での重要性、希少性、分布特性、脆弱性等を総

合的に判断して行う。選定理由又は選定基準は、種、群

落ごとに必ず明確にする。 

《参考》 

本県において、注目すべき植物種及び植物群落を示

している文献の例として｢鳥取県のすぐれた自然‐植

物編｣（平成５年、鳥取県）、「レッドデータブックとっ

とり改訂版(2012年3月発行)｣（平成24年、鳥取県）が

ある。 

【説 明】 

１ 調査すべき情報 

(１)植物相及び植生の状況 

次に掲げる項目について調査を行う｡ 

 

 

・現存植生 

植物群落の分布状況 

・群落構造 

代表的な群落の種構成、階層構造等 

・潜在自然植生 

人為的干渉が停止した場合に、その立地が支えるこ

とが出来ると推定される自然植生 

 (２)注目すべき植物種及び植物群落の分布並びに育成状況

注目すべき植物種及び植物群落の選定は、各種レッド

データブック等の文献や専門家の意見を参考に、地域生

態系の中での重要性、希少性、分布特性、脆弱性等を総

合的に判断して行う。選定理由又は選定基準は、種、群

落ごとに必ず明確にする。 

《参考》 

本県において、注目すべき植物種及び植物群落を示

している文献の例として｢鳥取県のすぐれた自然‐植

物編｣がある。 
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(３)侵略的な外来種の分布並びに生育状況 

侵略的な外来種の選定は、特定外来生物による生態系

等に係る被害の防止に関する法律や専門家の意見を参考

に、地域生態系に係る被害等を総合的に判断して行う。

選定理由又は選定基準は、種ごとに必ず明確にする。 

(４)生育環境の状況 

気象、水象、地象、動物等の生息環境と植物の関わり

及び植物相互の関わりを調査する。 

(５)その他 

ア 土地利用の状況 

対象事業実施区域の土地利用状況について調査す

る。 

イ 対象事業の計画の状況 

対象事業の計画の状況について調査する。具体的に

は、以下のような内容が考えられる。 

・土地の形状の変更行為又は公有水面の埋立て行為の

内容、範囲及び施工方法 

・工作物の位置、規模、構造及び施工方法 

・湛水すると想定される区域の範囲及び推移などの状

況 

・供用により植物の生育に影響を及ぼす汚染物質等の

発生状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 調査の基本的な手法 

(１)植物相 

現地踏査により、個体の目視、必要に応じ個体の採取

による方法とする。 

(２)現存植生調査 

調査範囲の群落単位を決定して植物社会学的な位置付

けを明確にするとともに、現存植生図を作成する。調査

範囲の設定位置及び組成表についても図表を作成する。

(３)群落構造調査 

調査範囲の植物の種類、高さ、胸高直径等を調査し、

種構成、階層構造を模式的に図化した群落構造図を作成

するとともに、群落の現況や将来的な遷移の方向性を把

握する。 

(４)潜在自然植生調査 

既存文献から調査範囲の潜在自然植生を把握する。ま

 

 

 

 

 

(３)生育環境の状況 

気象、水象、地象、動物等の生育環境と植物の関わり

及び植物相互の関わりを調査する。 

 

(４)土地利用状況 

対象事業実施区域の土地利用状況について調査する。

(５)対象事業の計画の状況 

次に掲げる対象事業の計画の状況について調査する。

・土地の形状の変更行為又は公有水面の埋立て行為の

内容、範囲及び施工方法 

・工作物の位置、規模、構造及び施工方法 

・湛水すると想定される区域の範囲及び推移などの状

況 

・供用により植物の生育に影響を及ぼす汚染物質等の

発生状況 

 

 

２ 調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域の境界から500メートル

程度を基本とし、埋立て等の場合は縮小を、湿原などの

環境にあっては拡大を検討する。 

３ 調査期間及び頻度 

基本的には、早春、春、夏、秋の年４回とし、踏査により

行う。踏査ルートは、調査範囲の植物相を把握するとともに、

多様な環境を把握できるよう設定する。 

４ 調査方法 

 

 

 

(１)現存植生調査 

調査範囲の群落単位を決定して植物社会学的な位置付

けを明確にするとともに、現存植生図を作成する。調査

範囲の設定位置及び組成表についても図表を作成する。

(２)群落構造調査 

調査範囲の植物の種類、高さ、胸高直径等を調査し、

種構成、階層構造を模式的に図化した群落構造図を作成

するとともに、群落の現況や将来的な遷移の方向性を把

握する。 

(３)潜在自然植生調査 

既存文献から調査範囲の潜在自然植生を把握する。ま

- 97 -



 

た、代償植生の中に局所的に残存している自然植生の分

布と立地条件を確認する。この場合、範囲外でも良好な

状態で残存する自然植生があれば調査することが望まし

い。 

以上の調査から、調査範囲の潜在自然植生図を作成す

る。 

(５)注目すべき植物種･植物群落調査 

植物相、現存植生調査結果を整理、解析するとともに、

必要に応じて現地調査をし、確認地点、個体数、生育密

度、生育状況、生育環境との関わりを明らかにする。 

なお、調査結果のとりまとめに当たって、公表により

盗採や過度の採取の懸念がある場合は、位置及び内容の

表現を考慮する。 

(６)侵略的な外来種調査 

植物相、現存植生調査結果を整理、解析するとともに、

必要に応じて現地調査をし、確認地点、個体数、生育密

度、生育状況、生育環境との関わりを明らかにする。 

 

た、代償植生の中に局所的に残存している自然植生の分

布と立地条件を確認する。この場合、範囲外でも良好な

状態で残存する自然植生があれば調査することが望まし

い。 

以上の調査から、調査範囲の潜在自然植生図を作成す

る。 

(４)注目すべき植物種･植物群落調査 

植物相、現存植生調査結果を整理、解析するとともに、

必要に応じて現地調査をし、確認地点、個体数、生育密

度、生育状況、生育環境との関わりを明らかにする。 

なお、調査結果のとりまとめに当たって、公表により

盗採や過度の採取の懸念がある場合は、位置及び内容の

表現を考慮する。 

 

 (２) 予測の手法 

ア 予測項目 

予測項目は、保全すべき対象の分布、生育状況、

現存量及び生理・生態特性並びに事業計画の内容

等を勘案し、対象事業の実施に伴う影響について、

次に掲げる項目から選定する。 

（ア） 個体への影響 

a 直接的損傷による死滅、生育阻害及び繁殖

阻害 

b 生育環境の変化による生育阻害及び繁殖阻

害 

（イ） 個体群への影響 

a 直接的損傷による死滅、規模の縮小及び更

新阻害 

b 生育環境の変化による規模の縮小及び更新

阻害 

（ウ） 植物群落への影響 

a 直接的損傷による消滅、規模の減少、維持・

更新の阻害及び種構成の変化 

b 生育環境の変化による規模の減少、維持・

更新の阻害及び種構成の変化 

（エ） 侵略的な外来種の影響 

a 侵略的な外来種の侵入・定着・拡散リスク

の程度 

 

 

 

(２) 予測の手法 

ア 予測項目 

予測項目は、保全すべき対象の分布、生育状況、

現存量及び生理・生態特性並びに事業計画の内容

等を勘案し、対象事業の実施に伴う影響について、

次に掲げる項目から選定する。 

（ア） 個体への影響 

a 直接的損傷による死滅、生育阻害及び繁殖

阻害 

b 生育環境の変化による生育阻害及び繁殖阻

害 

（イ） 個体群への影響 

a 直接的損傷による死滅、規模の縮小及び更

新阻害 

b 生育環境の変化による規模の縮小及び更新

阻害 

（ウ） 植物群落への影響 

a 直接的損傷による消滅、規模の減少、維持・

更新の阻害及び種構成の変化 

b 生育環境の変化による規模の減少、維持・

更新の阻害及び種構成の変化 

 

 

 

イ 予測時期 

予測を行う時期は、工事の施工中の代表的な時

期及び工事の施工後における事業活動が定常に達
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イ 予測の基本的な手法 

予測を行うに当たっては、希少性、地域生態系

の代表性、分布の特異性等を勘案し、予測の精度

や作業量等を考慮して具体的な実施方法を検討

し、予測計画を立案する。 

予測方法は、予測計画に従って、資料調査、ヒ

アリング調査、類似事例調査、実験調査及びシミ

ュレーション等により行い、保全すべき対象が対

象事業の実施に伴って受ける影響の変化の程度を

把握する。 

ウ 予測地域 

予測地域の範囲は、対象事業の実施が保全すべ

き対象に影響を及ぼすおそれのある地域とする。

エ 予測対象時期等 

予測を行う時期は、工事の施工中の代表的な時

期及び、工事の施工後における事業活動が定常に

達した時期並びに植物への影響が最大になる時期

とする。 

 

した時期とする。 

ウ 予測地域 

予測地域の範囲は、対象事業の実施が保全すべ

き対象に影響を及ぼすおそれのある地域とする。

エ 予測方法 

予測を行うに当たっては、希少性、地域生態系

の代表性、分布の特異性等を勘案し、予測の精度

や作業量等を考慮して具体的な実施方法を検討

し、予測計画を立案する。 

予測方法は、予測計画に従って、資料調査、ヒ

アリング調査、類似事例調査、実験調査及びシミ

ュレーション等により行い、保全すべき対象が対

象事業の実施に伴って受ける影響の変化の程度を

把握する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【説 明】 

１ 予測の基本的な手法 

(1)工事の実施による環境影響が的確に把握できる時期 

ア 事業実施に伴い直ちに生じる影響については、土地

の改変の範囲と現存植生を重ね合わせ、改変面積の

形状等を把握することによって予測する。 

イ 非改変区域については、大気汚染、水質汚濁等の影

響要因や、直接改変区との境界付近の環境変化等か

ら、影響を予測する。 

ウ 特に重要な植物種及び植物群落については、種の消

滅の有無、生育地や群落の消失、生育環境の変化に

ついて、既存の類似事例、専門家の意見を参考にし

て、可能な限り詳細かつ定量的に予測する。なお、

類似事例の引用に当たっては、類似理由についても

明らかにする。 

エ 侵略的な外来種については、種の侵入・定着・拡散

のリスクについて、既存の類似事例、専門家の意見

を参考にして、可能な限り詳細かつ定量的に予測す

る。なお、類似事例の引用に当たっては、類似理由

についても明らかにする。 

(2)施設の供用又は事業活動が定常状態に達した時期及び影

響が最大となる時期 

【説 明】 

１ 予測方法 

(1)工事の実施による環境影響が的確に把握できる時期 

ア 事業実施に伴い直ちに生じる影響については、土地

の改変の範囲と現存植生を重ね合わせ、改変面積の

形状等を把握することによって予測する。 

イ 非改変区域については、大気汚染、水質汚濁等の影

響要因や、直接改変区との境界付近の環境変化等か

ら、影響を予測する。 

ウ 特に重要な植物種及び植物群落については、種の消

滅の有無、生育地や群落の消失、生育環境の変化に

ついて、既存の類似事例、専門家の意見を参考にし

て、可能な限り詳細かつ定量的に予測する。なお、

類似事例の引用に当たっては、類似理由についても

明らかにする。 

 

 

 

 

 

(2)施設の供用又は事業活動が定常状態に達した時期 

事業計画の内容に照らし合わせ、特に重要な植物種及
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事業計画の内容に照らし合わせ、特に重要な植物種及

び植物群落を対象として、供用後の種の消滅の有無、生

育地や群落の消失、生育環境の変化について、既存の類

似事例、専門家の意見を参考にして、可能な限り詳細か

つ定量的に予測する。なお、類似事例の引用に当たって

は、類似理由についても明らかにする。 

 

び植物群落を対象として、供用後の種の消滅の有無、生

育地や群落の消失、生育環境の変化について、既存の類

似事例、専門家の意見を参考にして、可能な限り詳細か

つ定量的に予測する。なお、類似事例の引用に当たって

は、類似理由についても明らかにする。 

 

 (３) 環境保全措置 

環境保全措置は、工事の施工中及び工事の施工後

の各段階にわたり検討を行うものとする。 

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・

構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複

数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の

回避、低減が図られたかについての検討内容を明らか

にすること。 

 

 

【説 明】 

環境保全措置の例としては次のようなものがある。 

 ・地形改変の最小化による生育地の保全 

・注目すべき植物種の移植 

・新たな生育環境の創出 

・侵略的な外来種の排除・抑制 

 

 

(４) 評価の手法 

保全すべき対象について、現況と工事の施工中及

び施工後の状況との対比を行い、低減措置等について

明らかにすることにより、対象事業の実施による植物

への影響について、事業者の実行可能な範囲内ででき

る限り回避又は低減されているか否かを明らかにす

る。 

また、次に掲げる法令等との整合性が確保できて

いるかどうかを確認する。 

（ア） 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存

に関する法律」（平成４年法律第75号） 

 

（イ） 「文化財保護法」（昭和25年法律第214号）

（ウ） 「鳥取県文化財保護条例」（昭和34年鳥取県

条例第50号） 

 

 

 

 

 

 

(３) 評価の手法 

保全すべき対象について、現況と工事の施工中及

び施工後の状況との対比を行い、対象事業の実施によ

る影響をどのように回避し、又は低減したのか説明す

る。 

 

 

また、次に掲げる対象と保全すべき対象との対比

を行う。 

（ア） 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に

関する法律（平成４年法律第75号）で指定されて

いる種 

（イ） 文化財保護法で指定されている天然記念物 

（ウ） 鳥取県文化財保護条例で指定されている天然

記念物 

（エ） 緑の国勢調査―自然環境保全調査報告書―

（環境庁）「すぐれた自然」の調査対象の貴重植

物 

（オ） 第２回自然環境保全基礎調査（環境庁）「特

定植物群落調査」の調査対象の重要な植物群落 

（カ） 第３回自然環境保全基礎調査（環境庁）「特
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（エ） その他希少性、地域生態系の代表性、分布の

特異性等の観点からの適切な資料 

定植物群落調査」の調査対象の重要な植物群落 

（キ） 第３回自然環境保全基礎調査（環境庁）「自

然景観資源調査」で確認されている地形・地質 

（ク） その他希少性、地域生態系の代表性、分布の

特異性等の観点からの適切な資料に掲げられてい

る対象 

 

【説 明】 

環境保全措置を踏まえ、事業者の実行可能な範囲でより良い

技術が取り入れられているかを検討し、対象事業が環境に与え

る影響が回避・低減されているか否かについて評価する。 

また、鳥取県環境基本計画、その他の国又は地方公共

団体による環境の保全の観点からの施策によって基準又

は目標が定められている場合は、これらの目標との整合

が測られているかどうかを明らかにする。 
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改正案 現行 

２ 動物（水生動物を除く。） 

(１) 調査の手法 

ア 調査すべき情報 

調査すべき情報は、対象事業の実施が動物に及

ぼす影響を適切に把握し得るよう配慮して、次に

掲げる項目の中から予測及び評価を行うために必

要なものを選定する。 

（ア）動物相の状況 

ほ乳類、鳥類、は虫類、両生類、昆虫類、

クモ形類、及び陸産貝類等を対象とする。 

（イ）注目すべき動物の生息状況及び生態 

（ウ）侵略的な外来種の生息状況及び生態 

（エ）生息環境の状況 

（オ）その他（土地利用の状況、対象事業の計画

の状況 等） 

 

 

 

イ 調査の基本的な手法 

調査は、既存資料及び文献の収集により行うこ

とを基本とし、必要に応じて現地調査又はヒアリ

ング調査を行う。 

なお、現地調査を行う場合は、直接観察法のほ

か、必要に応じて捕獲調査等の方法によるものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 調査地域 

調査地域は、対象事業の実施により影響を受け

るおそれのある範囲を含む地域とする。 

エ 調査地点 

調査地点は、動物の生息の特性を勘案して、調

査地域の範囲内において重要な種及び注目すべき

２ 動物（水生動物を除く。） 

(１) 調査の手法 

ア 調査すべき情報 

調査すべき情報は、対象事業の実施が動物に及

ぼす影響を適切に把握し得るよう配慮して、次に

掲げる項目の中から予測及び評価を行うために必

要なものを選定する。 

（ア）動物相の状況 

ほ乳類、鳥類、は虫類、両生類、昆虫類、

クモ形類、及び陸産貝類等を対象とする。 

（イ）注目すべき動物の生息状況及び生態 

 

（ウ）生息環境の状況 

（エ）その他 

 

イ 調査地域 

調査地域は、対象事業の実施により影響を受け

るおそれのある範囲を含む地域とする。 

ウ 調査方法 

調査は、既存資料及び文献の収集により行うこ

とを基本とし、必要に応じて現地調査又はヒアリ

ング調査を行う。 

なお、現地調査を行う場合は、次に掲げるとこ

ろによる。 

 

（ア） 調査地点 

調査地点は、動物の生息の特性を勘案し

て、調査地域の範囲内において重要な種及び

注目すべき生息地に係る環境影響の予測及

び評価を行うために必要な情報を適切かつ

効果的に把握できる地点又は経路とする。 

（イ） 調査期間及び頻度 

調査期間及び頻度は、調査対象や調査手

法の特性及び地域特性等を勘案して、効果的

な時期及び十分な期間を定める。 

（ウ） 調査方法 

調査方法は、直接観察法のほか、必要に

応じて捕獲調査等の方法によるものとする。
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生息地に係る環境影響の予測及び評価を行うため

に必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

又は経路とする。 

オ 調査期間等 

調査期間等は、調査対象や調査手法の特性及び

地域特性等を勘案して、効果的な時期及び十分な

期間を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【説 明】 

１ 調査すべき情報 

(１)動物相の状況 

原則として、次に掲げる分類により調査することとす

るが、環境庁等が作成したレッドデータブックに掲載さ

れている種については、これらの分類群以外も対象にし

て調査する。 

・哺乳類 

・鳥類 

・爬虫類 

・両生類 

・昆虫類 

・クモ形類 

・陸産貝類 

(２)注目すべき動物の生息状況及び生態 

環境省等が作成したレッドデータブックの掲載種な

ど、注目すべき動物の確認地点、個体数、行動圏、繁殖

行動、採食行動、生活史、種内の社会関係、他種との関

係等について調査する。 

《参考》 

本県において、注目すべき動物種及び生息地域を示

している文献の例として「鳥取県のすぐれた自然－動

物編」（平成５年、鳥取県）、レッドデータブックとっ

とり改訂版(2012年3月発行)｣（平成24年、鳥取県）が

ある。 

(３)侵略的な外来種の生息状況及び生態 

特定外来生物など、侵略的な外来種の確認地点、個体

数、行動圏、繁殖行動、採食行動、生活史、種内の社

会関係、他種との関係等について調査する。 

(４)生息環境の状況 

気象、水象、地象、植物等の生育環境と動物の関わり

及び動物相互の関わりについて調査する。 

(５)その他 

ア 土地利用の状況 

対象事業実施区域等の土地利用の状況について調査

する。 

イ 対象事業の計画の状況 

【説 明】 

１ 調査すべき情報 

(１)動物相の状況 

原則として、次に掲げる分類により調査することとす

るが、環境庁等が作成したレッドデータブックに掲載さ

れている種については、これらの分類群以外も対象にし

て調査する。 

・哺乳類 

・鳥類 

・爬虫類 

・両生類 

・昆虫類 

・クモ形類 

・陸産貝類 

(２)注目すべき動物の生息状況及び生態 

環境庁等が作成したレッドデータブックの掲載種な

ど、注目すべき動物の確認地点、個体数、行動圏、繁殖

行動、採食行動、生活史、種内の社会関係、他種との関

係等について調査する。 

《参考》 

本県において、注目すべき動物種及び生息地域を示

している文献の例として｢鳥取県のすぐれた自然－動

物編｣がある。 

 

 

 

 

 

 

(３)生息環境の状況 

気象、水象、地象、植物等の生育環境と動物の関わり

及び動物相互の関わりについて調査する。 

 

(４)土地利用の状況 

対象事業実施区域等の土地利用の状況について調査す

る。 

(５)対象事業の計画の状況 
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対象事業の計画の状況について調査する。具体的に

は、以下のような内容が考えられる。 

・土地の形状の変更行為又は公有水面の埋立て行為の

内容、範囲及び施工方法 

・工作物の位置、規模、構造及び施工方法 

・湛水すると想定される区域の範囲及び水位等の状況

・供用により動物の生育に影響を及ぼす汚染物質等の

発生状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 調査の基本的な手法 

(１)調査の基本的な手法は次のとおりとし、対象動物に応じ

適切なものを選択する。 

 

 

 

 

 

 

 

(２)注目すべき動物種 

イヌワシ、クマタカ及びオオタカ等の希少猛禽類の生

息が確認された場合は、｢猛禽類保護の進め方｣（平成24

年、環境庁自然保護局野生生物課編）を参考に調査する。

なお、調査結果のとりまとめに当たって、公表により

密猟、過度の採取の懸念がある場合は、位置及び内容

の表現を考慮する。 

３ 調査地域 

調査地域は、鳥類等移動能力の大きい動物にあっては、対

象事業実施区域の境界から1.5キロメートル程度を、移動能

力の小さい動物にあっては、対象事業実施区域の境界から

500メートル程度を基本とし、対象動物の行動圏の季節変動、

次に掲げる対象事業の計画の状況について調査する。

 

・土地の形状の変更行為又は公有水面の埋立て行為の

内容、範囲及び施工方法 

・工作物の位置、規模、構造及び施工方法 

・湛水すると想定される区域の範囲及び水位等の状況

・供用により動物の生育に影響を及ぼす汚染物質等の

発生状況 

２ 調査地域 

調査地域は、鳥類等移動能力の大きい動物にあっては、対

象事業実施区域の境界から1.5キロメートル程度を、移動能

力の小さい動物にあっては、対象事業実施区域の境界から

500メートル程度を基本とし、対象動物の行動圏の季節変動、

水系の連続性等に着目し、地域個体群としての動態把握を念

頭に置いて範囲を設定する。 

３ 調査時期 

標準的な調査時期、頻度は次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

４ 調査方法 

(１)標準的な調査方法は次のとおりとし、対象動物に応じ適

切なものを選択する。 

 

 

 

 

 

 

 

(２)注目すべき動物種 

イヌワシ、クマタカ及びオオタカ等の希少猛禽類の生

息が確認された場合は、｢猛禽類保護の進め方｣（環境庁

自然保護局野生生物課編）を参考に調査する。 

なお、調査結果のとりまとめに当たって、公表により密猟、

過度の採取の懸念がある場合は、位置及び内容の表現を考慮

する。 

 

分 類 調 査 時 期 ・ 頻 度 備   考 

哺 乳 類 春夏秋冬に各１回  

鳥 類 ５～７月、12～２月に各２回 

８～11月と３～４月に各１回 

春秋の渡り時期に調査する。 

夜行性種についても調査する。 

両 生 類 春夏秋冬に各１回 早春の卵塊及び春の幼生を調査する。 

爬 虫 類 夏２回、春１回  

昆 虫 類 ４～５月と６月に各２回 

７～８月、９～10月に１回 

夜行性種についても調査する。 

 

そ の 他 春夏秋冬に各１回  

分 類 調  査  方  法 

哺 乳 類 直接観察法（生体、フィールドサイン、鳴き声）、トラップ法（ライトトラ

ップ、スナップトラップ、モールトラップ他）、無人撮影法、バット・ディ

テクターによるコウモリ調査 

鳥 類 直接観察法（ポイントセンサス法、ルートセンサス法、テリトリーマッピン

グ法、夜行性鳥類の調査） 

両 生 類 直接観察法、卵塊・幼生調査、鳴き声調査 

爬 虫 類 直接観察法 

昆 虫 類 直接観察法、ビーティング法、スウィーピング法、ライトトラップ法、ベイ

トトラップ法、その他 

直接観察法、ふるい法、ツルグレン装置（土壌生物） 

分 類 調  査  方  法 

哺 乳 類 直接観察法（生体、フィールドサイン、鳴き声）、トラップ法（ライトトラ

ップ、スナップトラップ、モールトラップ他）、無人撮影法、バット・ディ

テクターによるコウモリ調査 

鳥 類 直接観察法（ポイントセンサス法、ルートセンサス法、テリトリーマッピン

グ法、夜行性鳥類の調査） 

両 生 類 直接観察法、卵塊・幼生調査、鳴き声調査 

爬 虫 類 直接観察法 

昆 虫 類 直接観察法、ビーティング法、スウィーピング法、ライトトラップ法、ベイ

トトラップ法、その他 

直接観察法、ふるい法、ツルグレン装置（土壌生物） 

- 104 -



 

水系の連続性等に着目し、地域個体群としての動態把握を念

頭に置いて範囲を設定する。 

４ 調査期間等 

調査期間等は次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 予測の手法 

ア 予測項目 

予測項目は、保全すべき対象の分布、生息状況、

現存量及び生理・生態特性並びに事業計画の内容

等を勘案し、対象事業の実施に伴う影響について、

次に掲げる項目から選定する。 

（ア） 個体への影響 

a 直接的損傷による死滅、当該地からの逃避、

生育阻害及び繁殖阻害 

b 生息環境（採餌、営巣、移動条件等）の変

化による生息阻害及び繁殖阻害 

（イ） 個体群への影響 

a 直接的損傷による死滅、当該地からの逃避、

構成メンバー数の減少及び維持・更新阻害 

b 生息環境の変化による行動圏域の減少、当

該地からの逃避、構成メンバー数の減少及び

維持・更新阻害 

（ウ） 生息地（群集）への影響 

a 直接的損傷による消滅、当該地からの逃避、

構成メンバー数の減少、維持・更新阻害及び

種構成の変化 

b 生息環境の変化による当該地からの逃避、

分布域・構成メンバー数の減少、維持・更新

の阻害及び種構成の変化 

（エ）侵略的な外来種の影響 

a  侵略的な外来種の侵入・定着・拡散リスク

の程度 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 予測の手法 

ア 予測項目 

予測項目は、保全すべき対象の分布、生息状況、

現存量及び生理・生態特性並びに事業計画の内容

等を勘案し、対象事業の実施に伴う影響について、

次に掲げる項目から選定する。 

（ア） 個体への影響 

a 直接的損傷による死滅、当該地からの逃避、

生育阻害及び繁殖阻害 

b 生息環境（採餌、営巣、移動条件等）の変

化による生息阻害及び繁殖阻害 

（イ） 個体群への影響 

a 直接的損傷による死滅、当該地からの逃避、

構成メンバー数の減少及び維持・更新阻害 

b 生息環境の変化による行動圏域の減少、当

該地からの逃避、構成メンバー数の減少及び

維持・更新阻害 

（ウ） 生息地（群集）への影響 

a 直接的損傷による消滅、当該地からの逃避、

構成メンバー数の減少、維持・更新阻害及び

種構成の変化 

b 生息環境の変化による当該地からの逃避、

分布域・構成メンバー数の減少、維持・更新

の阻害及び種構成の変化 

 

 

 

イ 予測時期 

予測を行う時期は、工事の施工中の代表的な時期

及び工事の施工後における事業活動が定常に達し

た時期とする。 

ウ 予測地域 

予測地域の範囲は、対象事業の実施が保全すべ

き対象に影響を及ぼすおそれのある地域とする。

分 類 調 査 時 期 ・ 頻 度 備   考 

哺 乳 類 春夏秋冬に各１回  

鳥 類 ５～７月、12～２月に各２回 

８～11月と３～４月に各１回 

春秋の渡り時期に調査する。 

夜行性種についても調査する。 

両 生 類 春夏秋冬に各１回 早春の卵塊及び春の幼生を調査する。 

爬 虫 類 夏２回、春１回  

昆 虫 類 ４～５月と６月に各２回 

７～８月、９～10月に１回 

夜行性種についても調査する。 

 

そ の 他 春夏秋冬に各１回  
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イ 予測の基本的な手法 

予測を行うに当たっては、希少性、地域生態系

の代表性、分布の特異性等を勘案し、予測の精度

や作業量等を考慮して具体的な実施方法を検討

し、予測計画を立案する。 

予測方法は、予測計画に従って、資料調査、ヒ

アリング調査、類似事例調査、実験調査及びシミ

ュレーション等により行い、保全すべき対象が対

象事業の実施に伴って受ける影響の変化の程度を

把握する。 

 

ウ 予測地域 

予測地域の範囲は、対象事業の実施が保全すべ

き対象に影響を及ぼすおそれのある地域とする。

エ 予測対象時期等 

予測を行う時期は、工事の施工中の代表的な時

期、工事の施工後における事業活動が定常に達し

た時期並びに動物への影響が最大になる時期とす

る。 

 

エ 予測方法 

予測を行うに当たっては、希少性、地域生態系

の代表性、分布の特異性等を勘案し、予測の精度

や作業量等を考慮して具体的な実施方法を検討

し、予測計画を立案する。 

予測方法は、予測計画に従って、資料調査、ヒ

アリング調査、類似事例調査、実験調査及びシミ

ュレーション等により行い、保全すべき対象が対

象事業の実施に伴って受ける影響の変化の程度を

把握する。 

 

 

 

 

 

 

 

【説 明】 

１ 予測の基本的な手法 

対象事業の事業計画の内容に基づき、生息環境の改変の内

容及び程度を動物の分類ごとに整理して予測する。 

(1)工事の実施による環境影響が的確に把握できる時期 

ア 事業実施に伴い直ちに生じる影響については、土

地の改変の範囲と動物の分布図を重ね合わせ、改

変面積の形状等を把握することによって予測す

る。 

イ 非改変区域については、騒音･振動、水質汚濁等の

影響要因や、直接改変区との境界付近の環境変化

等から影響を予測する。 

(2)施設の供用又は事業活動が定常状態に達した時期及

び影響が最大となる時期 

事業計画の内容に照らし合わせ、特に重要な動物種

及び注目すべき生息地を対象として、供用後の個体数

の減少の程度、注目すべき生息地又は集団繁殖地の消

失、減少、移動経路の分断等の生息環境の変化につい

て、既存の類似事例、専門家の意見を参考にして、可

能な限り詳細かつ定量的に予測する。なお、類似事例

の引用に当たっては、類似理由についても明らかにす

る。 

 

【説 明】 

１ 予測方法 

対象事業の事業計画の内容に基づき、生息環境の改変の内

容及び程度を動物の分類ごとに整理して予測する。 

(1)工事の実施による環境影響が的確に把握できる時期 

ア 事業実施に伴い直ちに生じる影響については、土

地の改変の範囲と動物の分布図を重ね合わせ、改

変面積の形状等を把握することによって予測す

る。 

イ 非改変区域については、騒音･振動、水質汚濁等の

影響要因や、直接改変区との境界付近の環境変化

等から影響を予測する。 

(2)施設の供用又は事業活動が定常状態に達した時期 

 

事業計画の内容に照らし合わせ、特に重要な動物種

及び注目すべき生息地を対象として、供用後の個体数

の減少の程度、注目すべき生息地又は集団繁殖地の消

失、減少、移動経路の分断等の生息環境の変化につい

て、既存の類似事例、専門家の意見を参考にして、可

能な限り詳細かつ定量的に予測する。なお、類似事例

の引用に当たっては、類似理由についても明らかにす

る。 
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 (３) 環境保全措置 

環境保全措置は、建設工事の完了後において検討

を行うものとする。 

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・

構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複

数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の

回避、低減が図られたかについての検討内容を明らか

にすること。 

 

 

【説 明】 

環境保全措置の例としては次のようなものがある。 

・地形改変の最小化による生息地の保全 

・注目すべき動物種の移植 

・新たな生息環境の創出 

・侵略的な外来種の排除・抑制 

 

 

(３) 評価の手法 

保全すべき対象について、現況と工事の施工中及

び施工後の状況との対比を行い、低減措置等について

明らかにすることにより、対象事業の実施による動物

への影響について、事業者の実行可能な範囲内ででき

る限り回避又は低減されているか否かを明らかにす

る。 

また、次に掲げる法令等との整合性が確保できて

いるかどうかを確認する。 

（ア） 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存

に関する法律」 

（イ） 「文化財保護法」 

（ウ） 「鳥取県文化財保護条例」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ） その他希少性、地域生態系の代表性、分布の

特異性等の観点からの適切な資料 

(３) 評価の手法 

保全すべき対象について、現況と工事の施工中及

び施工後の状況との対比を行い、対象事業の実施によ

る影響をどのように回避し、又は低減したのか説明す

る。 

また、次に掲げる対象と保全すべき対象との対比

を行う。 

（ア） 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に

関する法律で指定されている種 

（イ） 文化財保護法で指定されている天然記念物 

（ウ） 鳥取県文化財保護条例で指定されている天然

記念物 

（エ） 日本の絶滅のおそれのある野生動物・脊椎動

物編（環境庁編）に記載されている種 

（オ） 日本の絶滅のおそれのある野生動物・無脊椎

動物編（環境庁編）に記載されている種 

（カ） 緑の国勢調査―自然環境保全調査報告書―

（環境庁）「すぐれた自然」の調査対象の主要野

生動物 

（キ） 第２回自然環境保全基礎調査（環境庁）「動

物分布調査（哺乳類）」の調査対象種、「動物分

布調査（鳥類）」の調査対象種のうち希少種とし

ている種、「動物分布調査（両生類・は虫類）」

の調査対象種及び「動物分布調査（昆虫類）」の

調査対象種 

（ク） その他希少性、地域生態系の代表性、分布の

特異性等の観点からの適切な資料に掲げられてい

る対象 
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【説 明】 

環境保全措置を踏まえ、事業者の実行可能な範囲でより良い

技術が取り入れられているかを検討し、対象事業が環境に与え

る影響が回避・低減されているか否かについて評価する。 

また、鳥取県環境基本計画、その他の国又は地方公共

団体による環境の保全の観点からの施策によって基準又

は目標が定められている場合は、これらの目標との整合

が測られているかどうかを明らかにする。 
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改正案 現行 

３ 水生生物 

(１) 調査の手法 

ア 調査すべき情報 

調査すべき情報は、対象事業の実施が水生生物

に及ぼす影響を適切に把握し得るよう配慮して、

次に掲げる項目の中から予測及び評価を行うため

に必要なものを選定する。 

（ア） 水生生物相の状況 

主として魚類、貝類、藻類、動・植物プ

ランクトン、底生生物を対象とする。 

（イ） 注目すべき水生生物の分布及び発生（繁

殖）状況 

（ウ） 侵略的な外来種の生息・生育状況 

（エ） 生育・生息環境の状況 

（オ） その他（土地利用の状況、対象事業の計

画の状況 等） 

 

 

 

イ 調査の基本的な手法 

調査は、既存資料及び文献の収集により行うこ

とを基本とし、必要に応じて現地調査又はヒアリ

ング調査を行う。 

なお、現地調査を行う場合は、直接観察法のほ

か、必要に応じて捕獲調査等の方法によるものと

する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 調査地域 

調査地域は、対象事業の実施により影響を受け

るおそれのある範囲を含む地域とする。 

エ 調査地点 

３ 水生生物 

(１) 調査の手法 

ア 調査すべき情報 

調査すべき情報は、対象事業の実施が水生生物

に及ぼす影響を適切に把握し得るよう配慮して、

次に掲げる項目の中から予測及び評価を行うため

に必要なものを選定する。 

（ア） 水生生物相の状況 

主として魚類、貝類、藻類、動・植物プ

ランクトン、底生生物を対象とする。 

（イ） 注目すべき水生生物の分布及び発生（繁

殖）状況 

 

（ウ） 生育・生息環境の状況 

（エ） その他 

 

イ 調査地域 

調査地域は、対象事業の実施により影響を受け

るおそれのある範囲を含む地域とする。 

ウ 調査方法 

調査は、既存資料及び文献の収集により行うこ

とを基本とし、必要に応じて現地調査又はヒアリ

ング調査を行う。 

なお、現地調査を行う場合は、次に掲げるとこ

ろによる。 

 

（ア） 調査地点 

調査地点は、水生生物の生育・生息特性

を勘案して、調査地域の範囲内において重要

な種及び生育・生息環境に係る環境影響の予

測及び評価を行うために必要な情報を適切

かつ効果的に把握できる地点又は経路とす

る。 

（イ） 調査期間及び頻度 

調査期間及び頻度は、調査対象や調査手

法の特性及び地域特性等を勘案して、効果的

な時期及び十分な期間を定める。 

（ウ） 調査方法 

調査方法は、直接観察法のほか、必要に

応じて捕獲調査等の方法によるものとする。
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調査地点は、水生生物の生育・生息特性を勘案

して、調査地域の範囲内において重要な種及び生

育・生息環境に係る環境影響の予測及び評価を行

うために必要な情報を適切かつ効果的に把握でき

る地点又は経路とする。 

オ 調査期間等 

調査期間等は、調査対象や調査手法の特性及び

地域特性等を勘案して、効果的な時期及び十分な

期間を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【説 明】 

１ 調査すべき情報 

(１)水生生物相の状況 

種名、分布状況、現存量及び生息密度について、次に

掲げる分類により調査する。 

・魚類 

・プランクトン 

・べントス 

・水草･海草･海藻類 

・付着藻類 

・その他 

(２)注目すべき水生生物の分布及び発生(繁殖)状況 

注目すべき水生生物の確認地点、個体数、繁殖行動、

採食行動、生活史、種内の社会関係、他種との関係等に

ついて調査する。 

(３)侵略的な外来種の分布及び発生(繁殖)状況 

侵略的な外来種の確認地点、個体数、繁殖行動、採食

行動、生活史、種内の社会関係、他種との関係等につい

て調査する。 

(４)生育･生息環境の状況 

気象、水象、地象等の生育・生息環境（水温、流速、

透明度、水質、底質状況、水深、周辺植生、河川・海岸

の形状等）と水生生物の関わり及び水生生物相互の関わ

りを調査する。 

(５)その他 

ア 土地利用の状況 

対象事業実施区域の土地利用状況について調査す

る。 

イ 対象事業の計画の状況 

対象事業の計画の状況について調査する。具体的に

は、以下のような内容が考えられる。 

・土地の形状の変更行為又は公有水面埋立て行為の内

容、範囲及び施工方法 

・工作物の位置、規模及び構造 

・湛水すると想定される区域の範囲及び水位等の状況

【説 明】 

１ 調査すべき情報 

(１)水生生物相の状況 

種名、分布状況、現存量及び生息密度について、次に

掲げる分類により調査する。 

・魚類 

・プランクトン 

・べントス 

・水草･海草･海藻類 

・付着藻類 

・その他 

(２)注目すべき水生生物の分布及び発生(繁殖)状況 

注目すべき水生生物の確認地点、個体数、繁殖行動、

採食行動、生活史、種内の社会関係、他種との関係等に

ついて調査する。 

 

 

 

 

(３)生育･生息環境の状況 

気象、水象、地象等の生育・生息環境（水温、流速、

透明度、水質、底質状況、水深、周辺植生、河川・海岸

の形状等）と水生生物の関わり及び水生生物相互の関わ

りを調査する。 

 

(４)土地利用の状況 

対象事業実施区域等の土地利用の状況について調査す

る。 

(５)対象事業の計画の状況 

次に掲げる対象事業の計画の状況について調査する。

 

・土地の形状の変更行為又は公有水面埋立て行為の内

容、範囲及び施工方法 

・工作物の位置、規模及び構造 

・湛水すると想定される区域の範囲及び水位等の状況

- 110 -



 

・供用により水生生物の生育･生息に影響を及ぼす汚染

物質等の発生状況 

２ 調査地域 

水生生物の行動範囲の季節変動(回遊、遡河、降海)及び水

域の連続性を考慮して範囲を設定する。 

３ 調査期間等、調査の基本的な手法 

標準的な調査時期及び頻度、調査方法を次に示す。 

 

 

 

 

 

・供用により水生生物の生育･生息に影響を及ぼす汚染

物質等の発生状況 

２ 調査地域 

水生生物の行動範囲の季節変動(回遊、遡河、降海)及び水

域の連続性を考慮して範囲を設定する。 

３ 調査期間及び頻度、調査方法 

標準的な調査時期及び頻度、調査方法を次に示す。 

 

 

 (２) 予測の手法 

ア 予測項目 

予測項目は、１の(２)のア及び２の(２)のアに

準拠する。 

 

 

 

 

 

 

イ 予測の基本的な手法 

予測の基本的な手法は、１の(２)のエ及び２の

(２)のエに準拠する。 

ウ 予測地域 

予測地域の範囲は、１の(２)のウ及び２の(２)

のウに準拠する。 

エ 予測対象時期等 

予測を行う時期は、１の(２)のイ及び２の(２)

のイに準拠する。 

 

 (２) 予測の手法 

ア 予測項目 

予測項目は、１の(２)のア及び２の(２)のアに

準拠する。 

イ 予測時期 

予測を行う時期は、１の(２)のイ及び２の(２)

のイに準拠する。 

ウ 予測地域 

予測地域の範囲は、１の(２)のウ及び２の(２)

のウに準拠する。 

エ 予測方法 

予測方法は、１の(２)のエ及び２の(２)のエに

準拠する。 

 

 

 

 

 

 

 

【説 明】 

１ 予測の基本的な手法 

対象事業の事業計画の内容に基づき、生育・生息環境の改

変の内容及び程度を生物の分類ごとに整理して予測する。 

(1)工事の実施による環境影響が的確に把握できる時期 

ア 事業実施に伴い直ちに生じる影響については、土

地( 海岸線や河口城等)の改変の範囲や構造物の

建造による潮流の変化等と現況調査により明ら

かにした生物の出現状況を重ね合わせ、改変面積

の形状等を把握することによって予測する。 

イ 特に重要な種及び注目すべき種については、種の

消滅の有無、個体の減少、生息地又は繁殖地の消

【説 明】 

１ 予測方法 

対象事業の事業計画の内容に基づき、生育・生息環境の改

変の内容及び程度を生物の分類ごとに整理して予測する。 

(1)工事の実施による環境影響が的確に把握できる時期 

ア 事業実施に伴い直ちに生じる影響については、土

地( 海岸線や河口城等)の改変の範囲や構造物の

建造による潮流の変化等と現況調査により明ら

かにした生物の出現状況を重ね合わせ、改変面積

の形状等を把握することによって予測する。 

イ 特に重要な種及び注目すべき種については、種の

消滅の有無、個体の減少、生息地又は繁殖地の消

分類 調査時期･頻度 調査方法 

魚類 春夏秋冬に各 1 回 直接観察法、捕獲による方法、魚卵･稚仔調査 

プランクトン 春夏秋冬に各 1 回 採水法、ネット法 

ベントス 春夏秋冬に各 1 回 コドラート法、採泥機による方法、任意採集法、

ベルトトランセクト法 

水草･海草･海

藻･付着藻類 

繁茂期及び減衰期 

に各 1回 

船上目視観察、潜水調査法、トランセクト法、 

コドラート法 

分類 調査時期･頻度 調査方法 

魚類 春夏秋冬に各 1 回 直接観察法、捕獲による方法、魚卵･稚仔調査 

プランクトン 春夏秋冬に各 1 回 採水法、ネット法 

ベントス 春夏秋冬に各 1 回 コドラート法、採泥機による方法、任意採集法、

ベルトトランセクト法 

水草･海草･海

藻･付着藻類 

繁茂期及び減衰期 

に各 1回 

船上目視観察、潜水調査法、トランセクト法、 

コドラート法 
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失、減少等の生育･生息環境の変化について、既

存の類似事例、専門家の意見を参考にして、可能

な限り詳細かつ定量的に予測する。なお、類似事

例の引用に当たっては、類似理由についても明ら

かにする。 

ウ 侵略的な外来種については、種の侵入・定着・拡

散のリスクについて、既存の類似事例、専門家の

意見を参考にして、可能な限り詳細かつ定量的に

予測する。なお、類似事例の引用に当たっては、

類似理由についても明らかにする。 

(2)施設の供用又は事業活動が定常状態に達した時期及

び影響が最大となる時期 

事業計画の内容に照らし合わせ、特に重要な生物種

及び注目すべき生息地を対象として、供用後の種の消

滅の有無、個体の減少、生息地又は繁殖地の消失、減

少等の生育･生息環境の変化について、既存の類似事

例、専門家の意見を参考にして、可能な限り詳細かつ

定量的に予測する。なお、類似事例の引用に当たって

は、類似理由についても明らかにする。 

 

失、減少等の生育･生息環境の変化について、既

存の類似事例、専門家の意見を参考にして、可能

な限り詳細かつ定量的に予測する。なお、類似事

例の引用に当たっては、類似理由についても明ら

かにする。 

 

 

 

 

 

(2)施設の供用又は事業活動が定常状態に達した時期 

 

事業計画の内容に照らし合わせ、特に重要な生物種

及び注目すべき生息地を対象として、供用後の種の消

滅の有無、個体の減少、生息地又は繁殖地の消失、減

少等の生育･生息環境の変化について、既存の類似事

例、専門家の意見を参考にして、可能な限り詳細かつ

定量的に予測する。なお、類似事例の引用に当たって

は、類似理由についても明らかにする。 

 (３) 環境保全措置 

環境保全措置は、建設工事の施工後において検討

を行うものとする。 

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・

構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複

数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の

回避、低減が図られたかについての検討内容を明らか

にすること。 

 

 

【説 明】 

環境保全措置の例としては次のようなものがある。 

・地形改変の最小化による生息・生育地の保全 

・注目すべき動物・植物種の移植 

・新たな生息・生育環境の創出 

・侵略的な外来種の排除・抑制 
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(４) 評価の手法 

保全すべき対象について、現況と工事の施工中及

び施工後の状況との対比を行い、低減措置等について

明らかにすることにより、対象事業の実施による水生

生物への影響について、事業者の実行可能な範囲内で

できる限り回避又は低減されているか否かを明らか

にする。 

また、次に掲げる法令等との整合性が確保できて

いるかどうかを確認する。 

（ア） １の(３)に掲げる法令 

（イ） ２の(３)に掲げる法令等 

 

 

 

(３) 評価の手法 

保全すべき対象について、現況と工事の施工中及

び施工後の状況との対比を行い、対象事業の実施によ

る影響をどのように回避し、又は低減したのか説明す

る。 

 

 

また、次に掲げる対象と保全すべき対象との対比

を行う。 

（ア） １の(３)に掲げる資料 

（イ） ２の(３)に掲げる資料 

（ウ） 第２回自然環境保全基礎調査（環境庁）「動

物分布調査（淡水魚類）」の調査対象種 

【説 明】 

環境保全措置を踏まえ、事業者の実行可能な範囲でより良い

技術が取り入れられているかを検討し、対象事業が環境に与え

る影響が回避・低減されているか否かについて評価する。 

また、鳥取県環境基本計画、その他の国又は地方公共

団体による環境の保全の観点からの施策によって基準又

は目標が定められている場合は、これらの目標との整合

が測られているかどうかを明らかにする。 
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改正案 現行 

４ 生態系 

(１) 調査の手法 

ア 調査すべき情報 

（ア） 植物相及び動物相の概要 

（イ） 生態系の構成種、個体群及び生物群集の

相互関係 

（ウ） 上位性、典型性及び特殊性の視点から注

目すべき生物種 

 

 

（エ） その他（土地利用の状況、対象事業の計

画の状況 等） 

イ 調査の基本的な手法 

生態系の重要な要素について明らかにするた

め、既存資料及び地形・地質、動物、植物等の調

査結果を整理するとともに、必要に応じて専門家

へのヒアリング及び現地調査を実施する。 

ウ 調査地域 

調査地域は、対象事業の実施により影響を受け

るおそれのある範囲を含む地域とする。 

 

４ 生態系 

(１) 調査の手法 

ア 調査すべき情報 

（ア） 植物相及び動物相の概要 

（イ） 生態系の構成種、個体群及び生物群集の

相互関係 

（ウ） 生態系の上位に位置するという上位性、

当該生態系の特徴をよく表すという典型性及

び特殊な環境等を指標するという特殊性の視

点から注目すべき生物種 

 

 

イ 調査の方法 

生態系の重要な要素について明らかにするた

め、既存資料及び地形・地質、動物、植物等の調

査結果を整理するとともに、必要に応じて専門家

へのヒアリング及び現地調査を実施する。 

【説 明】 

１ 調査すべき情報 

（１）植物相及び動物相の概要 

動植物の生育･生息環境のうち、動植物の食物連鎖、共

生関係等の相互作用について調査する。 

（２）生態系の構成種、個体群及び生物群集の相互関係 

動植物の調査結果より、地域を特徴付ける生態系につ

いて、他の生物種との相互関係を調査する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、気象、水象、地象等の生育・生息環境（水温、

流速、透明度、水質、底質状況、水深、周辺植生、河川

海岸の形状等）と生物の関わり及び水生生物相互の関わ

りを明確にする。 

（３）上位性、典型性及び特殊性の視点から注目すべき生物

種 

【説 明】 

１ 調査すべき情報 

（１）植物相及び動物相の概要 

動植物の生育･生息環境のうち、動植物の食物連鎖、共

生関係等の相互作用について調査する。 

（２）生態系の構成種、個体群及び生物群集の相互関係 

動植物の調査結果より、地域を特徴付ける生態系を次

に掲げる観点から整理し、注目すべき動植物種を複数選

び、これらの生態や生育・生息環境の状況、他の生物種

との相互関係を調査する。 

・生態系の上位に位置する上位性( 以下｢上位性｣とい

う。) 

・当該生態系の特徴をよく表す典型性( 以下｢典型性｣

という。) 

・特殊な環境等を指標とする特殊性( 以下｢特殊性｣と

いう。) 

また、気象、水象、地象等の生育・生息環境（水温、

流速、透明度、水質、底質状況、水深、周辺植生、河川

海岸の形状等）と生物の関わり及び水生生物相互の関わ

りを明確にする。 
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（２）で整理した地域を特徴付ける生態系について次に掲げ

る観点から整理し、注目すべき動植物種を複数選び、

これらの生育・生息環境の状況を調査する。 

・生態系の上位に位置する上位性（以下｢上位性｣とい

う。） 

・当該生態系の特徴をよく表す典型性（以下｢典型性｣

という。） 

・特殊な環境等を指標とする特殊性（以下｢特殊性｣と

いう。） 

（４）その他 

ア 土地利用の状況 

対象事業実施区域等の土地利用の状況について調査

する。 

イ 対象事業の計画の状況 

対象事業の計画の状況について調査する。具体的に

は、以下のような内容が考えられる。 

・土地の形状の変更行為又は公有水面埋立て行為の内

容、範囲及び施工方法 

・工作物の位置、規模及び構造 

・湛水すると想定される区域の範囲及び水位等の状況

・供用により生物の生育・生息に影響を及ぼす汚染物

質等の発生状況 

 

 

 

２ 調査の基本的な手法 

植物、動物、水生生物調査の結果を基に、次のとおり整理・

解析する。 

ア 上位性 

選定した注目種の営巣中心域、高利用域、行動圏等

について図表に整理する。 

イ 典型性 

地域の環境を動植物分布等から類型化したハビタッ

トマップを作成する。 

ウ 特殊性 

選定した注目種の行動圏、繁殖地、餌場等について

図表に整理する。 

３ 調査地域、調査地点、調査期間等 

植物、動物、水生生物調査に準ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）土地利用の状況 

対象事業実施区域等の土地利用の状況について調査す

る。 

（４）対象事業の計画の状況 

次に掲げる対象事業の計画の状況を調査する。 

 

・土地の形状の変更行為又は公有水面埋立て行為の内

容、範囲及び施工方法 

・工作物の位置、規模及び構造 

・湛水すると想定される区域の範囲及び水位等の状況

・供用により生物の生育・生息に影響を及ぼす汚染物

質等の発生状況 

 

２ 調査地域、調査地点、調査期間 

植物、動物、水生生物調査に準ずる。 

３ 調査方法 

植物、動物、水生生物調査の結果を基に、次のとおり整理・

解析する。 

ア 上位性 

選定した注目種の営巣中心域、高利用域、行動圏等

について図表に整理する。 

イ 典型性 

地域の環境を動植物分布等から類型化したハビタッ

トマップを作成する。 

ウ 特殊性 

選定した注目種の行動圏、繁殖地、餌場等について

図表に整理する。 

 

 

(２) 予測の手法 

ア 予測項目 

予測項目は、地形・地質、植物、動物等の調査

結果及び対象事業の事業計画の内容を勘案し、対

象事業の実施が生態系の重要な要素に与える影響

(２) 予測の手法 

ア 予測項目 

予測項目は、地形・地質、植物、動物等の調査

結果及び対象事業の事業計画の内容を勘案し、対

象事業の実施が生態系の重要な要素に与える影響
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の程度とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 予測の基本的な手法 

予測の基本的な手法は、注目される生物種等に

ついて、分布及び生育・生息環境の改変の程度を

踏まえた事例の引用又は解析を行う方法によるも

のとする。 

ウ 予測地域 

予測地域の範囲は、対象事業の実施が生態系の

重要な要素に影響を及ぼすおそれのある地域とす

る。 

エ 予測対象時期等 

予測を行う時期は、工事の施工中の代表的な時

期、工事の施工後における事業活動が定常に達し

た時期並びに生態系への影響が最大になる時期と

する。 

 

の程度とする。 

イ 予測時期 

予測を行う時期は、工事の施工中の代表的な時

期及び工事の施工後における事業活動が定常に達

した時期とする。 

ウ 予測地域 

予測地域の範囲は、対象事業の実施が生態系の

重要な要素に影響を及ぼすおそれのある地域とす

る。 

エ 予測方法 

予測方法は、注目される生物種等について、分

布及び生育・生息環境の改変の程度を踏まえた事

例の引用又は解析を行う方法によるものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【説 明】 

１ 予測項目 

全般的な生態系の変化の概況を把握し、上位性、典型性、

特殊性から選定した注目種等の生育･生息環境への事業の影

響の程度、内容について予測する。 

２ 予測の基本的な手法 

対象事業の事業計画の内容に基づき、生育・生息環境に着

目して各生態系の単位を設定し、そのエリアに事業計画を重

ね合わせ、直接改変及び周辺の環境変化の状況から、生育･

生息環境に対する影響の種類、箇所及び程度を予測する。 

(1)予測は、既存の類似事例、専門家の意見を参考にし、

可能な限り詳細かつ定量的に行う。なお、類似事例の

利用に当たっては、その理由についても明らかにす

る。 

(2)上位性、典型性、特殊性から選定した注目種は、次に

掲げる方法により種の消滅や変化を指標として生

育・生息環境に対する影響を予測する。 

ア 上位性 

選定した注目種の営巣中心域、高利用域、行動圏

等に事業計画を重ね合わせ、直接改変の状況を予測

する。また、改変されない場所については、工事(騒

【説 明】 

１ 予測項目 

全般的な生態系の変化の概況を把握し、上位性、典型性、

特殊性から選定した注目種等の生育･生息環境への事業の影

響の程度、内容について予測する。 

２ 予測方法 

対象事業の事業計画の内容に基づき、生育・生息環境に着

目して各生態系の単位を設定し、そのエリアに事業計画を重

ね合わせ、直接改変及び周辺の環境変化の状況から、生育･

生息環境に対する影響の種類、箇所及び程度を予測する。 

(1)予測は、既存の類似事例、専門家の意見を参考にし、

可能な限り詳細かつ定量的に行う。なお、類似事例の

利用に当たっては、その理由についても明らかにす

る。 

(2)上位性、典型性、特殊性から選定した注目種は、次に

掲げる方法により種の消滅や変化を指標として生

育・生息環境に対する影響を予測する。 

ア 上位性 

選定した注目種の営巣中心域、高利用域、行動圏

等に事業計画を重ね合わせ、直接改変の状況を予測

する。また、改変されない場所については、工事(騒
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音、振動、粉じん等)の影響、改変地周辺の植生変化

等の環境変化を予測する。 

イ 典型性 

地域の環境を動植物分布等から類型化したハビタ

ットマップに事業計画を重ね合わせ、直接改変の状

況を予測する。また、改変されない場所については、

工事(騒音、振動、粉じん等)の影響、改変地周辺の

植生変化等の環境変化を予測する。 

ウ 特殊性 

選定した注目種の生息要因を解析し、その行動

圏、繁殖地、餌場等に事業計画を重ね合わせ、直接

改変の状況を予測する。また、改変されない場所に

ついては、工事（騒音、振動、粉じん等）の影響、

改変地周辺の植生変化等の環境変化を予測する。 

３ 予測対象時期等 

予測対象時期は、次に掲げる時期のうち必要な時期とする。

（１）対象事業に係る工事の実施中の予測は、工事に伴

う影響が最大になると予測される時期等影響を適切に

予測し得る時期とする。 

（２）対象事業に係る土地又は工作物の存在及び供用後

の予測は、工事完了後、事業活動が定常状態に達した

時期及び影響が最大になる時期とする。 

 

音、振動、粉じん等)の影響、改変地周辺の植生変化

等の環境変化を予測する。 

イ 典型性 

地域の環境を動植物分布等から類型化したハビタ

ットマップに事業計画を重ね合わせ、直接改変の状

況を予測する。また、改変されない場所については、

工事(騒音、振動、粉じん等)の影響、改変地周辺の

植生変化等の環境変化を予測する。 

ウ 特殊性 

選定した注目種の生息要因を解析し、その行動圏、

繁殖地、餌場等に事業計画を重ね合わせ、直接改変

の状況を予測する。また、改変されない場所につい

ては、工事（騒音、振動、粉じん等）の影響、改変

地周辺の植生変化等の環境変化を予測する。 

 (３) 環境保全措置 

環境保全措置は、建設工事の施工後において検討

を行うものとする。 

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・

構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複

数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の

回避、低減が図られたかについての検討内容を明らか

にすること。 

 

 

【説 明】 

環境保全措置の例としては次のようなものがある。 

・地形改変の最小化による生息・生育地の保全 

・注目すべき動物・植物種の移植 

・新たな生息・生育環境の創出 

 

 

(４) 評価の手法 

植物、動物等の調査結果を踏まえ、生態系の重

要な要素である上位性、典型性及び特殊性の視点

から注目すべき生物種及びその生育・生息環境を

保存すべき対象として選定し、低減措置等につい

て明らかにすることにより、対象事業の実施後の

(３) 評価の手法 

植物、動物等の調査結果を踏まえ、生態系の重

要な要素である上位性、典型性及び特殊性の視点

から注目すべき生物種及びその生育・生息環境を

保存すべき対象として選定し、対象事業の実施後

の保全すべき対象への影響の程度に対する事業者
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保全すべき対象への影響について、事業者の実行

可能な範囲内でできる限り回避又は低減されてい

るか否かを明らかにする。 

の見解を説明する。 

 

 

 

【説 明】 

環境保全措置を踏まえ、事業者の実行可能な範囲でより良い

技術が取り入れられているかを検討し、対象事業が環境に与え

る影響が回避・低減されているか否かについて評価する。 
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改正案 現行 

第３ 人と自然との豊かな触れ合い 

１ 景観 

(１) 調査の手法 

ア 調査すべき情報 

調査すべき情報は、対象事業の実施が景観に及

ぼす影響を適切に把握し得るよう配慮して、次に

掲げる項目の中から予測及び評価を行うために必

要なものを選定する。 

（ア） 主要な眺望点の状況 

（イ） 主要な景観資源の状況 

（ウ） 主要な眺望景観の状況 

（エ） 主要な囲繞
いにょう

景観の状況 

（オ） その他（地域の景観形成計画、土地利用

の状況、対象事業の計画の状況 等） 

 

 

 

イ 調査の基本的な手法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査の基本的な手法は、次に掲げる調査を、現

地調査、資料調査、ヒアリング調査又はシミュレ

ーションにより実施する。 

a 景観特性調査 

b 注目すべき景観資源調査 

c 注目すべき視点調査 

ウ 調査地域 

調査地域は、対象事業の実施により影響を受け

第３ 人と自然との豊かな触れ合い 

１ 景観 

(１) 調査の手法 

ア 調査すべき情報 

調査すべき情報は、対象事業の実施が景観に及

ぼす影響を適切に把握し得るよう配慮して、次に

掲げる項目の中から予測及び評価を行うために必

要なものを選定する。 

（ア） 主要な眺望点の状況 

（イ） 主要な景観資源の状況 

（ウ） 主要な眺望景観の状況 

 

（エ） その他 

 

イ 調査地域 

調査地域は、対象事業の実施により影響を受け

るおそれのある範囲を含む地域とする。 

ウ 調査方法 

（ア） 調査地点 

調査地点は、景観の特性を踏まえて調査

地域における主要な眺望点、景観資源及び眺

望景観に係る環境影響を予測し、及び評価す

るために必要な情報を適切かつ効果的に把

握できる地点とする。 

（イ） 調査期間及び頻度 

調査期間及び頻度は、調査対象や調査手

法の特性等を考慮して、効果的な時期、時間

帯及び十分な期間を定める。また、景観の季

節変化を十分に考慮する。 

（ウ） 調査方法 

調査方法は、次に掲げる調査を、現地調

査、資料調査、ヒアリング調査又はシミュレ

ーションにより実施する。 

a 景観特性調査 

b 注目すべき景観資源調査 

c 注目すべき視点調査 
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るおそれのある範囲を含む地域とする。 

エ 調査地点 

調査地点は、景観の特性を踏まえて調査地域に

おける主要な眺望点、景観資源及び眺望景観に係

る環境影響を予測し、及び評価するために必要な

情報を適切かつ効果的に把握できる地点とする。

オ 調査期間等 

調査期間等は、調査対象や調査手法の特性等を

考慮して、効果的な時期、時間帯及び十分な期間

を定める。また、景観の季節変化を十分に考慮す

る。 

 

【説 明】 

１ 調査すべき情報 

対象事業実施区域及び事業の内容を勘案しながら次の中か

ら予測評価に必要な事項を選定する。 

（１）主要な眺望点の状況 

対象事業実施区域周辺の主要な眺望点の分布、位置、

規模、眺望特性及び利用状況について調査する。なお、

主要な眺望点とは「不特定かつ多数のものが利用して

いる景観資源を眺望する場所」を指す。 

《主要な眺望点の例》 

・レクリエーション施設（展望台、公園、キャンプ場

等） 

・地域住民に頻繁に利用されている施設（役場、公民

館、学校、児童公園、神社等） 

・不特定多数の人々が眺望する地点（道路、鉄道、航

路等） 

 

 

 

 

 

（２）主要な景観資源の状況 

対象事業実施区域周辺における景観資源で、自然景

観資源及び人文景観資源等のうち主要なものの位置、

規模及び種類について調査する。なお、景観資源とは

「景観として認識される自然的構成要素として位置付

けられるもの」を指す。 

《主要な景観資源の例》 

・自然景観資源：山、渓谷、河川、湖沼、樹林、動植

物等の自然物 

・人文景観資源：歴史的建造物、ダム、集落、寺院、

駅等の人工物 

・その他 

【説 明】 

１ 調査すべき情報 

対象事業実施区域及び事業の内容を勘案しながら次の中か

ら予測評価に必要な事項を選定する。 

（１）主要な眺望点の状況 

対象事業実施区域周辺の主要な眺望点の分布、位置、

規模、眺望特性及び利用状況について調査する。 

 

 

《主要な眺望点の例》 

・レクリエーション施設（展望台、公園、キャンプ場

等） 

・地域住民に頻繁に利用されている施設（役場、公民

館、学校等） 

・不特定多数の人々が眺望する地点（道路、鉄道、航

路等） 

（２）地域の景観形成計画 

県内の景域設定状況、各市町村が策定している景観

形成計画、県及び市町村が指定する景観形成地域の位

置及び範囲並びに特定行為景観形成基準等の状況につ

いて調査する。 

（３）主要な景観資源の状況 

対象事業実施区域周辺における景観資源で、自然景

観資源及び人文景観資源等のうち主要なものの位置、

規模及び種類について調査する。 

 

 

《主要な景観資源の例》 

・自然景観資源：山、渓谷、河川、湖沼、樹林、動植

物等の自然物 

・人文景観資源：歴史的建造物、ダム、集落、寺院、

駅等の人工物 

・その他 
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（３）主要な眺望景観の状況 

調査地域内の主要な景観について、景観を構成して

いる地形、植生、主な構造物、地域の景観を特徴付け

ている主要な景観資源等の構成要素のほか、視覚的印

象、自然性、地域住民との関わり、歴史的経緯等の特

性についても調査する。なお、主要な眺望景観とは「主

要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される

景観」を指す。 

（４）主要な囲繞
いにょう

景観の状況 

事業予定地近傍において地域の人々が日常的に利用

している場所や、地域の人々に古くから親しまれてき

たものなど、地域の生活に密接に関わっている「日常

の場」を考慮して、当該地域における身近な景観（日

常的な眺めの特性、「囲繞
いにょう

景観」）を把握する。 

なお、「囲繞
いにょう

景観」とは、下図に示すとおり眺望点

周辺の物理的空間や場の状態に着目した三次元的景観

のことで、山々に囲まれた盆地状の景観、農地の中に

農家が散在する景観、歴史的な施設の散在する景観な

どとして捉えられる景観のことである。 

 

 

 

 

 

 

 

（５）その他 

ア 地域の景観形成計画 

景観に関連する法令等による指定地域や目標等のほ

か、県内の景域設定状況、県及び各市町村が策定して

いる景観計画、県及び市町村が指定する景観計画区域

の位置及び範囲並びに景観形成基準等の状況について

調査する。 

イ 土地利用の状況 

対象事業実施区域の土地利用の状況について調査す

る。 

ウ 対象事業の計画の状況 

対象事業の計画の状況について調査する。具体的に

は、以下のような内容が考えられる。 

・土地の形状の変更行為又は公有水面埋立て行為の

内容、範囲及び施工方法 

・樹木の伐採若しくは移植又は現況の土地利用が変

更されるなどの改変が行われる区域の範囲及び

内容 

・工作物の位置、規模及び構造 

（４）主要な眺望景観の状況 

調査地域内の主要な景観について、景観を構成して

いる地形、植生、主な構造物、地域の景観を特徴付け

ている主要な景観資源等の構成要素のほか、視覚的印

象、自然性、地域住民との関わり、歴史的経緯等の特

性についても調査する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）土地利用の状況 

対象事業実施区域の土地利用の状況について調査す

る。 

（６）対象事業の計画の状況 

次に掲げる対象事業の計画の状況について調査す

る。 

・土地の形状の変更行為又は公有水面埋立て行為の

内容、範囲及び施工方法 

・樹木の伐採若しくは移植又は現況の土地利用が変

更されるなどの改変が行われる区域の範囲及び

内容 

・工作物の位置、規模及び構造 

- 121 -



 

・湛水すると想定される区域の範囲及び水位等の状

況 

エ その他 

必要に応じて「県民の建物１００選」、「とっとり地

域生活百景」及び「伝えたいふるさと鳥取の景観」百

景など、景観に関連する情報を収集・整理する。 

２ 調査地域 

（１）眺望景観 

眺望景観の調査範囲は、一般的に事業実施区域外の

比較的広い範囲となり、特定の眺望点からの眺めや、

特定の景観資源への眺めに代表させて設定する。 

（２） 囲繞
いにょう

景観 

囲繞
いにょう

景観の調査範囲は、事業実施区域及びその近傍

に限って設定する。 

 

・湛水すると想定される区域の範囲及び水位等の状

況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 予測の手法 

ア 予測項目 

予測項目は、次に掲げる項目とする。 

（ア） 主要な眺望点及び景観資源の改変の程度

及び内容 

（イ） 主要な眺望景観の改変の程度及び内容 

（ウ） 主要な囲繞
いにょう

景観の改変の程度及び内容 

 

 

 

イ 予測方法 

予測方法は、主要な眺望点及び景観資源につい

ての分布の改変の程度を踏まえた類似事例の調査

及び解析並びに主要な眺望景観及び主要な囲繞
いにょう

景観についての視覚的な方法による。 

 

 

 

ウ 予測地域 

予測地域の範囲は、対象事業の実施が主要な眺

望点及び景観資源、主要な眺望景観及び主要な

囲繞
いにょう

景観に影響を及ぼすおそれのある地域とす

る。 

エ 予測対象時期等 

予測を行う時期は、工事の施工後における事業

活動が定常に達した時期並びに景観への影響が最

大になる時期とする。 

 

 (２) 予測の手法 

ア 予測項目 

予測項目は、次に掲げる項目とする。 

（ア） 主要な眺望点及び景観資源の改変の程度

及び内容 

（イ） 主要な眺望景観の改変の程度及び内容 

 

イ 予測時期 

予測を行う時期は、工事の施工後における適切

な時期とする。 

ウ 予測方法 

予測を行うに当たっては、主要な影響の種類を

勘案し、予測の精度や作業量を考慮して具体的な

実施方法を検討し、予測計画を立案する。 

予測方法は、予測計画に従って、主要な眺望点

及び景観資源についての分布の改変の程度を踏ま

えた類似事例の調査及び解析並びに主要な眺望景

観についての視覚的な方法による。 
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【説 明】 

1 予測項目 

主要な眺望点及び景観資源の改変の程度、内容、眺望景観

の改変の程度及び内容及び主要な囲繞
いにょう

景観の改変の程度

及び内容について予測する。 

2 予測の基本的な手法 

(1)主要な眺望点及び景観資源の改変の程度及び内容 

主要な眺望点及び景観資源と対象事業実施区域を重ね

合わせて、改変する区域について予測する。 

(2)主要な眺望景観の変化の程度及び内容 

次に掲げる視覚的な方法により予測する。 

・フォトモンタージュ 

・コンピューターグラフィック 

・完成予想図 

・透視図 

・模型 

・ビデオ合成 

(3)主要な囲繞
いにょう

景観の変化の程度及び内容 

上記の視覚的な方法に加え、必要に応じて以下の価値

軸の変化について予測する。 

《普遍価値》 

 誰もが普遍的に共有しているような価値軸 

例）多様性、自然性、視認性、利用性、快適性 

《固有価値》 

 特定の地域や特定の主体に固有な価値軸 

例）固有性、歴史性、郷土性、親近性 

３ 予測対象時期等 

予測対象時期は、工事完了後、事業活動が定常状態に達

した時期及び影響が最大になる時期とする。 

 

【説 明】 

1 予測項目 

主要な眺望点及び景観資源の改変の程度及び内容、眺望景

観の改変の程度及び内容について予測する。 

 

2 予測方法 

(1)主要な眺望点及び景観資源の改変の程度及び内容 

主要な眺望点及び景観資源と対象事業実施区域を重ね

合わせて、改変する区域について予測する。 

(2)主要な眺望景観の変化の程度及び内容 

次に掲げる視覚的な方法により予測する。 

・フォトモンタージュ 

・コンピューターグラフィック 

・完成予想図 

・透視図 

・模型 

・ビデオ合成 

(３) 環境保全措置 

環境保全措置は、工事の施工後について検討を行

うものとする。 

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・

構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複

数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の

回避、低減が図られたかについての検討内容を明らか

にすること。 

 

 

- 123 -



 

【説 明】 

環境保全措置の例としては次のようなものがある。 

（１）眺望景観 

・ スカイラインの保全に配慮した立地・建物配置とす

る。 

・  周辺の自然景観ととけ込む建物デザイン・素材・

色調とする、周辺景観との連続性を乱さない建物配

置とする。 

・ 周囲の既存建築物と高さや壁面を揃える 等 

（２）囲繞
いにょう

景観 

・ 人工物の見え方を工夫し、最小化あるいは周辺環境と調

和した建物デザイン・素材・色調とする。 

・ 視点となる箇所からの人工物の見える大きさを最小化

する。 

・ 構造物周辺の植裁や水面の配置等により、周辺との調和

を図る。 等 

 

 

 

(４) 評価の手法 

環境保全措置の検討結果を踏まえ、対象事業の

実施に伴う景観への影響について、事業者の実行

可能な範囲内でできる限り回避又は低減されてい

るか否かを明らかにする。 

また、国、県や市町村の景観に関する関係法令

及び計画や指針等に定められた基準、目標等との

整合性についても明らかにする。 

 

(３) 評価の手法 

保全すべき対象ごとに、予測された影響の程度

を明らかにするとともに、景観保全上の措置に関

する事業者の見解を説明する。 

 

 

 

 

 

【説 明】 

環境保全措置を踏まえ、実行可能なより良い技術が取り入れ

られているか否かについて検討し、対象事業が環境に与える影

響が回避、低減されているか否かについて評価する。 

また、県、市町村が指定する景観計画区域にあっては、景観

形成基準との対比を行うとともに、県及び市町村が策定する景

観計画との整合性についても事業者の見解を明らかにする。 

 

【説 明】 

 

 

 

県、市町村が指定する景観形成地域にあっては、大規模行為

景観形成基準との対比を行うとともに、市町村が策定する景観

形成計画との整合性についても事業者の見解を明らかにする。
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改正案 現行 

２ 触れ合い活動の場 

(１) 調査の手法 

ア 調査すべき情報 

調査すべき情報は、対象事業の実施がレクリエ

ーション資源等触れ合い活動の場に及ぼす影響を

適切に把握し得るよう配慮して、次に掲げる項目

の中から予測及び評価を行うために必要なものを

選定する。 

 

（ア） 主要な触れ合い活動の場の分布、利用の

状況及び利用環境の状況 

（イ） その他（土地利用の状況、対象事業の計

画の状況 等） 

 

 

 

イ 調査の基本的な手法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査の基本的な手法は、既存資料等によ

り把握された概況を参考として、ヒアリング

調査、現地調査及びその他の適切な方法によ

るものとする。 

ウ 調査地域 

調査地域は、対象事業の実施により影響を受け

るおそれのある範囲を含む地域とする。 

エ 調査地点 

調査地点は、調査地域の範囲内において対象事

業の実施による影響を的確に把握できる地点とす

る。 

オ 調査期間等  

調査期間等 は、調査対象や調査手法の特性等

を考慮して、効果的な時期、時間帯及び十分な期

間を定める。また、季節変化に伴う利用形態の変

化等を考慮する。 

 

２ 触れ合い活動の場 

(１) 調査の手法 

ア 調査すべき情報 

調査すべき情報は、対象事業の実施がレクリエ

ーション資源等触れ合い活動の場に及ぼす影響を

適切に把握し得るよう配慮して、次に掲げる項目

の中から予測及び評価を行うために必要なものを

選定する。 

（ア） 人と自然との触れ合い活動の場の状況 

（イ） 主要な触れ合い活動の場の分布、利用の

状況及び利用環境の状況 

 

 

イ 調査地域 

調査地域は、対象事業の実施により影響を受け

るおそれのある範囲を含む地域とする。 

ウ 調査方法 

（ア） 調査地点 

調査地点は、調査地域の範囲内において

対象事業の実施による影響を的確に把握で

きる地点とする。 

（イ） 調査期間及び頻度 

調査期間及び頻度は、調査対象や調査手

法の特性等を考慮して、効果的な時期、時間

帯及び十分な期間を定める。また、季節変化

に伴う利用形態の変化等を考慮する。 

（ウ） 調査方法 

調査方法は、既存資料等により把握され

た概況を参考として、ヒアリング調査、現地

調査及びその他の適切な方法によるものと

する。 
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【説 明】 

１ 調査すべき情報 

対象事業実施区域及び事業の内容を勘案しながら次の中

から予測評価に必要な事項を選定する。 

(１)主要な触れ合い活動の場の分布、利用の状況及び利用環

境の状況 

・分布状況 

位置、種類、規模、内容、特性等 

・利用状況 

利用者数(季節性も含む)、利用頻度（季節）、時間帯等

・利用環境の状況 

地形、植生、交通網（アクセスルート、移動手段）等

《触れ合い活動の場の例》 

・野外レクリエーション 

海水浴場、釣り場、登山道、自然探勝路、観光農園、

キャンプ場、野鳥の森等 

・地域住民の日常的な自然との触れ合いの場 

鎮守の森、里山の自然、公園･緑地、遊歩道等 

(２)その他 

ア 土地利用の状況 

対象事業実施区域の土地利用の状況について調査す

る。 

イ 対象事業の計画の状況 

対象事業の計画の状況について調査する。具体的に

は、以下のような内容が考えられる。 

・土地の形状の変更行為又は公有水面埋立て行為の内

容、範囲及び施工方法 

・工作物の位置、規模及び構造 

・湛水すると想定される区域の範囲及び水位等の状況

【説 明】 

１ 調査すべき情報 

 

 

(１)次に掲げる人と自然との触れ合い活動の場の状況等に

ついて調査する。 

 

・位置、種類、規模、特性等の状況 

・利用状況 

利用者数(季節性も含む) 

・周辺の状況 

地形、植生、交通網等 

《触れ合い活動の場の例》 

・野外レクリエーション 

海水浴場、釣り場、登山道、自然探勝路、観光農園、

キャンプ場、野鳥の森等 

・地域住民の日常的な自然との触れ合いの場 

鎮守の森、里山の自然、公園･緑地、遊歩道等 

 

(２)土地利用の状況 

対象事業実施区域の土地利用の状況について調査す

る。 

(３)対象事業の計画の状況 

次に掲げる対象事業の計画の状況について調査する。

 

・土地の形状の変更行為又は公有水面埋立て行為の内

容、範囲及び施工方法 

・工作物の位置、規模及び構造 

・湛水すると想定される区域の範囲及び水位等の状況

 

(２) 予測の手法 

ア 予測項目 

予測項目は、次に掲げる項目とする。 

（ア） 主要なふれあい活動の場の改変の程度及

び内容 

（イ） 主要なふれあい活動の場周辺の利用環境

の改変の程度及び内容 

（ウ） 主要なふれあい活動の場へのアクセスル

ートの改変の程度及び内容 

 

 

 

 

イ 予測の基本的な手法 

予測の基本的な手法は、特定された主要な影響

(２) 予測の手法 

ア 予測項目 

予測項目は、次に掲げる項目とする。 

（ア） 主要なふれあい活動の場の改変の程度及

び内容 

（イ） 主要なふれあい活動の場周辺の利用環境

の改変の程度及び内容 

（ウ） 主要なふれあい活動の場へのアクセスル

ートの改変の程度及び内容 

イ 予測時期 

予測を行う時期は、工事の施工中の代表的な時期

及び工事の施工後における事業活動が定常に

達した時期とする。 

ウ 予測方法 

予測方法は、特定された主要な影響の種類を踏
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の種類を踏まえて、類似事例調査等により行う。

ウ 予測地域 

予測地域の範囲は、対象事業の実施が主要な触

れ合い活動の場に影響を及ぼすおそれのある地域

とする。 

エ 予測対象時期等 

予測を行う時期は、工事の施工中の代表的な時

期、工事の施工後における事業活動が定常に達し

た時期並びに主要な触れ合い活動の場に対する影

響が最大になる時期とする。 

 

まえて、類似事例調査等により行う。 

 

 

 

 

 

 

 

【説 明】 

１ 予測項目 

（１）主要な触れ合い活動の場の改変の程度及び内容 

直接的な改変の位置、程度、内容を予測する。 

（２）主要な触れ合い活動の場周辺の利用環境の改変の程度

及び内容 

大気質、騒音、振動、悪臭、水質汚濁、地形地質、植

物、動物等の環境改変による利用状況の変化の程度及び

内容（利用者数、利用形態等）について予測する。 

（３）主要な触れ合い活動の場へのアクセスルートの改変の

程度及び内容 

誘致圏内における利用機会の減少やアクセスルートの

距離、時間等の変化について予測する。 

２ 予測の基本的な手法 

（１）主要な触れ合い活動の場の改変の程度及び内容 

主要な触れ合い活動の場と対象事業による改変の範囲

を重ね合わせ、位置、程度、内容を予測する。 

（２）主要な触れ合い活動の場周辺の利用環境の改変の程度

及び内容 

大気質、騒音、振動、悪臭、水質汚濁、地形地質、植

物、動物等の環境変化の予測結果等を踏まえ、類似事例

等により利用環境の改変による利用状況の変化(利用者

数、利用形態等)について予測する。 

（３）主要な触れ合い活動の場へのアクセスルートの改変の

程度及び内容 

類似事例等により、誘致圏内における利用機会の減少

やアクセスルートの距離、時間等の変化について予測す

る。 

３ 予測対象時期等 

予測対象時期は、次に掲げる時期のうち必要な時期とする。

（１）対象事業に係る工事の実施中の予測は、工事に伴

う影響が最大になると予測される時期等影響を適切に

予測し得る時期とする。 

（２）対象事業に係る土地又は工作物の存在及び供用後

【説 明】 

１ 予測項目 

（１）主要な触れ合い活動の場の改変の程度及び内容 

直接的な改変の位置、程度、内容を予測する。 

（２）主要な触れ合い活動の場周辺の利用環境の改変の程度

及び内容 

騒音、振動、悪臭、水質汚濁等の環境改変の程度及び

内容について予測する。 

 

（３）主要な触れ合い活動の場へのアクセスルートの改変の

程度及び内容 

誘致圏内における利用機会の減少やアクセスルートの

距離、時間等の変化について予測する。 

２ 予測方法 

（１）主要な触れ合い活動の場の改変の程度及び内容 

主要な触れ合い活動の場と対象事業による改変の範囲

を重ね合わせ、位置、程度、内容を予測する。 

（２）主要な触れ合い活動の場周辺の利用環境の改変の程度

及び内容 

類似事例等により改変による利用状況の変化(利用者

数、利用形態等)について予測する。 

 

 

（３）主要な触れ合い活動の場へのアクセスルートの改変の

程度及び内容 

類似事例等により、誘致圏内における利用機会の減少

やアクセスルートの距離、時間等の変化について予測す

る。 
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の予測は、工事完了後、事業活動が定常状態に達した

時期及び影響が最大になる時期とする。 

 

(３) 環境保全措置 

環境保全措置は、工事の施工後について検討を行

うものとする。 

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・

構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複

数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の

回避、低減が図られたかについての検討内容を明らか

にすること。 

 

 

【説 明】 

環境保全措置の例としては次のようなものがある。 

（１）工事の施工中 

・ 触れ合い活動の場への影響の少ない工事機械の選

択（低騒音型の建設機械の採用等） 

・ 活動への影響のおそれのある曜日の工程を避ける

など、工事工程の調整 

・ 触れ合い活動の場へのアクセスルートを避けた工

事用車両の走行ルートの設定 

（２）工事の施工後 

・ 重要な活動区への立入の制限 

・ トイレの清掃、ごみの処理などの適切な実施 

・ 触れ合い活動の場へのアクセスルートを避けた通

勤ルート等の設定時間制での歩車分離の実施 

 

 

(４) 評価の手法 

環境保全措置の検討結果を踏まえ、対象事業の

実施に伴う触れ合い活動の場への影響について、

事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避又は

低減されているか否かを明らかにする。 

また、国、県、市町村の触れ合い活動の場の保

全に関する計画や指針等に定められた目標等との

整合性についても明らかにする。 

 

(３) 評価の手法 

保全対象ごとに、予測された影響の程度を明ら

かにするとともに、触れ合い活動の場の保全上の

措置に関する事業者の見解を説明する 

 

 

 

【説 明】 

アクセスルートの確保等の幅広い環境保全措置を踏まえ、実

行可能なより良い技術が取り入れられているか否かについて

検討し、対象事業が環境に与える影響が回避、低減されている

か否かについて評価する。 

また、国・県・自治体等の触れ合い活動の場に関する計画や

指針等に定められた目標等と整合が図られているかどうかを

明らかにする。 
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改正案 現行 

３ 文化財 

(１) 調査の手法 

ア 調査すべき情報 

調査すべき情報は、対象事業の実施が「文化財

保護法」、「鳥取県文化財保護条例」及び各市町

村の文化財保護条例で保護されている有形文化

財、民俗文化財、記念物（史跡、名勝、天然記念

物）、文化的景観、伝統的建造物群及び埋蔵文化

財並びにこれらと同等の価値を有するもの（以下

「文化財等」という。）に及ぼす影響を適切に把

握し、次に掲げる項目の中から予測及び評価を行

うために必要なものを選定する。 

（ア） 文化財等の状況 

（イ） その他（文化財等の周辺環境、対象事業

の計画の状況 等） 

イ 調査の基本的な方法 

調査は、既存資料及び文献の収集により行うこ

とを基本とし、必要に応じて現地踏査を行う。 

なお、現地踏査は、調査地域を所管する市町村

教育委員会、所有者、管理者等の意見及び指示を

もとに行うものとする。 

ウ 調査地域 

調査地域は、対象事業の実施により文化財等が

影響を受けるおそれのある範囲とする。 

 

 

【説 明】 

１ 調査すべき情報 

（１）文化財等の状況 

次に掲げる事項のうちから予測及び評価を行うために

必要なものを選択し、調査する。 

・文化財等の種類、位置又は範囲等 

・埋蔵文化財包蔵地の位置、範囲、内容及び分布状況 

（２）その他 

ア 文化財等の周辺環境 

文化財等の周囲の地形、地質、植生、建物、景観その

他文化財の保護に必要な環境の概略について調査する。

イ 対象事業の計画の状況 

対象事業の計画の状況について調査する。具体的には、

以下のような内容が考えられる。 

・ 土地の形状の変更行為又は公有水面埋め立て行為の内

容、範囲及び施工方法 

・ 河川の現状に変更を及ぼす行為（河川の締切、掘削、流

路の変更、足場・工事用道路の設置等）の内容、範囲及
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び施工方法 

・ 樹木の伐採若しくは移植又は現況の土地利用が変更され

るなどの改変が行われる区域の範囲及び内容 

・ 工作物の位置、規模、構造及び施工方法 

 

(２) 予測の手法 

ア 予測項目 

予測項目は、対象事業の実施による文化財等へ

の影響の種類・程度とする。 

イ 予測の基本的な手法 

予測の基本的な手法は、事業計画に基づく推

計、類似事例からの推計及びその他の適切な方法

によるものとする。 

ウ 予測地域 

予測地域の範囲は、対象事業の実施が文化財等

に影響を及ぼすおそれのある地域とする。 

エ 予測対象時期等 

予測を行う時期は、工事の施工中及び工事の施

工後において文化財等に与える影響が最大になる

時期とする。 

 

 

【説 明】 

１ 予測項目 

対象事業の実施に伴う文化財等への影響（損傷、消滅等の有

無及び程度）が挙げられる。具体的には、以下のような影響が

考えられる。 

・土地の改変又は公有水面埋め立てによる文化財等への影響 

・河川の現状に変更を及ぼす行為（河川の締切、掘削、流路の

変更、足場・工事用道路の設置等）による文化財等への影響

・樹木の伐採若しくは移植又は現況の土地利用が変更されるな

どの改変による文化財等への影響 

・工作物の設置・改修による文化財等への影響 

・事業実施に伴う建設機械、工事用車両等による振動、地下水

の揚水、トンネル工事等による文化財等への影響 

・風害による文化財等への影響 

・施設の供用、稼働に伴う振動等による文化財等への影響 

２ 予測の基本的な手法 

（１）事業計画に基づく推計 

文化財等の分布図等の現況調査結果と、文化財等に影

響を与えるおそれのある環境要素の影響範囲等の予測結

果を重ね合わせて、影響の種類・程度を定性的に把握す

る。 

（２）類似事例からの推計 

類似事例の概要、予測結果等を参考にして、類似事例

 

- 130 -



 

として適用できる範囲及び理由等を明らかにし、影響の

種類・程度を定性的に把握する。 

３ 予測対象時期等 

対象事業の施工中及び施工後のそれぞれにおいて、文化財等

に与える影響が最大となる時期とする。 

 

 (３) 環境保全措置 

環境保全措置は、工事の施工中及び工事の施工後

の各段階にわたり検討を行うものとする。 

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・

構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複

数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の

回避、低減が図られたかについての検討内容を明らか

にすること。 

 

 

【説 明】 

環境保全措置の例としては次のようなものがある。 

・ 現地保存 

・ 移転、移築保存 

・ 記録保存 

・文化財等の保存に及ぼす影響が少ない工法の採用 

 

なお、文化財等の環境保全措置の検討・実施にあたっては、

事前に事業対象地域を所管する市町村教育委員会等と十分な協

議を行うこと。 

 

 

(４) 評価の手法 

対象事業の実施に伴う文化財等への影響の低減措

置等について明らかにすることにより、事業者の実行

可能な範囲内でできる限り回避又は低減されている

か否かを評価する。 

また、文化財保護に関する国、県、市町村等の計

画や関係法令との整合性についても明らかにする。 

 

 

【説 明】 

環境保全措置を踏まえ、事業者の実行可能な範囲でより良い

技術が取り入れられているかを検討し、対象事業が文化財等に

与える影響が回避、低減されているか否かについて評価する。

また、文化財保護に関する国、県、市町村等の計画や関係法

令との整合性についても事業者の見解を明らかにする。 
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改正案 現行 

第４ 環境への負荷 

１ 廃棄物等 

(１) 調査の手法 

ア 調査すべき情報 

調査すべき情報は、対象事業の実施に伴う廃棄物

等の影響を適切に把握し得るよう配慮して、次に掲

げる項目の中から予測及び評価を行うために必要

なものを選定する。 

（ア）事業実施区域を含む市町村等の廃棄物等の発

生及び処理の状況 

（イ）国、県、市町村等が実施する抑制対策や計画

及び関係法令等 

（ウ）その他（対象事業の計画の状況 等） 

イ 調査の基本的な手法 

調査の基本的な手法は、既存資料調査とする。 

ウ 調査地域 

対象事業実施区域を含む市町村等とする。 

 

第４ 環境への負荷 

１ 廃棄物等 

 

 

【説 明】 

１ 調査すべき情報 

対象事業の内容を勘案しながら次の中から予測評価に必要な

事項を選定する。 

（１）事業実施区域を含む市町村等の廃棄物等の発生及び処

理の状況 

事業実施区域を含む市町村等の廃棄物等の発生及び処理

の状況について整理する。 

・鳥取県環境白書 

・鳥取県産業廃棄物実態調査報告書 等 

（２）国、県、市町村等が実施する抑制対策や計画及び関係

法令等 

国、県、市町村が廃棄物抑制のために策定している計画

や、法令・条例等による事業者の責務等について整理する。

（ア）国、県、市町村等が実施する抑制対策、計画等 

・鳥取県廃棄物処理計画 

・市町村が策定する循環型社会形成推進計画 等 

（イ）関係法令等 

・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和45年法律

第137号） 

・「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平

成12年法律第104号） 

・「鳥取県特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設

資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指

針（鳥取県建設リサイクル指針）」（平成14年、鳥
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取県） 等 

（３）その他（対象事業の計画の状況） 

対象事業の計画の状況について調査する。具体的には、

以下のような内容が考えられる。 

・施工に伴う建設副産物の発生状況 

・建設副産物の処理及び減量化の手法 

・最終処分場の位置及び規模 

・施設の供用に伴う廃棄物の発生状況 

・廃棄物を発生させる施設の位置及び規模 

 

 (２) 予測の手法 

ア 予測項目 

予測項目は、事業特性等を勘案して、対象事業の

実施が廃棄物等の発生を伴う場合に、次に掲げる項

目とする。 

(ｱ)建設工事に伴う副産物 

(ｲ)事業活動に伴い発生する廃棄物 

 

 

 

 

 

 

イ 予測の基本的な手法 

予測の基本的な手法は、原単位法、統計的手法そ

の他の適切な方法によるものとし、工事の施工中に

あっては工事に伴う副産物の種類ごとの発生の状

況、工事の施工後にあっては対象事業の実施に伴う

廃棄物の種類ごとの発生の状況を把握する。 

ウ 予測地域 

予測地域の範囲は、対象事業実施区域とする。 

エ 予測対象時期等 

予測を行う時期は、工事の施工中の代表的な時期

及び工事の施工後において廃棄物が発生する時期

とする。 

 

(１) 予測の手法 

ア 予測項目 

予測項目は、事業特性等を勘案して、対象事

業の実施が廃棄物等を伴う場合に、次に掲げる項

目とする。 

(ア)建設工事に伴う副産物 

(イ)事業活動に伴い発生する廃棄物 

イ 予測時期 

予測を行う時期は、工事の施工中の代表的な

時期及び工事の施工後における事業活動が定常

に達した時期とする。 

ウ 予測地域 

予測地域の範囲は、対象事業実施区域とする。

エ 予測方法 

予測方法は、原単位法、統計的手法その他の

適切な方法によるものとし、工事の施行中にあっ

ては工事に伴う副産物の種類ごとの発生の状況、

工事の施行後にあっては対象事業の実施に伴う

廃棄物の種類ごとの発生の状況を把握する。 

 

 

 

 

 

 

【説 明】 

１ 予測項目 

(1)建設工事に伴う副産物 

副産物の種類、発生量、再生利用及び処理・処分の方法

について調査する。 

副産物は、建設発生土及び建設廃棄物に区分され、更に

建設廃棄物は、一般廃棄物及び産業廃棄物に区分される。

(2)事業活動に伴い発生する廃棄物 

廃棄物の種類、発生量、再生利用及び処理･処分の方法に

【説 明】 

１ 予測項目 

(1)建設工事に伴う副産物 

副産物の種類、発生量、再生利用及び処理・処分の方

法について調査する。 

副産物は、建設発生土及び建設廃棄物に区分され、更

に建設廃棄物は、一般廃棄物及び産業廃棄物に区分され

る。 

(2)事業活動に伴い発生する廃棄物 
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ついて調査する。 

廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に分類される。 

 

 

 

 

 

２ 予測の基本的な手法 

(1)廃棄物等の発生量 

ア 建設工事に伴う副産物 

工事計画を基に工程を整理し、規模を勘案して種類ご

とに発生量を予測する。発生量の予測は、工事計画によ

る計画値及び原単位法等による。 

 

 

 

 

 

≪参考≫建設副産物と再生資源、廃棄物との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「建設副産物リサイクル広報推進会議ホームページ」

（http://www.suishinkaigi.jp/outline/what/index

.html）  

(ｱ) 原単位法 

・説 明：出荷額(請負金額含む。)、人口、延べ

床面積等の活動量に単位当たりの発生

原単位を乗じ予測する方法。 

・適用条件：現状の原単位を用いるため将来予測には

限界がある。 

既往建築物の新築に伴う建設副産物の発生量原単位

については、「建築系混合廃棄物の原単位調査報告書」

（平成23年、社団法人建築業協会）を参考とする。 

イ 事業活動に伴い発生する廃棄物 

事業計画に基づき、事業の種類、製造工程から発生する

廃棄物の種類を整理し、次に掲げる方法で発生量を予測

する。 

(ｱ) 原単位法 

 

廃棄物の種類、発生量、再生利用及び処理･処分の方

法について調査する。 

廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に分類される。 

２ 予測時期等 

対象事業の工事中にあっては、廃棄物等に係る影響が最

大となる時期とし、土地又は工作物の存在及び供用に当た

っては、工場、事業場等における事業活動が定常状態とな

る時期とする。 

３ 予測方法 

(1)廃棄物等の発生量 

ア 建設工事に伴う副産物 

工事計画を基に工程を整理し、規模を勘案して種

類ごとに発生量を予測する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 事業活動に伴い発生する廃棄物 

事業計画に基づき、事業の種類、製造工程から発生

する廃棄物の種類を整理し、次に掲げる方法で発生

量を予測する。 

(ｱ) 原単位法 

 

 

区分 工事内容 副産物の例 

建設発生土 土木工事 切土、浚渫土等 

建設廃棄物 伐採 樹木、樹根等 

濁水処理 汚泥 

地盤改良、ボーリング ベントナイト汚泥 

工作物除去 木くず、廃コンクリート、廃プラ

スチック等 

建屋工事 建設廃材等 

区分 工事内容 副産物の例 
建設発生土 ・土木工事 ・建設発生土 
建設廃棄物 ・伐採 ・建設発生木材 

・濁水処理 
・地盤改良、ボーリング 

・建設汚泥 

・工作物除去 
・建屋工事 

・建設発生木材 
・アスファルト・コンクリート塊 
・コンクリート塊 
・建設混合廃棄物 

建設副産物 

廃棄物 
（廃棄物処理法） 

 

原材料として利用が 

不可能なもの 

 

○有害・危険なもの 

再生資源 
原材料として利用の可能性があるもの    （資源有効利用促進法） 

 

○コンクリート塊           そのまま原材料となるもの 

    ○アスファルト・コンクリート塊 

○建設発生木材               ○建設発生土 

○建設汚泥                 ○金属くず 

○建設混合廃棄物 

 
 

：建設リサイクル法により、リサイクル等が義務付けられたもの
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手法については前述のとおり。廃棄物排出量の原

単位については、別表３に平成 21 年度の全国産業

廃棄物の排出原単位(環境省)を示す。 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 統計的手法 

a時系列解析 

・説 明：現在までの廃棄物発生量の時系列

データを基に、将来の発生量を予測

する方法。 

・適用条件：廃棄物の発生過程が変化するような

場合には適用できない。 

b回帰モデル 

・説 明：過去の廃棄物発生量のデータを基

に、説明係数に時間を使用せず、廃

棄物の発生に関する数個の指標を

用いて発生量を予測する方法であ

る。 

・適用条件：廃棄物の発生過程が変化するような

場合には適用できない。 

(2)廃棄物等の再生利用、処理・処分方法と量の把握 

次に掲げる手順に従って、廃棄物の種類ごとの再生利

用、処理・処分の方法ごとの量を予測する。 

 

 

 

 

３ 予測対象時期等 

対象事業の工事中にあっては、廃棄物等に係る影響

が最大となる時期とし、土地又は工作物の存在及び供

用に当たっては、工場、事業場等において廃棄物が発

生する時期とする。 

 

・説 明：出荷額(請負金額含む。)、人口、延

べ床面積等の活動量に単位当たりの

発生原単位を乗じ予測する方法であ

る。 

・適用条件：現状の原単位を用いるため将来予測に

は限界がある。 

廃棄物排出量の原単位については、別表3に平成

8 年度の全国産業廃棄物の排出原単位(厚生省)を示

す。 

(ｲ) 統計的手法 

a時系列解析 

・説 明：現在までの廃棄物発生量の時系列

データを基に、将来の発生量を予測

する方法である。 

・適用条件：廃棄物の発生過程が変化するような

場合には適用できない。 

b回帰モデル 

・説 明：過去の廃棄物発生量のデータを基

に、説明係数に時間を使用せず、廃

棄物の発生に関する数個の指標を

用いて発生量を予測する方法であ

る。 

・適用条件：廃棄物の発生過程が変化するような

場合には適用できない。 

(2)廃棄物等の再生利用、処理・処分方法と量の把握 

次に掲げる手順に従って、廃棄物の種類ごとの再生利

用、処理・処分の方法ごとの量を予測する。 

 

 

 

 

 

 (２) 環境保全措置 

環境保全措置は、工事の施工中及び工事の施工後

の各段階にわたり検討を行うものとする。 

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・

構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複

数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の

回避、低減が図られたかについての検討内容を明らか

にすること。 
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【説 明】 

環境保全措置の例としては次のようなものがある。 

・ 建設発生土等の再資源化 

・ 廃棄物処理設備等を対象事業区域内に設けることに

よる廃棄物の有効利用や減量化 

・ 廃棄物等を適正に処理するための設備の充実 

 

 

(３) 評価の手法 

対象事業の実施に伴う廃棄物の発生及び排出の段

階において、廃棄物の削減対策、処理方法及び再利用

可能性並びに副産物の処理・処分及び再利用等につい

て十分検討し、事業者の実行可能な範囲内でできる限

り回避又は低減されているか否かを明らかにする 

また、国、県、市町村等が実施する抑制対策や計

画等及び関係法令との整合性についても、明らかにす

る。 

 

(２) 評価の手法 

対象事業の実施に伴う廃棄物の発生及び排出の段

階において、廃棄物の削減対策、処理方法及び再利用

可能性並びに副産物の処理・処分及び再利用等につい

て十分検討し、実行可能な最善の手法がとられている

か明らかにする。 

また、国、県、市町村等が実施する抑制対策等及

び関係法令との整合性についても、明らかにする。 
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廃棄物 

建設発生土等 

一般廃棄物 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
産業廃棄物 

建設発生土 
 
 
 
有価物 

特別管理一般廃棄物 
 
 
 
その他の一般廃棄物 
 
 
 
特別管理産業廃棄物 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
その他の産業廃棄物 

建設工事に伴い発生する土砂 
 
河川等の浚渫に伴い発生する土砂、その他これに類するもの  
 
 
有償で他人に売却できるもの 

廃棄物等 PCB を使用する部品
ばいじん（ゴミ焼却施設から発生したもの）  
ダイオキシン類含有物（廃棄物焼却炉から生じた、基準以上
のダイオキシン類を含むばいじん、燃え殻、汚泥） 
感染性一般廃棄物 

燃えやすい廃油
廃酸（pH2 以下）、廃アルカリ（pH12 以上） 
特定有害産業廃棄物  
感染性有害産業廃棄物 
ばいじん（基準以上の重金属を含むもので、輸入廃棄物（国
内で一般廃棄物に該当するもの）の焼却により生じたもの）
汚泥、燃え殻、ばいじん（基準以上のダイオキシン類を含む
もので、輸入廃棄物（国内で一般廃棄物に該当するもの）の
焼却により生じたもの）  
はいじん（外国において発生した日常生活系のもの）  
汚泥、燃え殻（基準以上のダイオキシン類を含むもので、外
国において発生した日常生活系のもの）

燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック
紙くず（紙製造業、工作物除去等の特定業種から排出される
もの）  
木くず（木材製造業、工作物除去等の特定の業種から排出さ
れるもの）  
繊維くず（繊維工業、工作物除去等から排出されるもの）
動物性残さ（食品製造業等において原料として使用された動
植物に係る固形状の不要物）  
動物系固形不要物（と畜場において生じた獣畜及び食鳥処理
場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物）  
ゴムくず、金属クズ、ガラスくず及び陶磁器くず、鉱さい
がれき類（工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片
その他これに類するもの）  
動物のふん尿（畜産農業から排出されたもの） 
動物の死体（畜産農業から排出されたもの）  
ばいじん（工場の排ガスを処理して得られるばいじん） 
上記を処分するため処理したもの

（参考） 廃棄物等の分類 
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別表４ 業種別・種類別全国共通原単位一覧表（１/４） 別表３ 業種別・種類別全国共通原単位一覧表（１/３） 

 

大分類
番
号

産業分類 単位 燃え殻 汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ

農業，林業大分類
1 耕種農業 t/千a 0.00 0.16 0.01 0.00
2 畜産農業 t/頭羽数
3 林業 t/千人 0.00 0.00
4 上記以外の農業，林業

漁業大分類
5 漁業 t/千人 37.03
6 水産養殖業 t/千人 16.80 0.00

鉱業 7 鉱業，採石業，砂利採取業 t/千人 353,798.59 771.58 0.11
建設業 8 建設業 ｔ/十億円 0.40 107.36 1.59 0.08 0.22

製造業大分類
9 食料品製造業 ｔ/十億円 0.17 258.45 3.23 1.32 1.05
10 飲料・たばこ・飼料製造業 ｔ/十億円 0.02 150.56 0.74 16.47 0.26
11 繊維工業 ｔ/十億円 0.86 96.28 1.64 0.14 0.85
12 木材・木製品製造業 ｔ/十億円 4.18 2.75 0.84 0.02 0.04
13 家具・装備品製造業 ｔ/十億円 0.15 0.79 0.28 0.04 0.04
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 ｔ/十億円 35.57 4,046.39 2.33 0.05 0.55
15 印刷・同関連業 ｔ/十億円 0.02 1.72 8.55 1.61 4.12
16 化学工業 ｔ/十億円 9.20 272.32 33.33 9.17 26.69
17 石油製品・石炭製品製造業 ｔ/十億円 0.65 35.25 8.05 4.55 5.85
18 プラスチック製品製造業 ｔ/十億円 0.03 9.46 4.43 1.22 0.72
19 ゴム製品製造業 ｔ/十億円 1.08 14.21 4.40 0.28 3.05
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 ｔ/十億円 0.03 131.41 0.72
21 窯業・土石製品製造業 ｔ/十億円 3.94 508.61 2.28 0.56 3.48
22 鉄鋼業 ｔ/十億円 3.95 143.40 7.47 13.77 2.44
23 非鉄金属製造業 ｔ/十億円 0.02 81.46 5.39 3.02 6.10
24 金属製品製造業 ｔ/十億円 0.03 65.77 8.76 10.78 3.63
25 はん用機械器具製造業 ｔ/十億円 0.01 11.31 5.76 0.30 1.00
26 生産用機械器具製造業 ｔ/十億円 0.02 7.57 4.87 0.90 1.45
27 業務用機械器具製造業 ｔ/十億円 0.02 25.75 4.64 0.53 2.62
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 ｔ/十億円 0.02 63.14 5.20 14.97 18.68
29 電気機械器具製造業 ｔ/十億円 0.00 56.22 2.69 1.12 5.36
30 情報通信機械器具製造業 ｔ/十億円 0.00 0.98 0.37 0.12 0.21
31 輸送用機械器具製造業 ｔ/十億円 0.03 17.25 7.13 0.54 0.89
32 その他の製造業 ｔ/十億円 0.34 4.73 5.62 2.22 1.19

電気・ガス・熱供給・水道業大分類
33 電気業 ｔ/千人 6,203.40 3,349.08 18.05 7.22 10.86
34 ガス業 ｔ/千人 13.75 6.98 0.03 0.12
35 熱供給業 ｔ/千人 117,566.26 34.74 0.06
36 上水道業 ｔ/千人 51.28 0.00 0.00 0.00
37 下水道業 ｔ/千人

情報通信業大分類
38 通信業 ｔ/千人 1.90
39 放送業 ｔ/千人 5.50
40 情報サービス業 ｔ/千人 0.13 0.01 0.01
41 インターネット付随サービス業 ｔ/千人
42 映像・音声・文字情報制作業 ｔ/千人 0.16 6.28 2.31 1.99

運輸業，郵便業大分類
43 鉄道業 ｔ/千人 76.88 7.47 0.03 1.19
44 道路旅客運送業 ｔ/千人 8.58 7.94 0.12
45 道路貨物運送業 ｔ/千人 0.01 8.55 10.99 0.05
46 上記以外の運輸業，郵便業 ｔ/千人 0.27 34.27 5.07 0.28 1.08

卸売業，小売業大分類
47 各種商品卸売業 ｔ/千人 53.79 46.54
48 木材・竹材卸売業 ｔ/千人 48.91
49 各種商品小売業 ｔ/千人 20.22 25.28 0.04 0.41
50 自動車小売業 ｔ/千人 0.01 63.14 216.06 0.08 19.34
51 機械器具小売業 ｔ/千人 0.60
52 家具・建具・畳小売業 ｔ/千人
53 じゅう器小売業 ｔ/千人 0.03 0.07
54 燃料小売業 ｔ/千人 43.60 100.61 0.10
55 上記以外の卸売業，小売業 ｔ/千人 0.01 2.16 1.42 0.71 0.24

不動産業，物品賃貸業大分類
56 物品賃貸業 ｔ/千人 29.13 6.59 0.00 0.03

学術研究，専門・技術サービス業大分類
57 学術・開発研究機関 ｔ/千人 0.13 56.41 26.13 3.39 28.03
58 写真業 ｔ/千人 47.45 19.11

宿泊業，飲食サービス業大分類
59 飲食店 ｔ/千人 0.00 11.83 13.28
60 上記以外の宿泊業，飲食サービス業 ｔ/千人 0.02 19.63 20.62 0.02 0.00

生活関連サービス業，娯楽業大分類
61 洗濯業 ｔ/千人 0.23 274.92 41.41 0.07 2.53

教育，学習支
援業

62 教育，学習支援業 ｔ/千人 0.01 2.21 0.56 0.27 0.06

医療，福祉大分類
63 医療業 ｔ/千床 0.08 9.71 1.54 2.73 3.36
64 上記以外の医療，福祉 ｔ/千人 0.01 1.66 0.02 3.04 0.46

教育、学習支
援業

65 複合サービス事業 ｔ/千人 0.74 42.58 6.06 1.14 0.64

サービス業大分類
66 自動車整備業 ｔ/千人 0.96 115.25 207.18 0.38 4.57
67 と蓄場 ｔ/千人 28,980.53 134.49
68 上記以外のサービス業 ｔ/千人

公務 69 公務 ｔ/千人 0.03 27.38 0.22 0.09 0.18
（注） 原単位の算出及び排出量の推計のために用いた業種ごとの単位は次のとおり

耕種農業：施設面積、畜産農業：家畜数、林業：従業者数、漁業：従業者数、鉱業：従業者数、建設業：元請完成工事高、製
造業：製造品出荷額等、電気･ガス･熱供給・水道業：従業者数、上水道業：給水人口現在、下水道業：処理区域人口、情報
通信業･運輸業：従業者数、卸売･小売業、飲食店、宿泊業：従業者数、医療、福祉：病床数、教育、学習支援業、複合サービ
ス業、サービス業：従業者数、と畜場：と畜頭数、公務：従業者数

サービス業

卸売業，
小売業

不動産業，
物品賃貸業

学術研究，専
門・技術サー

ビス業

宿泊業，飲
食サービス

業
生活関連サー
ビス業，娯楽業

医療，福祉

農業，林業

漁業

製造業

電気･ガス
・熱供給
・水道業

情報通信業

運輸業，
郵便業
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業種別・種類別全国共通原単位一覧表（２/４） 業種別・種類別全国共通原単位一覧表（２/３） 

 

大分類
番
号

産業分類 単位
廃プラスチッ

ク
紙くず 木くず 繊維くず

動植物性
残渣

農業，林業大分類
1 耕種農業 t/千a 18.05
2 畜産農業 t/頭羽数 0.00
3 林業 t/千人 0.01
4 上記以外の農業，林業

漁業大分類
5 漁業 t/千人 1,019.12
6 水産養殖業 t/千人 16.45

鉱業 7 鉱業，採石業，砂利採取業 t/千人 152.65 0.70
建設業 8 建設業 ｔ/十億円 18.35 5.29 102.97 0.93

製造業大分類
9 食料品製造業 ｔ/十億円 11.03 0.13 72.69
10 飲料・たばこ・飼料製造業 ｔ/十億円 5.13 0.57 78.12
11 繊維工業 ｔ/十億円 16.10 0.14 3.46
12 木材・木製品製造業 ｔ/十億円 5.67 195.80
13 家具・装備品製造業 ｔ/十億円 2.34 12.36
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 ｔ/十億円 48.04 84.06 5.75
15 印刷・同関連業 ｔ/十億円 22.55 55.06 0.23
16 化学工業 ｔ/十億円 9.51 0.44 1.21
17 石油製品・石炭製品製造業 ｔ/十億円 1.65 0.09
18 プラスチック製品製造業 ｔ/十億円 45.86 0.52
19 ゴム製品製造業 ｔ/十億円 60.19 0.39
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 ｔ/十億円 13.49 0.63
21 窯業・土石製品製造業 ｔ/十億円 8.75 0.71
22 鉄鋼業 ｔ/十億円 4.51 0.45
23 非鉄金属製造業 ｔ/十億円 5.13 1.02
24 金属製品製造業 ｔ/十億円 6.73 0.54
25 はん用機械器具製造業 ｔ/十億円 3.12 0.66
26 生産用機械器具製造業 ｔ/十億円 4.37 0.82
27 業務用機械器具製造業 ｔ/十億円 7.90 0.38
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 ｔ/十億円 5.89 0.06
29 電気機械器具製造業 ｔ/十億円 4.47 0.19
30 情報通信機械器具製造業 ｔ/十億円 4.11 0.09
31 輸送用機械器具製造業 ｔ/十億円 4.48 0.24
32 その他の製造業 ｔ/十億円 15.96 1.38

電気・ガス・熱供給・水道業大分類
33 電気業 ｔ/千人 33.21 2.06
34 ガス業 ｔ/千人 43.61 0.11
35 熱供給業 ｔ/千人 78.39 1.36
36 上水道業 ｔ/千人 0.00 0.00
37 下水道業 ｔ/千人

情報通信業大分類
38 通信業 ｔ/千人 26.99
39 放送業 ｔ/千人 49.48
40 情報サービス業 ｔ/千人 5.49 0.00
41 インターネット付随サービス業 ｔ/千人
42 映像・音声・文字情報制作業 ｔ/千人 13.48 115.50

運輸業，郵便業大分類
43 鉄道業 ｔ/千人 61.72 8.27
44 道路旅客運送業 ｔ/千人 19.58 0.97
45 道路貨物運送業 ｔ/千人 68.69 14.96
46 上記以外の運輸業，郵便業 ｔ/千人 23.56 8.58

卸売業，小売業大分類
47 各種商品卸売業 ｔ/千人 539.63 0.33
48 木材・竹材卸売業 ｔ/千人 791.29 1,177.54
49 各種商品小売業 ｔ/千人 102.94 0.10
50 自動車小売業 ｔ/千人 295.96 0.39
51 機械器具小売業 ｔ/千人 190.62 0.33
52 家具・建具・畳小売業 ｔ/千人 219.47 0.78
53 じゅう器小売業 ｔ/千人 46.79 1.52
54 燃料小売業 ｔ/千人 113.50 1.54
55 上記以外の卸売業，小売業 ｔ/千人 13.81 2.23

不動産業，物品賃貸業大分類
56 物品賃貸業 ｔ/千人 99.39 20.52

学術研究，専門・技術サービス業大分類
57 学術・開発研究機関 ｔ/千人 56.70 1.64
58 写真業 ｔ/千人 1.57

宿泊業，飲食サービス業大分類
59 飲食店 ｔ/千人 17.31
60 上記以外の宿泊業，飲食サービス業 ｔ/千人 11.05 0.00

生活関連サービス業，娯楽業大分類
61 洗濯業 ｔ/千人 117.79

教育，学習支
援業

62 教育，学習支援業 ｔ/千人 6.61

医療，福祉大分類
63 医療業 ｔ/千床 141.47 0.00
64 上記以外の医療，福祉 ｔ/千人 14.77

教育、学習支
援業

65 複合サービス事業 ｔ/千人 61.21 0.02

サービス業大分類
66 自動車整備業 ｔ/千人 274.74 0.19
67 と蓄場 ｔ/千人 27.10
68 上記以外のサービス業 ｔ/千人

公務 69 公務 ｔ/千人 2.76

医療，福祉

サービス業

運輸業，
郵便業

卸売業，
小売業

不動産業，
物品賃貸業

学術研究，専
門・技術サー

ビス業

宿泊業，飲
食サービス

業
生活関連サー
ビス業，娯楽業

農業，林業

漁業

製造業

電気･ガス
・熱供給
・水道業

情報通信業
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業種別・種類別全国共通原単位一覧表（３/４） 業種別・種類別全国共通原単位一覧表（３/３） 

 

大分類
番
号

産業分類 単位
動物系固形
不要物

ゴムくず 金属くず
ガラスくず、コンクリー

ト及び陶磁器くず 鉱さい

農業，林業大分類
1 耕種農業 t/千a 0.01 0.02
2 畜産農業 t/頭羽数 0.00
3 林業 t/千人 0.01 0.00
4 上記以外の農業，林業

漁業大分類
5 漁業 t/千人 7.19 0.02
6 水産養殖業 t/千人 40.63

鉱業 7 鉱業，採石業，砂利採取業 t/千人 0.86 112.18 237.83 1,232.91
建設業 8 建設業 ｔ/十億円 0.01 18.29 38.41 0.60

製造業大分類
9 食料品製造業 ｔ/十億円 2.22 0.00 2.02 0.33 0.00
10 飲料・たばこ・飼料製造業 ｔ/十億円 0.00 1.03 2.40 0.00
11 繊維工業 ｔ/十億円 0.01 1.00 0.02
12 木材・木製品製造業 ｔ/十億円 0.00 1.73 5.26 0.01
13 家具・装備品製造業 ｔ/十億円 0.40 0.26
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 ｔ/十億円 0.00 3.48 0.54 0.01
15 印刷・同関連業 ｔ/十億円 0.00 3.08 0.05
16 化学工業 ｔ/十億円 0.00 2.61 0.96 0.16
17 石油製品・石炭製品製造業 ｔ/十億円 0.01 1.26 0.85 0.02
18 プラスチック製品製造業 ｔ/十億円 0.01 1.47 0.82 0.06
19 ゴム製品製造業 ｔ/十億円 5.01 3.15 0.08 0.01
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 ｔ/十億円 0.67 0.10 0.02
21 窯業・土石製品製造業 ｔ/十億円 0.01 4.25 334.34 11.92
22 鉄鋼業 ｔ/十億円 0.01 73.27 9.54 265.35
23 非鉄金属製造業 ｔ/十億円 0.00 6.72 1.58 16.81
24 金属製品製造業 ｔ/十億円 0.01 40.49 3.34 8.71
25 はん用機械器具製造業 ｔ/十億円 0.01 18.47 0.63 6.49
26 生産用機械器具製造業 ｔ/十億円 0.04 12.23 0.80 4.80
27 業務用機械器具製造業 ｔ/十億円 0.00 4.31 2.30 1.13
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 ｔ/十億円 0.00 3.94 0.55 0.01
29 電気機械器具製造業 ｔ/十億円 0.00 6.19 1.91 0.09
30 情報通信機械器具製造業 ｔ/十億円 0.00 3.50 0.26 0.00
31 輸送用機械器具製造業 ｔ/十億円 0.01 11.53 0.31 14.27
32 その他の製造業 ｔ/十億円 0.00 5.58 4.39 0.02

電気・ガス・熱供給・水道業大分類
33 電気業 ｔ/千人 0.07 64.23 116.54 0.46
34 ガス業 ｔ/千人 67.15 5.83
35 熱供給業 ｔ/千人 16.51 0.53
36 上水道業 ｔ/千人 0.00 0.00
37 下水道業 ｔ/千人

情報通信業大分類
38 通信業 ｔ/千人 22.25 0.07
39 放送業 ｔ/千人 141.06 2.18
40 情報サービス業 ｔ/千人 7.99 0.76
41 インターネット付随サービス業 ｔ/千人
42 映像・音声・文字情報制作業 ｔ/千人 6.54 0.31

運輸業，郵便業大分類
43 鉄道業 ｔ/千人 42.28 5.93
44 道路旅客運送業 ｔ/千人 0.03 5.53 0.43
45 道路貨物運送業 ｔ/千人 0.09 13.79 2.83
46 上記以外の運輸業，郵便業 ｔ/千人 0.07 8.61 2.23 0.57

卸売業，小売業大分類
47 各種商品卸売業 ｔ/千人 145.69 168.98
48 木材・竹材卸売業 ｔ/千人 397.76 582.72 0.05
49 各種商品小売業 ｔ/千人 26.14 25.71
50 自動車小売業 ｔ/千人 0.11 169.24 6.64
51 機械器具小売業 ｔ/千人 0.05 143.05 9.37
52 家具・建具・畳小売業 ｔ/千人 8.17 21.30
53 じゅう器小売業 ｔ/千人 14.11 33.12
54 燃料小売業 ｔ/千人 0.04 45.82 4.18
55 上記以外の卸売業，小売業 ｔ/千人 0.12 4.32 2.19 0.20

不動産業，物品賃貸業大分類
56 物品賃貸業 ｔ/千人 0.19 45.24 24.79

学術研究，専門・技術サービス業大分類
57 学術・開発研究機関 ｔ/千人 60.39 37.79 1.41
58 写真業 ｔ/千人 0.11 0.03

宿泊業，飲食サービス業大分類
59 飲食店 ｔ/千人 0.00 3.09 1.08
60 上記以外の宿泊業，飲食サービス業 ｔ/千人 0.01 4.85 3.32 0.00

生活関連サービス業，娯楽業大分類
61 洗濯業 ｔ/千人 0.00 7.76 0.69

教育，学習支
援業

62 教育，学習支援業 ｔ/千人 0.00 5.42 1.66 0.00

医療，福祉大分類
63 医療業 ｔ/千床 0.08 15.38 12.76
64 上記以外の医療，福祉 ｔ/千人 0.37 0.59 1.62 0.00

教育、学習支
援業

65 複合サービス事業 ｔ/千人 0.00 6.66 1.93

サービス業大分類
66 自動車整備業 ｔ/千人 0.34 188.88 22.72
67 と蓄場 ｔ/千人 5,173.22 15.80
68 上記以外のサービス業 ｔ/千人

公務 69 公務 ｔ/千人 0.01 1.83 1.43

生活関連サー
ビス業，娯楽業

医療，福祉

サービス業

情報通信業

運輸業，
郵便業

卸売業，
小売業

不動産業，
物品賃貸業

学術研究，専
門・技術サー

ビス業

宿泊業，飲
食サービス

業

農業，林業

漁業

製造業

電気･ガス
・熱供給
・水道業
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業種別・種類別全国共通原単位一覧表（４/４）  

 

大分類
番
号

産業分類 単位 がれき類 動物のふん尿 動物の死体 ばいじん

農業，林業大分類
1 耕種農業 t/千a
2 畜産農業 t/頭羽数
3 林業 t/千人 0.07
4 上記以外の農業，林業

漁業大分類
5 漁業 t/千人
6 水産養殖業 t/千人

鉱業 7 鉱業，採石業，砂利採取業 t/千人 825.97
建設業 8 建設業 ｔ/十億円 1,228.11 0.03

製造業大分類
9 食料品製造業 ｔ/十億円 0.02 0.10
10 飲料・たばこ・飼料製造業 ｔ/十億円 0.01 0.06
11 繊維工業 ｔ/十億円 0.04 0.37
12 木材・木製品製造業 ｔ/十億円 4.09 0.62
13 家具・装備品製造業 ｔ/十億円 0.02
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 ｔ/十億円 0.11 52.93
15 印刷・同関連業 ｔ/十億円 0.01 0.01
16 化学工業 ｔ/十億円 1.69 6.52
17 石油製品・石炭製品製造業 ｔ/十億円 9.08 7.80
18 プラスチック製品製造業 ｔ/十億円 0.04 0.01
19 ゴム製品製造業 ｔ/十億円 0.03 0.21
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 ｔ/十億円 0.05
21 窯業・土石製品製造業 ｔ/十億円 49.35 12.16
22 鉄鋼業 ｔ/十億円 6.51 186.67
23 非鉄金属製造業 ｔ/十億円 0.57 0.38
24 金属製品製造業 ｔ/十億円 1.03 0.44
25 はん用機械器具製造業 ｔ/十億円 0.86 0.00
26 生産用機械器具製造業 ｔ/十億円 1.91 0.02
27 業務用機械器具製造業 ｔ/十億円 0.12 3.77
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 ｔ/十億円 0.02 0.00
29 電気機械器具製造業 ｔ/十億円 0.07
30 情報通信機械器具製造業 ｔ/十億円 0.01
31 輸送用機械器具製造業 ｔ/十億円 0.30 0.13
32 その他の製造業 ｔ/十億円 0.46 0.55

電気・ガス・熱供給・水道業大分類
33 電気業 ｔ/千人 487.12 55,283.61
34 ガス業 ｔ/千人 33.71
35 熱供給業 ｔ/千人 94.44
36 上水道業 ｔ/千人 0.06
37 下水道業 ｔ/千人

情報通信業大分類
38 通信業 ｔ/千人 715.33
39 放送業 ｔ/千人 1.31
40 情報サービス業 ｔ/千人 0.00
41 インターネット付随サービス業 ｔ/千人
42 映像・音声・文字情報制作業 ｔ/千人

運輸業，郵便業大分類
43 鉄道業 ｔ/千人 34.05
44 道路旅客運送業 ｔ/千人
45 道路貨物運送業 ｔ/千人 1.90
46 上記以外の運輸業，郵便業 ｔ/千人 142.02 0.11

卸売業，小売業大分類
47 各種商品卸売業 ｔ/千人
48 木材・竹材卸売業 ｔ/千人 176.86
49 各種商品小売業 ｔ/千人 0.42
50 自動車小売業 ｔ/千人 0.92
51 機械器具小売業 ｔ/千人 30.20
52 家具・建具・畳小売業 ｔ/千人 0.23
53 じゅう器小売業 ｔ/千人 7.15
54 燃料小売業 ｔ/千人 16.65
55 上記以外の卸売業，小売業 ｔ/千人 1.52

不動産業，物品賃貸業大分類
56 物品賃貸業 ｔ/千人 2.26

学術研究，専門・技術サービス業大分類
57 学術・開発研究機関 ｔ/千人 22.64 0.07
58 写真業 ｔ/千人

宿泊業，飲食サービス業大分類
59 飲食店 ｔ/千人 0.05
60 上記以外の宿泊業，飲食サービス業 ｔ/千人 0.31

生活関連サービス業，娯楽業大分類
61 洗濯業 ｔ/千人

教育，学習支
援業

62 教育，学習支援業 ｔ/千人 0.25

医療，福祉大分類
63 医療業 ｔ/千床 0.33 0.01
64 上記以外の医療，福祉 ｔ/千人 0.78 0.02

教育、学習支
援業

65 複合サービス事業 ｔ/千人 6.08

サービス業大分類
66 自動車整備業 ｔ/千人 1.08
67 と蓄場 ｔ/千人 0.02
68 上記以外のサービス業 ｔ/千人

公務 69 公務 ｔ/千人 0.18
（出典：「平成23年度事業　産業廃棄物排出・処理状況調査報告書　平成21年度実績（概要版）」　環境省）

製造業

漁業

農業，林業

宿泊業，飲
食サービス

業
生活関連サー
ビス業，娯楽業

医療，福祉

サービス業

電気･ガス
・熱供給
・水道業

情報通信業

運輸業，
郵便業

卸売業，
小売業

不動産業，
物品賃貸業

学術研究，専
門・技術サー

ビス業
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改正案 現行 

２ 温室効果ガス 

(１) 調査の手法 

ア 調査すべき情報 

調査すべき情報は、対象事業の実施に伴う温室

効果ガスの影響を適切に把握し得るよう配慮し

て、次に掲げる項目の中から予測及び評価を行う

ために必要なものを選定する。 

（ア）国、県、市町村等が実施する抑制対策や計

画及び関係法令等 

（イ）その他（対象事業の計画の状況 等） 

イ 調査の基本的な手法 

調査の基本的な手法は、既存資料調査とする。

ウ 調査地域 

対象事業実施区域を含む市町村等とする。 

 

２ 温室効果ガス 

 

 

【説 明】 

１ 調査すべき情報 

対象事業の内容を勘案しながら次の中から予測評価に必要

な事項を選定する。 

（１）国、県、市町村等が実施する抑制対策や計画及び関係

法令等 

国、県、市町村が温室効果ガス抑制のために策定して

いる計画や、法令・条例等による事業者の責務等につい

て整理する。 

（ア）国、県、市町村等が実施する抑制対策、計画等 

・鳥取県環境基本計画 

・温暖化対策実行計画 

・省エネビジョン 等 

（イ）関係法令等 

・「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成 10

年法律第117号） 

・「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（平成

23年法律第74号） 

・「鳥取県地球温暖化対策条例」（平成 21 年条例第

36号） 

・市町村の地球温暖化対策に関連する条例、要綱、

指針等 

（２）その他（対象事業の計画の状況） 

対象事業の計画の状況について調査する。具体的には、

以下のような内容が考えられる。 

・施設の供用に伴う温室効果ガスの発生状況 

・温室効果ガスを排出する設備の位置及び規模 
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(２) 予測の手法 

ア 予測項目 

予測項目は、対象事業の実施に伴い発生する二

酸化炭素の排出量及びその削減の程度とし、必要

に応じその他の温室効果ガスを含めるものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

イ 予測の基本的な方法 

予測方法は、工事の施工中の施工計画及び施工

後の事業計画を踏まえ、エネルギー使用量やその

削減量等から二酸化炭素排出係数を用い算定する

方法、温室効果ガスの排出量を予測する方法及び

その他の適切な方法によるものとする。 

ウ 予測地域 

予測地域の範囲は、対象事業実施区域とする。

エ 予測対象時期等 

予測を行う時期は、工事の施工中の代表的な時

期及び工事の施工後における事業活動が定常に達

した時期並びに地球温暖化に与える影響が最大に

なる時期とする。 

 

(１) 予測の手法 

ア 予測項目 

予測項目は、対象事業の実施に伴い発生する二

酸化炭素の排出量とし、必要によりその他の温室

効果を有するガスを含めるものとする。 

 

イ 予測時期 

予測を行う時期は、工事の施工中の代表的な時

期及び工事の施工後における事業活動が定常に達

した時期とする。 

ウ 予測地域 

予測地域の範囲は、対象事業実施区域とする。

エ 予測方法 

予測方法は、工事の施工中及び施工後の発生

源、工程等を踏まえて、二酸化炭素排出係数を用

いた方法その他の適切な方法によるものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【説 明】 

１ 予測項目 

原則として二酸化炭素を予測項目とするが、対象事業の特

性に応じて以下の温室効果ガスについても予測する。 

《対象とする温室効果ガス》 

二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、HFC、PFC、六フッ化硫

黄 

（根拠法令：「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成 23

年法律第74号）第二条３） 

２ 予測の基本的な方法 

(1)エネルギー起源温室効果ガスの排出量 

対象事業の実施にあたって実施する温室効果ガス抑

制対策を踏まえつつ、対象事業におけるエネルギー消費

量 (電気、ガス、ガソリン、灯油、重油（ABCの別)、軽

油、石炭を求め、それぞれの二酸化炭素排出係数を乗じ

ることによりエネルギー起源温室効果ガスの発生量を

予測する。 

二酸化炭素の排出係数については、別表４、別表５に

示す。 

【説 明】 

１ 予測項目 

原則として二酸化炭素を予測項目とするが、対象事業の特

性に応じて以下の温室効果ガスについても予測する。 

《対象とする温室効果ガス》 

二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、HFC、PFC、六フッ化硫

黄 

 

 

２ 予測方法 

(1)対象事業で消費するエネルギー消費量(電気、水道、ガソ

リン、灯油、重油（ABC の別)、軽油、石炭、LNG、LPG

等)及び廃棄物等の焼却量に二酸化炭素排出係数を乗ず

ることにより発生量を予測する。 

二酸化炭素の排出係数については、別表４に示す。 
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 (2) 非エネルギー起源温室効果ガスの排出量 

a 対象事業の製造工程における排出量 

セメント製造業にあっては、セメントの中間製品であ

るクリンカ生産量に二酸化炭素排出係数を乗じて予測

する。クリンカ生産量については、事業者あるいはセメ

ント協会等へのヒアリングによる。 

セメント製造工程における二酸化炭素排出量の排出

係数は別表６に示す。 

HFC、PFC、六フッ化硫黄の製造工程にあっては、用途、

年間使用量及び排出量を予測する。用途、使用量及び排

出量については事業者へのヒアリング等による。 

b 廃棄物の焼却に伴う温室効果ガスの排出量 

対象事業の実施に伴い、廃棄物の焼却を行う場合は、

廃棄物焼却量に二酸化炭素排出係数を乗ずることによ

り発生量を予測する。 

 

 

(2) 対象事業に製造工程における使用量等 

セメント製造業にあっては、石灰岩の使用量、 

 

 

 

 

 

HFC、PFC、六フッ化硫黄の製造工程にあっては、用途

及び年間使用量及び排出量を予測する。 

 

別表４ 「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」第三条

（平成22年一部改正）に基づく排出係数一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１：「ロ：他人から供給された電気の使用に伴う排出」につい

ては、別表５参照 

注２：都市ガス及びLPG（プロパンガス）の排出係数については、

必要に応じて地域のガス事業者の排出係数をヒアリングし

用いる。 

 

 

数値 単位 数値 単位

 一般炭 0.0247 （ｋｇ－C/MJ） 25.7 （MJ/ｋｇ） 2.33 　(kg-CO2／kg)に相当

 ガソリン 0.0183 （ｋｇ－C/MJ） 34.6  （ＭＪ／ｌ） 2.32 　(kg-CO2／l)に相当

 ジェット燃料油 0.0183 （ｋｇ－C/MJ） 36.7  （ＭＪ／ｌ） 2.46 　(kg-CO2／l)に相当

 灯油 0.0185 （ｋｇ－C/MJ） 36.7  （ＭＪ／ｌ） 2.49 　(kg-CO2／l)に相当

 軽油 0.0187 （ｋｇ－C/MJ） 37.7  （ＭＪ／ｌ） 2.58 　(kg-CO2／l)に相当

 Ａ重油 0.0189 （ｋｇ－C/MJ） 39.1  （ＭＪ／ｌ） 2.71 　(kg-CO2／l)に相当

 Ｂ重油又はＣ重油 0.0195 （ｋｇ－C/MJ） 41.9  （ＭＪ／ｌ） 3.00 　(kg-CO2／l)に相当

 液化石油ガス（ＬＰＧ） 0.0161 （ｋｇ－C/MJ） 50.8 （MJ/ｋｇ） 3.00 　(kg-CO2／kg)に相当

 液化天然ガス（ＬＮＧ） 0.0135 （ｋｇ－C/MJ） 54.6 （MJ/ｋｇ） 2.70 　(kg-CO2／kg)に相当

 都市ガス 0.0136 （ｋｇ－C/MJ） 44.8  （ＭＪ／Nm3） 2.23 　(kg-CO2／Nm3)に相

 （参考）都市ガス 0.0136 （ｋｇ－C/MJ） 43.3  （ＭＪ／Nm3） 2.16 　(kg-CO2／m3 )に相当

0.057 （ｋｇ－CO2/MJ）

 ニ：一般廃棄物の焼却に伴う排出

（１）廃プラスチック類（合成繊維の廃棄物に限る。） 624 （ｋｇ－C/ｔ） 2,288 　(kg-CO2／t)に相当

（２）廃プラスチック類（合成繊維の廃棄物を除く。） 754 （ｋｇ－C/ｔ） 2,765 　(kg-CO2／t)に相当

（３）廃棄物を原材料とする固形燃料（古紙又は廃プラスチッ

ク類を主たる原材料とするもの及び動物性の廃棄物又は植

物性の廃棄物のみを原材料とするものを除く。）

211 （ｋｇ－C/ｔ） 774 　(kg-CO2／t)に相当

 （１）廃油 796 （ｋｇ－C/ｔ） 2,919 　(kg-CO2／t)に相当

 （２）廃プラスチック 697 （ｋｇ－C/ｔ） 2,556 　(kg-CO2／t)に相当

 一号   二酸化炭素（CO2）

 イ：燃料の燃焼に伴う排出

 ロ：他人から供給された電気の使用に伴う排出

排出係数 政令の発熱量
参考

 ハ：他人から供給された熱の使用に伴う排出

 ホ：産業廃棄物の焼却に伴う排出

事業者別に毎年公表

（出典：「地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地方公共団体の事務及び事業に係る実行計画策定マニュアル及

び温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン」平成 23 年 環境省） 
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 別表５ 電気事業者の電力使用に伴う二酸化炭素排出係数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：電気事業者の電力使用に伴う二酸化炭素排出係数は毎年年末

に前年度分が環境省より公表されるので確認の上用いるこ

と。 

 

 

 別表６ セメント製造工程における二酸化炭素排出係数 

 

 

 

 

 

出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（平成24年 温

室効果ガスインベントリオフィス（GIO）編） 

注：上記インベントリは、毎年更新・公表されるため、最新の情

報については確認の上用いること。 

 

 

(２) 環境保全措置 

環境保全措置は、工事の施工中及び工事の施工後

の各段階にわたり検討を行うものとする。 

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・

構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複

数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の

回避、低減が図られたかについての検討内容を明らか

にすること。 

 

 

【説 明】 

環境保全措置の例としては次のようなものがある。 

（１）工事の施工中 

・ 低炭素型建設機械（ハイブリッド型、電動式等）の

使用 

 

実排出係数
調整後排出係

数
実排出係数

調整後排出係
数

(t-CO2/kWh) (t-CO2/kWh) (t-CO2/kWh) (t-CO2/kWh)

北海道電力株式会社 0.000485 0.000485 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 0.000448 0.000448
東北電力株式会社 0.000547 0.000546 株式会社Ｇ－Ｐｏｗｅｒ 0.000379 0
東京電力株式会社 0.000464 0.000463 株式会社日本セレモニー 0.000817 0.000816
中部電力株式会社 0.000518 0.000469 株式会社ミスターマックス 0.000823 0.00082
北陸電力株式会社 0.000641 0.000546 サミットエナジー株式会社 0.00048 0.000295
関西電力株式会社 0.00045 0.000414 ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社 0.000379 0.000379
中国電力株式会社 0.000657 0.000502 ＪＥＮホールディングス株式会社 0.000442 0.000442
四国電力株式会社 0.000552 0.000485 志賀高原リゾート開発株式会社 0.000768 0.000767
九州電力株式会社 0.000525 0.000503 昭和シェル石油株式会社 0.000371 0.00037
沖縄電力株式会社 0.000932 0.000692 新日鉄住金エンジニアリング株式会社 0.000601 0.0006
イーレックス株式会社 0.000612 0.000438 泉北天然ガス発電株式会社 0.000378 0.000377
出光グリーンパワー株式会 0.000275 0.000275 ダイヤモンドパワー株式会社 0.000393 0.000392
伊藤忠エネクス株式会社 0.000604 0.000383 テス・エンジニアリング株式会社 0.000391 0.000391
エネサーブ株式会社 0.000503 0.000494 東京エコサービス株式会社 0.000065 0.000065
荏原環境プラント株式会社 0.000437 0.000436 日本テクノ株式会社 0.000476 0.000475
王子製紙株式会社 0.000432 0.000432 日本ロジテック協同組合 0.000463 0.000247
オリックス株式会社 0.000459 0.000458 パナソニック株式会社 0.000601 0.000601
株式会社エネット 0.000409 0.000408 プレミアムグリーンパワー株式会社 0.000016 0.000016

丸紅株式会社 0.000343 0.000315
ミツウロコグリーンエネルギー株式会 0.000405 0.000404

事業者名 事業者名

（出典：「平成２３年度の電気事業者ごとの実排出係数・調整後排
出係数等の公表について（お知らせ）」平成24年　環境省）
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・ 最新排出ガス規制適合車の使用 

・ 省燃費運転（アイドリングストップ、エコドライブ

等） 

・ 重機車両の適正整備、選定 

・ 工法、走行ルート等における配慮 等 

（２）工事の完了後 

・ 建築物の高断熱化 

・ エネルギー効率の高い設備機器の採用 

・ コジェネレーションシステム等エネルギーの有効

利用 

・ 自然エネルギー、新エネルギーの利用 

・ 製造工程の簡素化等低炭素燃料への転換 

・ より低炭素な燃料への燃料転換 

・ クリーンエネルギー車の使用植栽等による二酸化

炭素吸収対策 等 

 

(３) 評価の手法 

環境保全措置の検討結果を踏まえ、対象事業の

実施に伴う温室効果ガスの発生及び排出の段階に

おける、温室効果ガスによる環境負荷について、

事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避又は

低減されているか否かを明らかにする。 

また、国、県、市町村等の計画や関係法令に定

められた目標等との整合性についても明らかにす

る。 

(２) 評価の手法 

対象事業の実施に伴う温室効果ガスの発生及

び排出の段階において、温室効果ガスの排出抑制

技術の進展状況等を勘案し、実行可能な対策がと

られているか明らかにする。 

 

また、国、県、市町村等が実施する抑制対策等

及び関係法令との整合性についても明らかにす

る。 

 

【説 明】 

環境保全措置を踏まえ、実行可能なより良い技術が取り入れ

られているか否かについて検討し、対象事業が環境に与える影

響が回避、低減されているか否かについて評価する。 

また、市町村が策定する計画や関係法令との整合性について

も事業者の見解を明らかにする。 
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